
単位：件数
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④

⑤

⑥

⑦

＜総合評価＞ ＜今後の方向性＞

休廃止

縮小

縮小

縮小

皆減

縮小

休廃止・終期設定

方法改善

拡充

現状維持

計 279 100.0%

4

3

8.2%

15.4%

67.5%

2.5%

3.9%

1.4%

1.1%

縮小縮小

皆減休廃止

43

188

7

11

現状維持現状維持

縮小拡充

割合 件数 割合

今後の方向性

23

総合評価

コスト投入事業

Ａ

0.7%

100.0%

2

平成２９年度事務事業評価結果(平成２８年度実施事業分）について

　平成２９年度（平成２８年度実施事業分）について、市の事業として、継続的に実施している２７９事業について事務事業評価を行いました。集計結果は下記のとおりです。

縮小現状維持

評価・今後の方向性について（件数）

評価 件数

19

218

40Ｂ

78.1%

14.4%

6.8%

評価の分類

Ｃ

Ｄ

拡大拡充

現状維持拡充

計

※総合計画後期基本計画実施計画に基づく
事業を評価する。

279

継続または事業の進め方を改善する必要がある。

今後も現状(計画・予定)どおり事業の継続または拡大・
充実が必要である。

説明

現状維持 現状維持

拡充 現状維持②

縮小

成果の向上 コストを維持して、事業の成果を向上させる改善

現状維持

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ
事業の廃止や休止、規模の縮減など、事業のあり方を抜
本的に検討する必要がある。

事業規模や実施主体など、事業内容の見直しに努める必
要がある。

説明

① 拡充 拡大 拡大・充実
予算を増加するとともに、事業の成果を向上させる
改善

コスト投入事業

コストも事業の方向性も現状維持

コストを縮小して、事業の成果を向上させる改善

事業を維持して、コストを縮小させる「効率性」の
改善

コスト・事業ともに縮小する改善

完了、複数事業を統合する場合などを含む休廃止ま
たは終期設定

④

⑤

⑥

⑦

③



事業 コスト投入 改革案と実行計画

57 15 介護支援課
家族介護継続
支援事業【介
護特会】

・介護保険法
・市に住所を有する在
宅の寝たきり・認知症
高齢者を介護する者

在宅で介護をしている介護者が日頃の悩
みや介護方法の情報交換を行い、一時
的に介護から解放できる場を提供し、リフ
レッシュして在宅介護が継続できる。

奇数月の第3木曜日を開催日とする。開
催内容を参加者から聞き取る中で、1年
の開催計画を立案し、学習の場の提供・
情報交換の場の提供を行う。（社会福祉
協議会と共同開催）

A ⑦ 休廃止 皆減
平成29年度に認知症総合支援事業と統合を行っ
たことから、今後は認知症総合支援事業におい
て、介護者への支援を効果的に行います。

128 21
ほくとっこ元
気課

チャイルドシー
ト購入補助事
業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市交通安全対
策乳幼児補助装置購
入補助金交付要綱

・年齢6歳以下の乳幼
児の保護者であって、
市内に住所を有する
者

自動車内の乳幼児の安全確保に資する
ため、チャイルドシート着用の普及推進を
図るとともに、子育ての経済的負担の軽
減を図る。

保護者からの申請により、チャイルドシー
ト等の購入費用の2分の1（限度額20,000
円）を助成する。

C ⑦ 休廃止 皆減
「子ども・子育て会議」の意見を伺う中で検討して
まいります。

277 1
甲 陵 中 ・高
等学校

中高一貫等先
進校視察事業

・北杜市立甲陵中学
校・高等学校設置条
例
・北杜市立甲陵中学
校管理規則　等

・甲陵中・高等学校
・教職員
・生徒

中・高一貫の特色ある学校として、志を高
く持ち、一貫教育の中で将来を見据えた
高い知識と学力を取得できる教育環境を
整備する。

中学校・高等学校の一層の教育推進を
図るため、先進校等の視察を行う。

D ⑦ 休廃止 皆減

（29年度に予算計上なし）
必要に応じ、他の中・高一貫校の公開授業等へ
の参加や、ホームページの閲覧及び資料提供を
受け情報収集を行うとともに、SSH事業2期目の
採択を契機とした特色ある生徒の育成を図りま
す。

今後の方向性が「 ⑦  休廃止/皆減 」となっているもの（３件）

No.
課
№

所管課 事務事業名 根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）
事業内容

（どのような方法で 何を行うのか)
評価

今後の方向性



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

1 1
環境保全基金
活用事業

・北杜市環境保全事
業補助金交付要綱

・市民
・各種法人、団体等

環境保全基金を活用した環境保全事業
を行うことにより、本市の自然環境を適切
に保全し、次世代に引き継いでいくもので
ある。

「森を育て、水を守る」をテーマとした環境
保全事業に対して、基金を活用するもの
である。内容は、北杜市環境保全基金活
用検討委員会で審議をいただいた市民
提案による環境保全事業へ助成を行うほ
か、市が実施する里山整備事業、環境教
育、南アルプスユネスコエコパーク推進
事業などへ基金を充当するものである。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

2 2 広聴広報事業 ・市民
・市の情報を市民へ分かりやすく伝える。
・市民が市に求めるものを的確に把握す
る。

･広報による主要施策、事業やイベントな
どの周知
・手軽な問い合わせ先としてのinfoメール
の活用
・市政に対するみなさんの率直なご意
見、ご提言をいただくため、市長への手
紙の活用

Ａ ③ 現状維持 現状維持

3 3
ホームページ
による情報提
供事業

・市ホームページを
閲覧、利用する人

・こまめな更新により最新の情報を提供
する。
・正確な情報を提供する。
・障害等がなく、安心して利用できるホー
ムページを提供する。

・職員の入力技術の習得を図り、情報を
確認した上で、こまめに発信するよう努め
る。
・保守体制の充実を図る。

Ａ ② 拡充 現状維持

課
別
№ 改革案と実行計画

目的
（どういう状態にしたいのか）

対象
（誰を 何を）

根拠法令・要綱等事務事業名

政策秘書課

No.
今後の方向性

・4月の異動後に各課のホームページ編
集担当者を対象とした操作研修を行い、
職員の技術力向上と更新の意識を高め
ます。
・SNSの利用に関する内規を設け、適切
に活用することで、情報の効果的な発信
を行うことができます。
・定期的にアクセス数や利用者の状況等
を把握し、ニーズに合った情報発信を行
うことで、効果的な情報発信を行うことが
可能です。

協力金等による安定した財源確保のた
め、引き続き企業訪問に努めるとともに、
より多くの方にご協力いただけるよう広報
紙等による周知活動に努めます。
多くの団体が環境保全事業へ取り組める
よう、広報紙等で啓発するとともに、申請
団体自身が財源を確保し、自主運営でき
るよう指導を行います。また、自然環境の
保全に対する必要性を市民へ周知し、事
業自体の拡大・充実を図ります。

市長への手紙については、スピード感を
もって取り組む上で、「市長への手紙事務
処理要領」の改正が必要であるか検討し
ます。

評価
事業内容

（どのような方法で 何を行うのか)



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

課
別
№ 改革案と実行計画

目的
（どういう状態にしたいのか）

対象
（誰を 何を）

根拠法令・要綱等事務事業名No.
今後の方向性

評価
事業内容

（どのような方法で 何を行うのか)

4 4
ケ ー ブルテレ
ビ事業

・北杜市ケーブルテ
レビ情報連絡施設
条例

・市民
地域に根ざした公共放送として、豊かで
良質な放送を提供する。

自主放送番組で市の情報を提供し、いき
いきとした市の姿を伝えることで市民の
一体感を育てる。週刊ほくとニュースを、1
日4回(7：30、12：30、19：30、22：30)放送
する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 1 ⑥ 0

③ 3 ⑦ 0

④ 0 合計 4

今後の方向性についての集計（政策秘書課）　　　　単位：件

平成29年度は番組の必要性を含め、今
後の番組のあり方を放送番組審議会で
検討します。平成30年度は放送番組審議
会から出された提言に基づき、平成31年
度からの契約に向けた準備を行います。
情報収集に努めるとともに、市民のニー
ズにできる限り寄り添った番組となるよう
努めていきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

5 1
交通安全対策
事業

・北杜市交通安全条
例

・交通社会に参加す
るすべての市民

交通安全の意識向上を図り、交通死亡事
故「0」・交通人身事故発生件数「110」以
下を目指す。

啓発事業によって、交通安全の意識向上
を図るとともに、保育園児、小学生、高齢
者を対象とした交通安全教育や指導を継
続して行い、交通事故を未然防止するも
のである。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

6 2
交通安全施設
整備事業

・北杜市交通安全条
例

・交通社会に参加す
るすべての市民

交通安全施設の整備を通じ、交通死亡事
故「0」・交通人身事故発生件数「110」以
下を目指す。

道路状況が年々変化する中で、住民から
の要望に柔軟に応じた交通安全施設が
必要となっている。併せて、交通死亡事
故「0」を目指すためには、交通安全施設
の適切な維持・管理が必要であるため、
交通安全施設の整備を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

7 3 バス運行事業 ・北杜市民バス条例
・北杜市民バス・市
内路線バス利用者

日常生活に必要な移動交通手段を確保
し、「安全・安心」な環境整備に寄与する
ものである。

市民バスの利便性の向上と効率的な運
行を目指し、市民に必要な生活の足を確
保するものである。

Ａ ② 拡充 現状維持

8 4 結婚支援事業

・北杜市結婚相談所
設置及び運営要綱
・北杜市結婚相談員
連絡協議会会則

・結婚する意思のあ
る者

結婚相談所（愛称：出会いサポートセン
ター）における結婚相談活動や婚活イベ
ント開催などを通じ、結婚を希望する者に
出会いの場を積極的に創出する。

出会いサポートセンターの開設により、継
続的にきめ細かな結婚相談業務を行うと
ともに、お見合いを実施する。併せて、婚
活イベント開催などを契機として、登録者
を増やしていく。

Ａ ② 拡充 現状維持

課
別
№

今後の方向性

地域公共交通の活性化及び再生に関す
る法律に基づく「北杜市地域公共交通網
形成計画」を策定します。これは、市の地
域公共交通施策に関するマスタープラン
に位置付けられるもので、地域特性を踏
まえた多様な交通の組み合わせや住民
の協力を含む関係者の連携などについ
て記載します。
使用料の改定について検討し、利便性の
向上を図ります。

改革案と実行計画

企画課

交通安全は、交通社会に参加するすべて
の方々の規範意識の上に成り立つもの
です。交通事故の発生状況の分析につ
いて、警察と情報共有しながらその把握
に努め、その分析を踏まえた上で啓発活
動を行うこととします。

出会いサポートセンターへの登録を促す
とともに、特に首都圏の若い女性への情
報発信を強化するため、結婚支援のポー
タルサイトを構築します。ポータルサイト
においては、サイト内で仮登録をできるよ
うに設計し、婚活イベントなども積極的に
告知する中で、本登録へ結びつけていき
ます。
年齢、居住地、成婚後の移住希望など、
登録者の基準を明確にします。

交通安全施設の整備とともに、根本とな
る「交通安全の気運」を高めることが重要
であるため、交通安全協会による交通安
全指導や交通指導員による交通安全教
室、また、広報紙やCATV、ホームページ
などを通じて、地域住民に対する広報活
動を強化します。

No. 事務事業名 根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）
事業内容

（どのような方法で 何を行うのか)
評価



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

課
別
№

今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価

9 5
男女共同参画
推進事業

・男女共同参画社会
基本法
・北杜市男女共同参
画推進条例

・市民
・地域組織
・事業者

男女の性別に関わらず、人々が一人の
人間として尊重され、各自の力を発揮し、
その行動や営みが相互に刺激し合い、連
携し、協力することで、きらりと輝く地域づ
くりを目指す。

「男女共同参画都市宣言」、第2次北杜市
男女共同参画推進プラン（ほくとほほえみ
夢プラン）に基づき、男女共同参画推進
委員会を中心に、情報誌「杜のほほえ
み」の発行や「ほほえみふぉーらむ」の開
催などによる、推進活動及び啓発活動を
行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

10 6
行政改革推進
事業

・簡素で効率的な政
府を実現するための
行政改革の推進に
関する法律

・市民
・市の行財政運営
・職員

簡素で効率的な市政運営を確保する。
・第3次行財政改革大綱及びアクションプ
ランの進捗管理
・事務事業評価による行政運営の改善

Ａ ② 拡充 現状維持

11 7
事務事業外部
評価事業

・市が実施する事務
事業

更なるスリムで効率的な行政運営を推進
するとともに、事業に対する行政の説明
責任の徹底と職員の更なる意識改革を
図る。

外部評価は、担当部局の内部評価で気
付かなかった点を外部の視点で評価する
という「評価視点の多角化」を図り、事業
の充実や改善などの評価、建設的な提
案を受け、今後の事業の方向性の参考と
する。
日時：平成28年10月23日(日)
場所：本庁　西会議室
コーディネーター・評価人：行政改革推進
委員

Ａ ② 拡充 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 4 ⑥ 0

③ 3 ⑦ 0

④ 0 合計 7

第2次北杜市男女共同参画推進プラン
（ほくとほほえみ夢プラン）（平成28～37年
度）では、男女共同参画社会の実現に向
けて、分野別に「市の取り組み」と「市民
の取り組み」を整理していることから、男
女共同参画推進委員会を中心に啓発活
動を更に積極的に行っていきます。

限られた財源や人材等を最大限に活用
し、効率的・効果的な行財政運営の推進
に努めます。

評価事業数を8事業から4事業に変更し、
1事業あたりの質疑・評価時間の拡大を
行います。

今後の方向性についての集計（企画課）　　　　単位：件



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

課
別
№

今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価

12 1
情報ネットワー
クシ ス テ ム管
理事業

・庁内ネットワーク
・各種ソフトウェア及
びハードウェア

庁内ネットワーク基盤の整備とネットワー
クを介した各種情報システムの活用によ
り、住民サービスの向上と行政事務の効
率化に向けて、安定した運用を図る。

庁内及び施設間において、コンピュータを
使用した事務処理の基盤となる庁内ネッ
トワークの安定稼働を図るため、アクセス
制限等のセキュリティ確保や事務処理に
必要な通信容量の確保を図る。また、各
種情報システムは、財務会計・文書管理
等の内部情報システムと住民情報・税・
社会保障等住民向け業務のための基幹
システムを運用しているところであり、住
民サービスの向上と行政事務の効率化
を図っている。なお、内部情報システムに
おいては、職員1人1台の端末を整備して
いる。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

13 2
指定管理施設
推進事業

・地方自治法 ・市の公の施設
利用者へのサービス低下が生じないよ
う、施設の機能維持を図る。

指定管理協定に基づき、緊急に市が実
施しなければならない施設の修繕を実施
する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

14 3
庁舎等維持管
理事業

・庁舎（施設・設備）
庁舎（施設・設備）を維持管理し、良好な
状態を継続させることにより、市民サービ
スの向上と執務環境を適正に維持する。

電気保安業務、エレベーター保守業務、
夜間警備、消防設備保守業務、清掃業務
委託等により、庁舎（施設・設備）の適正
な維持管理を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

管財課

修繕等を迅速かつ合理的に実施するた
め、施設等の性質等を考慮しながら、指
定管理者に委ねる修繕の金額基準を見
直すことを検討します。
施設の大規模改修、設備や備品の更新
などについて、計画的に実施することが
望ましいことから、指定管理者の協力を
得つつ中長期の修繕計画を作成すること
を検討します。

快適な環境づくりのため、電気使用量を
削減するのは難しいので、電気料金を見
直す改善策を検討します。

各種情報システム機器等を安全かつ円
滑な運用を維持するため、引き続き保守
業務を行っていきます。情報系システム・
機器等の更新については、事務処理の
効率化、安定稼動等とトータルコスト縮減
に向けて検討していきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

課
別
№

今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価

15 4
公用車両維持
管理事業

・北杜市公用車等管
理規則
・北杜市安全運転管
理規定
・北杜市職員の私有
車の公務使用の制
限に関する規則

・公用車
公用車の適正な管理及び効率的かつ安
全な運行を行う。

適正な整備（車検、点検等）を実施し、グ
ループウェアの公用車予約システムによ
り効率的な管理を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

16 5
普通財産処分
事業

・北杜市公有財産管
理規則
・北杜市未利用地売
却事務処理要領

・普通財産
普通財産の適正な管理及び貸付、売却
処分等による有効的な運用を図る。

普通財産を適正に管理するため草刈等
を実施するとともに、未利用地の有効的
な運用を図るため、貸付、インターネット
を活用した売却処分等を積極的に行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

17 6
指定管理施設
有効活用事業

・地方自治法 ・市の公の施設 サービスの向上及び経費の削減
施設の管理運営を民間に任せ、民間の
持つノウハウを活用して、施設の有効活
用と市民サービスの向上を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 6 ⑦ 0

④ 0 合計 6

① 0 ⑤ 0

② 4 ⑥ 0

③ 9 ⑦ 0

④ 0 合計 13

現在、申請者全員に対してプレゼンテー
ションによる面接審査を実施しています
が、今後応募者が多数あった場合につい
ては、選定委員の負担も考慮し、第1次選
考として書類審査の導入などの効率化に
向けた取組を検討します。

公有財産に係る固定資産台帳を精査中
であり、売却可能資産を洗い出し、売却
可能資産の測量や不動産鑑定を行い、イ
ンターネット、広報紙等を通じて公有財産
の処分を積極的に進めていきます。

グループウェアの公用車予約状況を調整
して効率的な利用を促進していきます。ま
た、職員の不注意による自損事故が多発
していますので、職員に対して安全運転
に関する講習会の開催や運転実技の講
習会への参加を促すなど、安全運転の徹
底や啓発等に取り組み、事故発生の抑
制と事故による修繕料等の経費削減を図
ります。

今後の方向性についての集計（管財課）　　　　単位：件

今後の方向性についての集計（企画部）　　　　単位：件



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

18 1
交通災害共済
事務事業

・市民

500円の掛金で加入できる交通災害共済
制度の見舞金支払いにより、交通災害を
受けた者またはその遺族を救済し、もっ
て市民の福祉の向上に寄与する。

交通災害共済申込書を世帯ごとに全戸
に郵送している。
広報紙、チラシ等を活用し周知を図るとと
もに、加入申し込みを本庁及び各総合支
所で受け付け、市民に理解を求めなが
ら、加入の促進を図る。

C ② 拡充 現状維持

19 2
消費生活研究
会育成事業

・北杜市消費生活研
究会

団体支援、補助を行うことにより、会員相
互が自主的実践活動を通して必要な知
識を高め、生活の質の向上を図る。

消費者関連の学習会、物価調査、講演会
開催、広報紙発行など「消費生活研究
会」の自主的実践活動を支援することに
より、会員及び市民への消費者知識の普
及・啓発を促進する。

B ② 拡充 現状維持

20 3 職員研修事業 ・地方公務員法 ・職員
研修を通し、職員の意識改革と資質の向
上を図る。

北杜市人材育成基本方針に基づき、山
梨県市町村職員研修所等で開催される
研修を計画的かつ積極的、有効的に活
用する。また、市独自の研修会を実施す
る。

B ② 拡充 現状維持

21 4
自 治体・民間
企業人事交流
事業

・職員
国の省庁や自治体等と人事交流すること
で、職員の意識改革や職場の活性化を
図る。

国の省庁や他の自治体（県・市町村）及
び海外の友好都市等と、計画的に職員の
人事交流を行う。

A ② 拡充 現状維持

会員が減少傾向ではありますが、活動の
維持と自主的な組織としての存続を図る
ための啓発活動を行うとともに、新規会
員の勧誘を行います。
平成28年度に国家資格を取得した消費
生活相談員と連携しながら、啓発活動や
消費生活相談窓口を案内します。

引き続き、職員に対して積極的な人事交
流の参加を奨励し、省庁や他の自治体、
姉妹都市などの交流を計画的に実施しま
す。

目的
（どういう状態にしたいのか）

総務課

委任事務であり、市単独での改善は難し
い状況ではありますが、今後の事業のあ
り方について、加入市町村とも連携しな
がら検討します。

引き続き個々の職員が研修の重要性を
意識し、積極的に参加するよう職員への
周知を行うとともに、管理職員から担当職
員に対して研修への参加について指導し
ていただくなど、職員が研修に参加できる
環境づくりに取り組みます。（方法：グ
ループウェア等の活用による周知、部長
会議を通じて、年間の研修計画の周知及
び研修対象職員への指導）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

22 5
人事評価制度
導入事業

・地方公務員法 ・職員

人事評価制度を活用し、職員の能力開
発、人材育成を通して公務能率の向上を
図る。もって、住民サービス向上の基礎を
つくる。

人事評価制度の適正な運用により、主体
的な職務の遂行及び高い能力を持った
市職員の育成を図る。
また、人事評価の結果を任用・給与・分限
等人事管理の基礎とする。

A ④ 拡充 縮小

① 0 ⑤ 0

② 4 ⑥ 0

③ 0 ⑦ 0

④ 1 合計 5

評価者に対しては、統一した判断ができ
るように、また、被評価者については、具
体的な目標設定ができるようにするた
め、引き続き研修を実施します。
人事評価の結果を給与、任用、分限等の
人事管理資料として反映できる仕組みを
構築します。

今後の方向性についての集計（総務課）　　　　単位：件



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

23 1 災害対策事業 ・災害対策基本法 ・市民

市民の生命、身体及び財産を災害から保
護する。
災害に強く、安心して暮らせる生活環境
を確保する。

必要に応じて、北杜市地域防災計画等の
見直しを随時行い、防災活動に万全を期
すとともに、市民に対し広報紙、ホーム
ページ、ハザードマップ等を用いて防災
啓発を推進する。
災害時に迅速に対応できるよう、職員の
初動体制の確立を図る。

A ② 拡充 現状維持

24 2 水防活動事業 ・市民

市民の生命、身体及び財産を災害から保
護する。
災害に強く、安心して暮らせる生活環境
を確保する。

災害に備えるため、ブルーシート、土のう
等の水防資材及び救助工具資材等を備
蓄する。

A ② 拡充 現状維持

25 3
防災無線維持
管理事業

・電波法
・市民
・防災関係機関

市民や防災関係機関に、災害時に迅速
な情報伝達等が出来るようにする。

防災行政無線は災害時における市民へ
の情報の伝達手段としており、災害時に
適切に運用できるよう、平常時から整備
するものである。

A ③ 現状維持 現状維持

26 4
消防団活動推
進事業

・消防組織法
・北杜市消防団員の
定数、任免、給与、
服務等に関する条
例

・市民

市民の生命及び財産を災害・火災等から
防御する。
地域防災力（消防）を強化することによ
り、安心して暮らせる生活環境を確保す
る。

条例に基づく消防団員の報酬及び出勤
手当の支給、消防組織法の規定により、
条例で定める公務災害補償及び退職報
償金への掛け金など、消防団員の活動を
支援する。また、消防車両及び消防ポン
プの適正なる維持管理を行い、消防力の
充実強化を図る。

A ③ 現状維持 現状維持

市民から放送が聞こえないなどの問い合
わせについて、適正な管理運営のため受
託業者と協議し、スピーカーの向きを変
更するなどの改善を図るなど、計画的に
保守点検業務委託を行います。

「公助」には限界があることから、「自助」
「共助」の必要性を再認識していただくよ
う、防災知識向上に向け、更なる周知に
努めていきます。

ポンプ車及び可搬ポンプ20年、可搬ポン
プ積載車25年を経過すると更新すること
となっており、平成31年度以降に該当す
る消防車両等があります。また、消防団
の拠点となるポンプ庫、詰所等が老朽化
していますので、整備計画を策定し、併
せて、組織の再編を同時に検討します。
火災風水害等の災害現場での活動時の
安全を確保するため、ヘルメット、防塵メ
ガネを全ての消防団員へ配備し、また、
災害現場での情報の共有、双方向の通
信手段を確保する観点から、全ての部へ
通信機器（トランシーバー）等を配備する
必要があります。

地域課

会社勤めの消防団員が多く、日中地域に
いる消防団員等の人手が不足することか
ら、高齢者等を考慮して、砂を詰める必
要のない給水土のうの比率を高める整備
に努めます。
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事業 コスト投入

目的
（どういう状態にしたいのか）
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別
№

事業内容
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27 5
消防施設維持
管理事業

・市民

市民の生命及び財産を災害・火災等から
防御する。
地域防災力（消防）を強化することによ
り、安心して暮らせる生活環境を確保す
る。

火災等の有事に備えるため、耐震性貯水
槽及び消火栓等の消防設備の整備を図
る。

A ③ 現状維持 現状維持

28 6
産学官連携事
業

・大学、企業及び各
種団体等

大学、企業及び各種団体等との連携を図
りながら地域の課題解決に取り組み、地
域活性化に有効な事業を展開する。

連携協定等を締結し、大学、企業及び各
種団体等との連携を図り、地域活性化に
協働して取り組む。

・早稲田・ネクスコ：地域活性化システム
論
・山梨大学：アートマネジメント講座
・東京藝術大学：生涯学習講座
・JAF：観光振興
・早稲田大学：早稲田交響楽団コンサート
・東京工業大学：原子炉研究所
・北杜高校：地域に根ざした人材育成
・健康科学大学：増富地域再生協議会と
の連携

C ④ 拡充 縮小

29 7
姉 妹・友好都
市国内交流事
業

・姉妹提携都市及び
友好都市

人・文化・経済・イベント等相互交流を図
り、市をPRするとともに、交流人口の拡大
を図り、地域の活性化を進める。

本市と7市区間において、行政組織の交
流に加え、両市の各イベントへの参加な
どの幅広い交流活動を行う。

・姉妹都市：新潟県上越市、東京都羽村
市
・友好都市：静岡県袋井市、東京都西東
京市、荒川区、新宿区、東村山市

B ③ 現状維持 現状維持

30 8 国際交流事業

・大韓民国抱川市と
北杜市
・米国マディソン郡
他2市と北杜市

姉妹都市交流を継続し、市民相互の友好
を深めるともに、国際感覚の醸成を図る。

相互の代表団及び市民の交流事業を実
施する。（毎年）
中学生ホームステイ事業を、相互に隔年
で実施する。
市職員交流を、原則3年に1度実施する。

B ③ 現状維持 現状維持

姉妹都市・友好都市との交流を継続的に
推進するためには、行政間、職員間等の
交流の他に、市民レベルでの交流が必要
となります。アンケートによる意向調査に
より、情報収集を行い、交流内容の見直
しを検討していきます。
また、交流内容を市広報紙等で周知し、
交流事業の充実を図ります。

国際交流事業の参加者が実際に事業に
参加し、習得した知識や経験については
次の方に伝え、事業の充実を図るととも
に、訪問団の派遣や受入れの際は歴代
の参加者も加わるなど、継続的に交流が
深められるよう協力を求めていきます。併
せて、訪問団の受入れの際には、通訳ボ
ランティアの活用も図っていきます。

消防水利の基準に達していない地域が
あることから、地区要望等をもとに整備し
ていきます。

早稲田大学大学院のフィールドワークに
地域委員会を活用するなど、地域活性化
を目的とした団体と連携した取組を行うこ
とにより問題意識の共有を図り、地域単
位で提言された地域課題解決の地域活
性化策を具現化できる環境を整備してい
きます。
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目的
（どういう状態にしたいのか）
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№

事業内容
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No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

31 9
ほ く と 国 際 交
流のつどい事
業

・市内在住外国人及
び市民

外国人も市民の一員として、安心して生
活できる環境づくりを行う。

料理体験や意見交換などを通して、市内
在住外国人同士の交流を図る場を提供
する。また、相談会を実施し、公共サービ
スによる生活情報を提供する。

C ③ 現状維持 現状維持

32 10
定住促進対策
事業

・空き家情報登録制
度「空き家バンク」設
置要綱
・八ヶ岳定住自立圏
共生ビジョン
・総合戦略

・移住定住相談窓口
相談者
・空き家登録数
・田舎体験ツアー参
加者

都市住民との交流及び定住促進により、
地域活性化の促進を図る。

地域課ふるさと創生担当内に設置した
「北杜市移住定住相談窓口」で、移住定
住希望者の抱える様々な不安や障害に
対応する。
空き家バンク利用登録者が増える一方、
空き家物件の登録数が充分でないため、
市内に眠る空き家の発掘を進め、登録物
件の増加に取り組む。
都心からのアクセスの良さや豊かな自然
環境を肌で感じ、「田舎体験ツアー」を通
じ、移住定住人口の増加を図る。

A ④ 拡充 縮小

33 11
北杜市和太鼓
保存会育成事
業

・北杜市和太鼓保存
会

北杜市和太鼓組曲「相生」の保存伝承、
普及を図る。

合同練習の開催と、組曲演奏指導者の
育成を図る。

D ⑤ 現状維持 縮小

演奏者は市内和太鼓保存会のメンバー
による集合体で構成されているため、定
期的な合同練習は難しく、演奏技術の格
差や組曲の演奏には指導者を要するな
ど、自立した活動は厳しい状況です。組
曲「相生」の普及のためにも当面は支援
しつつ、自主的な取組を促していきます。

市内には約500人の外国人が在住してい
ますので、多くの外国人が関心を持ち、
参加の増加につながるテーマの設定等、
事業内容の見直しなど、対応を検討して
いきます。
併せて、継続的に市広報紙やホームペー
ジを活用した事業の周知、市内企業や関
係機関へ情報発信し、参加者の確保に
努めていきます。

空き家バンクの賃貸物件が増加すること
により、空き家を求めている312世帯の方
とのニーズが合えば、多くの方が移住し、
地域の活性化につながります。賃貸物件
の増加のため、賃貸物件の成約時に、リ
フォームに係る一部補助や所有者へ報
奨金を出すなど、補助金整備により市内
物件所有者が空き家バンクへ賃貸物件
を登録したくなるような仕組みづくりが事
業の拡充につながります。
移住者の受入による地域の活性化には、
地域コミュニティへの参画が必要です。各
行政区長への活動内容等に関するアン
ケートを行い、行政区活動の内容や加入
金・年会費等を情報発信することで、移住
希望者の情報ニーズに応えるとともに、
行政区へ加入しやすい環境を整え、賃貸
物件増加のため、空き家バンクを活用
し、地域活動に参画する移住者と地域の
様子等、空き家の活用事例の広報・周知
を行いたいと思います。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

34 12
市政報告会開
催事業

・北杜市地域委員会
設置条例

・市民
市民一人ひとりが興味と関心を持ちなが
ら、主体的に市政に参画する。

市議会の定例会閉会後、地域委員・代表
区長や市民に対して年4回の市政報告会
を開催する。

C ③ 現状維持 現状維持

35 13
行政区運営事
業

・北杜市行政区長設
置条例

・行政区 行政区の円滑な運営

区長報酬、行政事務取扱い交付金、区長
研修会の補助等により円滑な区の運営
及び活動を促すほか、自治会活動保険
加入により安心な地域活動が行われるよ
う支援する。

A ③ 現状維持 現状維持

36 14
地域委員会運
営事業

・北杜市地域委員会
設置条例

・市民及び行政
地域住民の声を地域委員会を通じ行政
に反映させ、市民と行政が協働してよりよ
い地域づくりを行う。

地域委員会が市と市民の間に立ち、住民
の声を行政に反映しやすくすることで、合
併した市の一体性を保つ役割を担う。地
域づくりのための予算提案、市長の諮問
に対する答申、地域の意見集約を行う。

C ③ 現状維持 現状維持

37 15 地域振興事業
・北杜市地域委員会
設置条例

・市民及び行政
地域委員会予算を適正に配分することに
より、特色ある地域づくりを推進する。

地域委員会が市と市民の間に立ち、住民
の声を行政に反映しやすくすることで、合
併した市の一体性を保つ役割を担う。地
域づくりのため、予算使途の提案を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

38 16
協力金制度推
進事業

・寄附者 新規寄附者の確保とリピーターの確保

市内観光施設等、市外者の立ち寄る施
設へパンフレットを配置し、新規寄附者の
確保を図る。特産品の品目を変更しなが
ら、リピーターにも新しい特産品を提供す
る。

A ② 拡充 現状維持

① 0 ⑤ 1

② 3 ⑥ 0

③ 10 ⑦ 0

④ 2 合計 16

市政報告会の内容については固定化さ
れているため、講演会の内容、講師の選
定について変化を持たせ、集客に努めま
す。
また、包括連携を締結している地元北杜
高校の生徒を人材育成の一環として参加
していただき、事業効果を高めます。

行政区の活性化に向けて、市内移住者と
区民が協力して生活できるよう、移住者
には行政区の情報を提供し、加入促進を
図ります。

今後の方向性についての集計（地域課）　　　　単位：件

魅力ある返礼品（特産品）の掘り起こしの
ために、提案制度の創設を行います。

地域委員会の活用に向けて設置趣旨に
照らし合わせた中で、地域活性化に向け
て積極的に地域委員会から意見聴取す
るよう、各部局とともに取り組んでまいり
ます。

現状の予算配分を見直し、予算総額の範
囲内において特別枠を設け、特色ある事
業提案を行った地域委員会に予算の追
加配分を検討します。
※予算総額については現状維持としま
す。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性
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対象
（誰を 何を）

39 1
未収納金対策
充 実・強化事
業

・国税徴収法
・地方税法
・北杜市税条例
・北杜市市税等滞納
処分執行停止事務
取扱要領

・市民及び市外の納
税義務者
・市税等の滞納者

税負担の公平性や公正性を確保する観
点から、滞納処分を強化し、市税の収入
確保を図る。

税金は本来自主納付であるが、滞納者
や交通手段がない高齢者等に対して自
宅等を訪問して納税交渉、納税相談及び
徴収を行い、滞納整理を促進する。また、
市税等の滞納者のうち催告に応じない滞
納者について、滞納者が保有する預貯
金、不動産、動産等の財産を調査し、換
価可能な財産を差し押さえ、税負担の公
平性、公正性の観点から適切な滞納処
分を実施する。

A ② 拡充 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 1 ⑥ 0

③ 0 ⑦ 0

④ 0 合計 1

① 0 ⑤ 1

② 8 ⑥ 0

③ 10 ⑦ 0

④ 3 合計 22

多重債務者に対しては、生活再建型滞納
整理を実施するなど、滞納者の実態に即
した滞納整理業務を行うことで、滞納の
解消に努めます。
財産調査をより迅速に行う中で、滞納処
分を実施します。
電話催告や臨戸訪問を強化し、現年分の
滞納の早期解消を図ります。
研修等を通して、職員の資質向上に努め
ます。

収納課

今後の方向性についての集計（収納課）　　　　単位：件

今後の方向性についての集計（総務部）　　　　単位：件



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

40 1

特 定 健 康 診
査 ・保健指導
事 業【国保特
会】

・高齢者の医療の確
保に関する法律

・国民健康保険の被
保険者（40～74歳）

特定健診・特定保健指導は医療保険者
に義務付けられた制度であり、受診率・
指導率の目標値が示されている。生活習
慣病の対象者を早期に発見し改善するこ
とで、健康的な生活を維持し医療費の抑
制に結びつける。

北杜市特定健康診査等実施計画に基づ
き、総合健診（集団検診）及び人間ドック
において、国民健康保険被保険者の40
～74歳の受診対象者に対して、特定健康
診査・特定保健指導を実施する。

Ａ ② 拡充 現状維持

41 2
ジェネリック医
薬品促進事業
【国保特会】

・ 厚 生 労 働 省 通 知
（国民健康保険にお
け る 後 発 医 薬 品
(ジェネリック医薬品)
の普及促進につい
て）

・国民健康保険の被
保険者

先発医薬品から有効成分や効き目が同
じで安価なジェネリック医薬品への切り替
えを進めることで、医療費の自己負担を
抑えるとともに保険者（北杜市）の保険給
付費を抑制する。

被保険者の調剤データを利用し、ジェネ
リック医薬品に切り替えた場合の自己負
担の軽減額が大きい者を対象に、ジェネ
リック医薬品利用促進通知（差額通知）を
作成し、送付する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

42 3
住民基本台帳
管 理事業（自
動交付機分）

・住民基本台帳法
・北杜市住民票等自
動交付機の管理等
に関する規則

・市民
市民サービスの充実化、窓口業務の簡
素化を図る。

自動交付機を設置し、平日及び土日・祝
日の午前8時～午後8時まで、あらかじめ
暗証番号を登録した市民カード（印鑑登
録証）により住民票及び印鑑登録証明書
を交付し、市民サービスの向上を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 1 ⑥ 0

③ 2 ⑦ 0

④ 0 合計 3

被保険者の高齢化に伴い、医療費が増
加傾向にあり、国保財政を圧迫していま
す。このような状況の中、ジェネリック医
薬品の利用促進は保険給付額の抑制に
大きな効果があるため、事業を継続して
いきます。また、通知内容の工夫、医師
や薬剤師との協力体制の構築、削減効
果額の推移と医療費の動向の把握、分
析等を行います。

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

市民課

今後の方向性についての集計（市民課）　　　　単位：件

課
別
№

自動交付機は、時間内に来庁できない市
民のニーズに応えるサービスとなってい
ますが、更なる市民サービスの向上を図
るため、個人番号カードによるコンビニ交
付の導入について検討していきます。

データヘルス計画に基づき、平成29年度
から高血圧、糖尿病の重症化防止事業と
して新たな検査項目（心電図、尿酸、
HbA1c）を取り入れています。

No.
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課
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43 1
介護関係施設
管理事業

・北杜市デイサービ
スセンター条例
・北杜市介護予防施
設設置条例

・40歳以上の市民
・要支援者及び要介
護者

施設の管理運営等について、民間の能
力や創意工夫を取り入れる中で、利用者
の健康及び体力の機能低下の抑制を図
る。

高齢者等が安全で快適に介護予防、体
力、健康、生きがいづくりが行えるよう努
める。

C ③ 現状維持 現状維持

44 2

介護保険事業
計画策定委員
会 運 営 事 業
【介護特会】

・介護保険法 ・65歳以上の高齢者
市の65歳以上の高齢者の3年間の介護
保険料及び介護保険給付費、また、地域
支援事業について適正に算定する。

関係行政機関、保健、医療、福祉関係の
代表者及び被保険者からなる17人以内
を策定委員として委嘱し、高齢者人口の
推移や市内の介護保険サービス事業の
動向を分析・検討する。また、アンケート
調査やパブリックコメントをとおして、市民
ニーズの把握や意見を反映させた中で3
年間の介護保険事業計画を策定する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

45 3
総合相談事業
【介護特会】

・介護保険法
・高齢者本人、家族
・地域住民
・関係機関

高齢者本人や高齢者を取り巻く地域住民
等が抱える課題を解決できるようになる。

電話や来所による相談の受付後、必要に
応じ、家庭訪問等による実態把握と相談
支援を行う。

B ② 拡充 現状維持

46 4
権利擁護事業
【介護特会】

・介護保険法

・高齢市民を対象と
する個別支援
・一般市民及び関係
機関への権利擁護
事業の普及啓発

高齢市民が生活する上での様々な権利
が脅かされず、安全で安心して暮らせる
ようにする。

・高齢者虐待への対応、虐待防止法の周
知・啓発活動
・成年後見制度の普及・啓発活動
・高齢者が消費者被害に遭わないための
啓発活動

B ② 拡充 現状維持

基本理念と達成しようとする目的及び地
域の実情に応じた特色の明確化、施策の
達成状況の点検、調査、公表の確立を実
施していきます。

ほくとゆうゆうふれあい計画に設定されて
いる日常生活圏域ごとに、地域包括支援
センターを設置することを目指し、高齢者
の権利擁護支援を行います。
高齢者虐待対応マニュアルの整備を行
い、所管の役割等を明確にしていきま
す。

介護支援課

市内施設の広域利用の可能性を検討し
ます。

ほくとゆうゆうふれあい計画で設定されて
いる2つの日常生活圏域に、地域包括支
援センターを設置します。
切迫した困難事例に対しても介入できる
ように職員の相談支援のスキルアップ研
修に参加していくようにし、チームアプ
ローチを行います。
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事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性
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課
別
№
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47 5

介 護予防・生
活支援サービ
ス 事 業 【 介 護
特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱

・要支援者及び基本
チ ェ ッ ク リ ス ト に よ
り、事業対象に該当
した者

住民等の多様な主体が参画し、多様な
サービスを充実することで、地域の支え
合い体制づくりを推進し、要支援者等に
対し効果的・効率的な支援を可能とする。
これにより、高齢者が地域で自立した生
活ができ、安心して暮らすことができる地
域づくりや地域力の向上を目指す。

・通所型サービス（介護保険サービス事
業所・社会福祉協議会・JA梨北・任意団
体・住民主体等）
内容：週1～2回通所により交流や外出の
機会を設け、運動機能の向上や生きがい
づくりを行う。各事業所の特性を活かし、
高齢者の状態に応じた活動を行い、参加
者自らが介護予防に積極的に取り組める
よう支援する。
・訪問型サービス（介護保険事業所や委
託等）
内容：安定した生活を送れるよう、居宅に
訪問し、本人の状態に合わせた生活支援
を行う。
・生活支援サービス＜あんしんお届＞（弁
当業者・ボランティア・NPO法人等）
内容：配食による低栄養の予防や配食時
に声掛けや会話をすることで安否確認を
行い、異状があった際、早期対応ができ
るよう見守りを行う。（利用回数は週3回）

Ａ ① 拡充 拡大

48 6
介護予防ケア
マネジメント事
業【介護特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱

・要支援者等
自立した生活を送ることができるようにす
る。

要支援者等から依頼を受けて、介護予防
及び日常生活支援を目的として、要支援
者等の状態等にあった適切なサービスが
包括的かつ効率的に提供されるよう必要
な援助を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

49 7

地 域 リ ハ ビ リ
テーション活動
支 援事業【介
護特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱

・高齢者とその支援
に携わる者

リハビリテーションの専門職のアドバイス
により、高齢者が社会参加や社会的役割
を持ち、できるだけ自立した生活が送れ
るようにする。

地域における介護予防の取組を強化す
るため、通所、訪問、住民主体の通いの
場等にリハビリテーション専門職を派遣
し、効果的な介護予防の取組を総合的に
支援する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

50 8
介護予防講演
会 事業【介護
特会】

・介護保険法第115
条の45

・65歳以上の高齢者
介護予防に資する基本的な知識の普及
啓発

○介護予防講演会
日　時：平成28年7月18日(月・祝)
場　所：須玉ふれあい館ホール
テーマ：「認知症予防のライフスタイルと
認知症でも安心な地域づくり」
講　師：群馬大学大学院
　　　　　教授　山口晴保氏

Ａ ① 拡充 拡大

包括支援センターの委託方法の再検討
と、介護予防ケアマネジメントの向上に向
けた研修を強化します。

参加者の地域ごとのバラツキは地理的要
因も考えられるため、規模を縮小したミニ
講演会等を高齢化率の高い地域や参加
率の低い地域で重点的に開催し、地域差
の解消を図ります。
魅力的なテーマ、講師の選定、かつ、広
報内容の工夫により参加者増を目指しま
す。

介護予防の重要性が理解できるよう、市
の高齢化の現状と今後予測される課題を
住民にわかりやすく周知する機会として、
小地域単位で説明会等の開催を検討し
ます。

リハビリ専門職を高齢者通いの場、通所
介護、訪問介護事業者へ派遣し、支援を
行います。また、リハビリ専門職と学習会
を開催していますが、今後、専門職が自
主的に学習会等を進めていくよう見直し
を検討します。
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51 9
コミュニティー
カフェ事業【介
護特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱
・北杜市住民主体型
介護サービス事業
運営費補助金交付
要綱

・65歳以上の高齢者

身近な地域で高齢者同士が定期的に交
流する場を設けることで、閉じこもりや介
護状態になることを防ぎ、「高齢者の居場
所づくり」「生きがいづくり」を地域全体で
支えていけるようにする。

住民主体のボランティアによる通いの場
（コミュニティカフェ）を地域で週1回以上
開催し、レクリエーションや運動、交流な
どを行う。

B ③ 現状維持 現状維持

52 10
はつらつシル
バ ー 事業 【介
護特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱

・65歳以上の高齢者

地域の身近な場所で「運動、口腔、栄養
等」の専門性の高い内容を学ぶことによ
り、介護予防に関する知識を普及し、高
齢者一人ひとりが実践していくためのきっ
かけづくりとする。

各地区の公民館を会場に、保健福祉推
進員を中心に区長・民生委員・ボランティ
アなど地域住民が協力し、はつらつシル
バーの集いを開催する。市が選任した介
護予防に資する専門講師を派遣し、1時
間の講座を開催する。

B ⑤ 現状維持 縮小

53 11
サ ポ ー ト リ ー
ダー養成事業
【介護特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱

・介護予防サポート
リーダー

地域の高齢者を対象とした介護予防活動
が実践できるようにする。

介護予防サポートリーダーは現在66名の
登録がある。フォローアップ研修会、介護
予防講演会研修に参加・協力することに
より、高齢者の特徴や関わり方を理解し
てもらう。その中で、それぞれが地域の公
民館等で高齢者が定期的に交流が図れ
る「公民館カフェ」の担い手として、地域で
活躍できるように支援していく。

B ② 拡充 現状維持

54 12
介護支援ボラ
ン テ ィ ア 事 業
【介護特会】

・介護保険法第115
条の45

・65歳以上の被保険
者（要介護認定者除
く）

高齢者によるボランティア活動を通じた地
域貢献を奨励及び支援することにより、
高齢者自身の介護予防を図る。

ボランティア登録した者が、「受入施設で
行ったボランティア活動」や「市等が行う
介護予防に資する講演会等への参加」に
対し、ポイントを付与。翌年度4月にボラン
ティアの申し出により、ボランティア活動
の実績を評価し、活動交付金を交付す
る。

Ａ ① 拡充 拡大

55 13
介護給付費等
費用適正化事
業【介護特会】

・介護保険法
・介護保険被保険者
・介護保険事業者

受給者に対する適切なサービスを確保す
ることにより、介護保険制度の信頼性を
高めるとともに、持続可能な介護保険制
度を構築する。

介護給付を必要とする人を適切に認定し
た上で、受給者が本当に必要なサービス
を事業所がルールに従って適正に提供
するように促す。具体的方法として、要介
護認定の適正化、ケアマネジメント等の
適正化、事業者のサービス提供体制及
び介護報酬請求の適正化を実施する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

ボランティア活動への参加希望者は、65
歳以上に限らないことから、当該制度の
登録対象者を拡大します。拡大にあたっ
ては、65歳未満の方のポイント転換交付
金については、一般財源で対応する必要
があります。
ボランティア登録者及び受入施設の拡大
に向けて、制度の周知を図ります。

高齢者交流促進事業の周知を行い、活
動支援を継続します。また、活動が広が
るように、地域で通いの場を行っている団
体で交流会を行います。

ケースに応じた診断が行えるよう、マニュ
アル化することを検討します。

登録しているサポートリーダーが自分の
できる活動を選択でき、活動しやすい体
制を作ります。

コミュニティカフェ事業や社会福祉協議会
のサロン事業等、定期的に開催されてい
る地区においては、活動内容を転換して
いきます。
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56 14
認知症サポー
ター養成事業
【介護特会】

・介護保険法

・小・中学生から高
齢者を含む市民
・認知症サポーター
養成講座の講師役
であるキャラバン・メ
イト

認知症になっても安心して暮らせるまち
づくりを目指す。

一般市民、小・中学生、民生委員などの
希望者に対して「認知症サポーター養成
講座」を実施し、認知症の正しい理解と認
知症の方への対応方法を学んだ認知症
サポーターを増やす。また、認知症サ
ポーター養成講座の講師役であるキャラ
バン・メイトへのフォローアップを行い、活
動の場を増やす。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

57 15
家族介護継続
支 援事業【介
護特会】

・介護保険法

・市に住所を有する
在宅の寝たきり・認
知症高齢者を介護
する者

在宅で介護をしている介護者が日頃の悩
みや介護方法の情報交換を行い、一時
的に介護から解放できる場を提供し、リフ
レッシュして在宅介護が継続できる。

奇数月の第3木曜日を開催日とする。開
催内容を参加者から聞き取る中で、1年
の開催計画を立案し、学習の場の提供・
情報交換の場の提供を行う。（社会福祉
協議会と共同開催）

Ａ ⑦ 休廃止 皆減

58 16
介護用品支給
事 業【介護特
会】

・介護保険法第115
条の45
・北杜市介護用品支
給事業実施要綱

・在宅の要介護認定
者の介護者

介護用品を支給することにより、介護者
の身体的・精神的・経済的負担を軽減す
る。

介護用品（紙おむつ等）を次の限度額の
範囲内において、月1回在宅へ直接配達
（現物支給）する。
・要介護4・5･･･月限度額6,000円
・要介護1～3、要支援1・2で介護認定調
査票における排尿・排 便が全介助の
者･･･月限度額4,000円
・要介護1～3、要支援で1・2で介護認定
調査票における排尿、排便が一部介助
の者･･･月限度額2,000円

Ａ ③ 現状維持 現状維持

59 17
成年後見制度
利用支援事業
【介護特会】

・介護保険法
・高齢市民を対象と
する申し立て支援

判断能力が低下している高齢者が成年
後見制度を利用することで、財産や生活
の権利が守られる。

・申し立てが自分では困難な住民への支
援
・市長申し立ての支援

Ａ ③ 現状維持 現状維持

講座開催について、広報、ホームページ
のみではなく、キャラバン・メイトからも周
知してもらうよう促します。
キャラバン・メイトのスキルアップを行い、
自主的な活動につなげていきます。

介護認定区分や認定調査票の変更によ
り、支給区分が変更になった際の変更届
が提出されないケースがあることから、介
護認定の更新時に自動更新（変更）でき
る仕組みを検討します。

平成29年度に認知症総合支援事業と統
合を行ったことから、今後は認知症総合
支援事業において、介護者への支援を効
果的に行います。

申立費用や報酬の助成を適切に行うた
めに、北杜市成年後見制度利用支援事
業実施要綱の見直しを行います。
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60 18
在 宅医療・介
護連携推進事
業【介護特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱

・地域の医療・介護
の関係機関

関係機関が連携し、多職種協働により在
宅医療・介護を一体的に提供できる体制
を構築する。

・地域の医療･介護の資源を把握し、医療
機関・介護保険事業者等マップを作成す
る。
・医療・介護関係者等が参画する会議を
開催し、課題の抽出、対応策の検討を行
う。
・地域の医療・介護関係者間の情報共有
ツールを整備する。
・在宅医療・介護連携に関する相談窓口
の設置する。
・市内の医療・介護・保健関係の多職種
を対象に「グループワーク」や「研修会」を
開催する。
・在宅医療・介護について、広く市民に周
知するため講演会を開催する。

B ② 拡充 現状維持

61 19
生活支援体制
整 備事業【介
護特会】

・介護保険法第115
条の45第2項第5号

・65歳以上の高齢者

介護予防・生活支援サービスの創出に向
けて、地域住民やボランティア等の支え
合い・助け合いの仕組みを地域の中で活
性化する。

・生活支援コーディネーターの配置
・協議体の開催
・住民主体による外出支援サービスに係
る市民ワークショップの開催

B ① 拡充 拡大

62 20
認知症総合支
援 事業【介護
特会】

・介護保険法
・北杜市地域支援事
業実施要綱

・認知症の人やその
家族

認知症になっても本人の意思が尊重さ
れ、できる限り住み慣れた地域のよい環
境で暮らし続けることができる地域づくり
とシステムを構築する。

・認知症の早期診断、早期対応に向けた
支援体制を構築するため、認知症専門医
等による「認知症初期集中支援チーム」
を配置する。
・認知症の人やその家族を支援する相談
業務等を行う認知症地域支援推進員を
配置し、医療・介護等の連携の強化等を
図る。
・認知症ケアに携わる多職種協働のため
の研修会等を行う。
・認知症軽度者の運動教室を実施する。

Ａ ① 拡充 拡大

① 5 ⑤ 1

② 4 ⑥ 0

③ 9 ⑦ 1

④ 0 合計 20

今後の方向性についての集計（介護支援課）　　　　単位：件

認知症への理解を深めるために、認知症
初期集中支援事業などを通し、普及啓発
活動を徹底していきます。

医療・介護関係者の情報共有のツールに
ついて、ICTの導入も含めて検討します。
地域課題を明らかにすることで、専門職
種ごとに解決に向けた取組ができるよう
ネットワーク化の推進を働きかけます。

第1層協議体委員を増員し、多様な主体
の参画により、情報共有、連携強化を図
ります。
第2層協議体の設置、第2層コーディネー
ターの配置を行います。
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63 1
健 康 づ く り 推
進協議会運営
事業

・健康増進法
・北杜市健康づくり
推進協議会設置要
綱

・健康づくり推進協
議会委員

健康づくりの方策を協議し、市民が主体
的に健康づくりができるよう、事業の調整
と推進を図る。

市民の総合的な健康づくりのため健康課
題を共有し、各種事業について協議す
る。
「健康増進計画」の進捗状況、点検、評価
等を行う。
委員は、保健・医療・福祉・教育等の代表
者15人に2年間の任期で委嘱する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

64 2
健康情報普及
啓発事業

・健康増進法
・国民の健康づくり
地方推進事業実施
要綱

・市民
健康づくりに関する正しい知識の普及を
図り、自ら健康づくりに取り組むことがで
きるようにする。

広報紙・回覧板・CATV・リーフレット配布
等、様々な手段により、健康づくりに関す
る知識の普及を行う。また、必要に応じ
て、地域の健康づくり推進役である保健
福祉推進員との連携を図り、普及啓発を
進める。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

65 3 健康診査事業

・高齢者医療確保法
・健康増進法
・北杜市健康診査実
施要綱

・市民
（対象者の年齢・性
別・加入している健
康保険等によって、
検診の内容が決め
られている）

疾病の早期発見・早期治療により、健康
の保持・増進を図る。

・基本健診（特定健診）及び各種がん検
診は、総合健診として、8町の各公共施設
において車による巡回健診で実施
・人間ドックは指定医療機関に委託して
実施
・子宮頸がん検診は、指定医療機関を受
診する施設検診と地区を巡回する車検診
で実施

Ａ ③ 現状維持 現状維持

平成29年度は、データヘルス計画及び特
定健診実施計画の策定を行います。健診
受診のお知らせや実施方法、検査項目
のあり方等について、検証、評価を行い、
計画に反映させます。
子宮頸がんの車検診は、平成29年度を
もって廃止し、平成30年度からは施設健
診のみとなります。
特定健診やがん検診を受診することの必
要性を広報紙・CATVなどを活用し、幅広
く周知します。また、消防団や商工会、保
育園の保護者、保健福祉推進員、食生活
改善推進員等への受診勧奨の働きかけ
を行います。

必要時に会議を開催し、助言や提言をい
ただけるようにしていきます。

健康増進課

普及啓発には、広報紙・回覧板・CATV・
リーフレット配布等、多くの手法があるた
め、それらを有効活用していきます。ま
た、地域の健康づくり推進役である保健
福祉推進員と連携しながら、健康に関心
を持ってもらえるよう働きかけを工夫し、
啓発の対象が広げられるように取り組み
ます。
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66 4
健 康教育・相
談事業

・健康増進法 ・市民

市民が健康に生き生きと自立した生活を
送るために、自分の健康に関心を持ち、
健康管理や生活習慣の見直し・改善のた
めに行動することができるようにする。

健康相談として健診結果報告会・総合相
談、また、健康教育として特定保健指導・
健康教室を実施する。あらゆる機会を通
して、健康に関する情報等を市民に周知
し、市民が自ら健康の保持・増進ができ
るように支援する。

Ａ ② 拡充 現状維持

67 5 肝炎対策事業
・北杜市肝炎患者治
療特別支援事業実
施要綱

・B型肝炎、C型肝炎
の根治を目的として
行うインターフェロン
及び核酸アナログ製
剤による治療を行う
者

将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎
ウィルスの感染予防を行い、市民の健康
保持増進を図る。

対象治療の医療費自己負担分の2分の1
を補助し、経済的支援を行う。

Ａ ⑤ 現状維持 縮小

68 6 予防接種事業 ・予防接種法
・予防接種法に基づ
く年齢の市民

予防接種法に基づく、感染の恐れのある
病気を予防する。

・医療機関への委託
・対象者に予診票（接種助成券）を発行
・接種費用の助成

Ａ ③ 現状維持 現状維持

69 7
新 型イ ンフル
エンザ等対策
事業

・新型インフルエン
ザ等対策特別措置
法

・市民

新型インフルエンザ等、感染症の感染拡
大を可能な限り抑制し、健康被害を最小
限に止め、安全で安心した市民生活が継
続できるようにする。

平常時から新型インフルエンザ等の基礎
知識及び感染対策についての啓発活動
を行い、併せて、新型インフルエンザ等発
生時に備え、感染防護具、消毒薬等の備
蓄を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

人が集まる場所へ出向き、健康教育を
行っていきます。対象にあった指導がで
きるよう、健診結果報告会への呼び出し
対象を絞り、指導・相談を行っていきま
す。

新薬治療者（有効期限が4月）を助成対
象から見直します。見直しにあたっては、
本市は他市と比較すると肝炎患者が多い
という状況にあることから、患者会（北杜
肝友会）や健康づくり推進協議会の意見
を聞くこととします。
治療を行っていないキャリア患者に対し
て、事業の周知をホームページや広報等
で実施します。

高齢者肺炎球菌予防接種は、平成31年
度からは現在の対象者である65歳から
100歳までの5歳刻みが終了し、65歳のみ
となる見込みのため、予診票交付方法等
の見直しを検討します。
接種率向上のために、広報・CATV等を
活用し、周知していきます。

地域課所管の災害関係の防災備蓄品と
調整を図りながら、感染防護具や消毒薬
等を備蓄していきます。
市民へ感染症への対策の情報をホーム
ページ等で周知していきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

No.

70 8
保健福祉推進
員活動事業

・北杜市保健福祉推
進員規則

・各地区から推薦さ
れた市民約341名

地域の健康課題について理解し、健康づ
くりの普及や問題解決に向けての推進活
動の実践を通して、地域の健康づくりの
担い手として主体的に活動することがで
きる。

委嘱状の交付を行い、推進員の役割や
市の健康情報等についての研修会を行
う。自分の健康は自分でつくるという健康
意識を高め、地域の健康課題を行政とと
もに考え、課題解決に向けて実践し、地
域づくりを行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

71 9
食生活改善推
進 員養成・活
動事業

・健康増進法
・食育基本法
・北杜市食生活改善
推進員設置要綱

・市民
・養成者においては
地域で自薦他薦さ
れた者

健康の基本は運動と食事である。全ての
住民が毎日直面する「食」に関する情報
を地域へ発信する役割を担う食生活改善
推進員の活動を支援し、健康に関心を持
ち、生活できる市民を増やす。

研修会・勉強会の開催により、推進員が
食を通じた健康に関する知識・情報・技術
を身につけ、習得したものを地域の人々
に講話や調理実習で周知する。市は、地
域での会員の活動を支援するために情
報や場の提供、専門の立場からのサ
ポートを行うことで人材を育成する。新し
い人材については、2年に1回、養成講習
会を実施する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

72 10
特定診療科施
設開業支援事
業

・北杜市地域医療振
興事業費補助金交
付要綱

・産婦人科・小児科
の開業医

市の医療体制の拡大及び地域住民が医
療を受けやすい体制をつくることにより、
市民の健康と福祉の増進に寄与する。

市内に新たに診療所を開設する開業医
に対し、予算の範囲内において補助金を
交付する。
新たに開設した助産所で、分娩を行った
助産師に補助金を交付する。（平成29年
度からほくとっこ元気課へ）

Ａ ③ 現状維持 現状維持

73 11
市立病院等運
営 事業【病院
特会】

・北杜市病院事業の
設置等に関する条
例

・塩川病院
・甲陽病院
・しおかわ福寿の里
・ 訪 問 看 護 ス テ ー
ションつくしんぼ
・八ヶ岳訪問看護ス
テーション

地域医療を確保するため、公立病院の役
割を明確にし、経営の健全化を目指す。

市民にとって必要とされる医療を継続的・
安定的に提供していくため、第3次北杜市
立病院改革プラン（平成29～32年度）に
基づき、安定的な医療提供と経営の効率
化に取り組む。

Ａ ③ 現状維持 現状維持
改革プランで策定した経営指標に係る数
値目標と具体的な取組に基づき、実施し
ます。

今後も継続してホームページを活用し、
周知を行っていきます。

推進員減少の抑止対策として、活動に伴
う自己負担金（会費、養成講習テキスト
代）について、市が委嘱していることを踏
まえ、市で負担できるか検討します。
仕事を持つ会員が活動しやすいよう、会
員研修会や養成講習会の日程を夜間・
休日も実施できるよう見直します。
地域への伝達方法が分からない会員の
ため、地域住民用の伝達マニュアルを作
成し、支援を行います。

推進員の役割や必要性について理解で
きるような研修内容、多くの方が研修会
に出席できるよう、開催方法を検討してい
きます。
また、推進員の必要性や活動内容につい
て地域格差が生じないよう、広報などで
市民に理解してもらえるよう、啓発方法の
検討を行います。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№
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74 12
辺見診療所運
営 事業【辺見
診療所特会】

・北杜市診療所条例
・北杜市診療所条例
施行規則

・辺見診療所
地域医療を確保するため、診療所の役割
を明確にし、経営の健全化を目指す。

地域の医療確保を行うため、診療所の管
理、運営を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

75 13
白州診療所運
営 事業【白州
診療所特会】

・北杜市診療所条例
・北杜市診療所条例
施行規則

・白州診療所
地域医療を確保するため、診療所の役割
を明確にし、経営の健全化を目指す。

地域の医療確保を行うため、診療所の管
理、運営を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 1

② 1 ⑥ 0

③ 11 ⑦ 0

④ 0 合計 13

① 5 ⑤ 2

② 6 ⑥ 0

③ 22 ⑦ 1

④ 0 合計 36

過疎債を利用し、計画的な診療機材の更
新を図ります。
継続して経常黒字を続けていくため、更
なる経営の効率化を図るとともに、医療
スタッフの確保に努めます。

平成29年7月から非常勤医師を採用し、
休診日である火曜日の診察と在宅医療
の充実を図ります。

今後の方向性についての集計（市民部）　　　　単位：件

今後の方向性についての集計（健康増進課）　　　　単位：件



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

76 1
健康福祉大会
事業

・平成28年度健康福
祉大会実施要項

・高齢者
・障害者
・ボランティア
・民生委員児童委員
・保健福祉推進員
・一般市民

市民が生涯にわたり、健康で生きがいの
ある快適な生活を送れるよう、健康づくり
や福祉に関する各種催しを通じ、健康・福
祉についての知識の普及と啓発を図る。

北杜市と北杜市社会福祉協議会との合
同開催で実施する。

期日：平成28年10月15日(土）
内容：各種表彰（ダイヤモンド婚、4世代
同居等）、山梨県立大学人間福祉学部教
授 坂本玲子「人生に生かすメンタルヘ
ルス～脳をデザインする～」、各種健康
測定等

A ⑤ 現状維持 縮小

77 2
戦没者慰霊祭
事業

・北杜市遺族連合会
戦没者の英霊を慰め、戦争の悲惨さを継
承させる。

戦没者慰霊祭を実施し、追悼を行う。 B ③ 現状維持 現状維持

78 3
生活困窮者自
立支援事業

・生活困窮者自立支
援法

・生活保護者以外の
生活困窮者

生活困窮者に対する自立の支援に関す
る措置を講じ、生活困窮者の自立の促進
を図る。

生活困窮者への支援を行うため、福祉相
談窓口を設置し、自立相談事業、生活困
窮者住居確保給付及びほくとハッピー
ワークを活用した就労支援を行う。

B ① 拡充 拡大

79 4
医療扶助適正
実施推進事業

・生活困窮者支援対
策事業費実施要綱
（旧セーフティネット
支援対策事業費実
施要綱）

・生活保護費受給者 医療扶助の適正な支出を行う。

医療扶助相談員を配置し、後発医薬品の
利用促進、頻回受診、重複受診の防止や
医療レセプト点検の委託により、医療行
為と請求が適正に行われているか確認
する。

A ② 拡充 現状維持

80 5
福祉関係施設
管理事業

・北杜市北の杜聖苑
条例

・火葬場の利用者 住民の福祉増進を図る。
指定管理者制度により、必要な経費の中
でサービスの向上を図り、利用者に安心
安全に利用してもらえるようにする。

A ③ 現状維持 現状維持

81 6
社会福祉補助
事業

・北杜市福祉団体等
補助金交付要綱

・公益性のある社会
福祉団体
（ボランティア団体、
社会福祉協議会、
民 生 委 員 児 童 委
員、遺族会）

各団体の育成を支援し、活動を推進す
る。

公益性のある社会福祉活動に対する支
援事業を補助する。

B ③ 現状維持 現状維持

事務事業名 根拠法令・要綱等 対象（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

必要不可欠な施設であり、適切な時期に
適切なメンテナンスを行い、計画的な修
繕・改修を実施していきます。

戦争の悲惨さや平和の尊さの継承のた
め、慰霊祭を継続する必要があります。
遺族だけでなく、次世代が平和を祈念す
ることも目的とした式典の開催も検討しま
す。

任意事業の拡大のために、更なる予算措
置を検討します。
任意事業以外にも、インフォーマルな事
業、例えば遊休用品を生活再建に必要な
方へリユースできる等の仕組みの確保等
の事業展開も同時に検討します。

各団体の自立による自主的な活動・運営
を行えるよう、社会福祉協議会と検討を
行います。

―

課
別
№

福祉課

参加される高齢者の要望と、現在の開催
内容の満足度には乖離があります。「健
康福祉大会」の本来の目的である「健康・
福祉についての知識の普及と啓発」を理
解していただくとともに、高齢者の会場ま
での足の確保や、障がい者も気軽に参加
できる大会を企画します。

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No.



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
事務事業名 根拠法令・要綱等 対象（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No.

82 7
老 人クラ ブ活
動支援事業

・北杜市福祉団体等
補助金交付要綱

・北杜市老人クラブ
会員

北杜市老人クラブの活動を支援し、地域
福祉の充実を図る。

北杜市老人クラブの運営、各種事業等に
対し、支援する。

B ③ 現状維持 現状維持

83 8
いきいき山梨
ねんりんピック
参加事業

・いきいき山梨ねん
りんピック開催要領

・高齢者
（老人クラブ会員・ス
ポーツクラブ会員）

いきいき山梨ねんりんピックに参加し、手
軽に楽しめる軽スポーツを通して、広域
的な高齢者相互の交流を深めることによ
り、高齢者の生きがい・健康づくりの高揚
を図る。

いきいき山梨ねんりんピック実行委員会
（県社協事務局）が主催する大会に参加
を希望する選手を募集する。老人クラブ・
スポーツクラブ等を通じて募集し、各総合
支所から巡回バスを運行し、参加選手を
大会会場まで送迎する。また、選手が安
全に競技に参加できるよう、サポートを行
う。
開催日：平成28年9月24日(土）
内容：エントリー競技参加者のサポート
（会場案内、湯茶、昼食の配布）

B ③ 現状維持 現状維持

84 9
高齢者祝福事
業

・北杜市敬老祝金支
給規則
・北杜市百歳祝金支
給規則

・100歳祝金：満100
歳の誕生日を迎える
高齢者（10年以上の
居住要件あり）
・敬老祝金：満88歳
高齢者

高齢者に対して敬老祝金を支給し、長寿
を祝福するとともに敬老意識の高揚に努
め、もって地域福祉の増進に寄与する。
また、100歳に到達した長寿者を敬愛し、
その功を労う。

敬老祝金：9月15日の敬老の日から一週
間の「敬老週間」に敬老祝金（満88歳）を
支給する。支給については、民生委員児
童委員に安否確認を兼ねて配布をお願
いしている。また、100歳に到達した高齢
者宅を市長が訪問し、祝金と花束を贈り、
長寿を祝福する。

B ③ 現状維持 現状維持

85 10
お楽しみ給食
サービス事業

・お楽しみ給食サー
ビス事業実施要領

・市内在住の80歳以
上の一人暮らし高齢
者

一人暮らし高齢者が、食の楽しみを通し
て健康で健やかに生活できるようサービ
スを実施し、併せて、一人暮らし高齢者の
安否確認と対話の機会を設ける。

北杜市社会福祉協議会への委託事業
で、社会福祉協議会支所単位で実施して
いる。各地区民生委員児童委員、ボラン
ティア等に協力をお願いし、各地区で年4
回実施している。

C ⑤ 現状維持 縮小

86 11
ふれあいペン
ダント事業

・北杜市高齢者生活
支援事業実施要綱

・概ね65歳以上の虚
弱な一人暮らし高齢
者・高齢者のみの世
帯

在宅の要介護高齢者及び一人暮らし高
齢者に対し、サービスを提供することによ
り在宅生活を支援する。

庁内のサービス調整会議により認定され
た高齢者が、急病等の緊急時に自宅に
設置された機械のボタンを押すことで、
NPO法人安心安全見守りセンターに通報
され、協力員の支援のもと、迅速かつ適
切な対応を図ることができる。

A ③ 現状維持 現状維持

NPO山梨県安心安全見守りセンター緊急
時のみの使用に止まらず、健康相談にも
対応しており、高齢者の一人暮らし、高齢
者夫婦のみの世帯が増える中で、機器
の保有台数を検討します。

参加者のクラブ活動の一環として、自主
的な参加を促し、経費の削減を図ります。

老人クラブ会員のみの事業によらず、地
域貢献や地域へ還元できる事業への取
組を検討します。

他の自治体の状況も把握する中で、支給
基準について継続して検討します。

民生委員が、月に何度も一人暮らしの高
齢者宅を訪問している状況です。月に一
度、栄養補助となるものを届ける中で見
守りを行います。
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事務事業名 根拠法令・要綱等 対象（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No.

87 12
外出支援サー
ビス事業

・北杜市高齢者生活
支援事業実施要綱

・概ね65歳以上の独
居者・高齢者のみの
世帯に属する高齢
者で、一般の交通機
関を利用するのが
困難な者
・乗車等に際して介
助が必要となる者

在宅の要介護者及び一人暮らしの高齢
者に対し、通院時における交通費の負担
軽減を図るサービスを提供することによ
り、在宅介護の充実を図る。

庁内のサービス調整会議により認定され
た高齢者が、通院の際にタクシーを利用
する場合、初乗り分のタクシー券を月2枚
支給する。

A ③ 現状維持 現状維持

88 13
シルバーハウ
ジング生活援
助員派遣事業

・北杜市シルバーハ
ウジング生活援助員
派遣事業実施要綱

・シルバーハウジン
グに居住する高齢
者

居住する高齢者が自立して安全かつ快
適な生活を営むことができるよう、在宅生
活を支援する。

社会福祉法人高根福祉みのる会と委託
契約している。シルバーハウジングに居
住する高齢者の生活指導、相談、安否確
認、緊急時の対応等のサービスを行う生
活援助員を派遣し、高齢者が自立して安
全で快適な生活を営むことが出来るよう
に在宅生活を支援する。世帯棟5棟、単
身棟5棟がある。

C ③ 現状維持 現状維持

89 14
生活支援ハウ
ス運営事業

・北杜市生活支援ハ
ウス運営事業実施
要綱

・60歳以上の一人暮
らし、又は夫婦のみ
の世帯に属する者
で、家族による援助
を受けることが困難
であって、高齢等の
ために独立して生活
することに不安があ
る方

生活支援ハウスの入居者に対し、介護支
援機能、居宅機能、交流機能を総合的に
提供し、安心して健康で明るい生活を送
ることができるよう支援する。

生活支援ハウスの運営事業を社会福祉
法人愛寿会に委託している。生活支援ハ
ウスの入居者に対し相談、助言を行うとと
もに、緊急時の対応を行う。また、入居者
の高齢化等に伴い、通所介護、訪問介護
等介護サービス及び保健サービスを必要
とする場合の利用手段の援助を行う。入
居者と地域住民との交流を図るための交
流事業等を毎月行う。

C ③ 現状維持 現状維持

90 15
障害福祉補助
事業

・北杜市福祉団体等
補助金交付要綱

・北杜市身体障害者
福祉会
・北杜市精神障害者
家族会

対象団体の社会見学事業、障害者ス
ポーツ大会事業、研修会等への補助を行
い、会員の交流、社会参加を促進する。

補助金を有効活用し、事業を実施するこ
とで障害者の社会参加を促進する。

B ③ 現状維持 現状維持

91 16
日中一時支援
事業

・障害者総合支援法

・障害者等（障害者・
障害児）や介護を行
う者もしくはその家
族

障害者等の日中における活動を確保し、
家族の就労支援及び障害者等を日常時
に介護している家族の一時的な休息を目
的とする。

対象者の支給申請に基づき、可であれば
支給を決定する。対象者は指定事業所と
個別で契約をし、事業所にて障害者等の
日中活動における場の提供を受けること
ができる。また、家族等については、就労
時・緊急時などにおいて障害者等を事業
所に一時的に預けることで、介助におけ
る負担を軽減することができる。市は、要
した費用（委託料）を助成することで、対
象者の支援を図る。

A ③ 現状維持 現状維持
障害者等や家族への聞き取りの際、実必
要時間数による申請内容となるよう徹底
いたします。

類似する事業との調整・連携を検討しま
す。

シルバーハウジングとして維持するに
は、経費がかかります。一般高齢者住宅
とした場合、生活支援員に係る経費は削
減できるため、一般住宅への移行が可能
か調査・検討します。

入居者を他施設へ入所後、市の施設から
委託先である愛寿会の施設とする検討を
継続して行います。

対象団体の活動への貢献と補助金の有
効活用の検証のため、対象団体の活動
内容等について対象団体の事務局と協
議します。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
事務事業名 根拠法令・要綱等 対象（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No.

92 17
訪問入浴サー
ビス事業

・障害者総合支援法

・介護保険に基づく
訪問入浴介護を受
けることができない
者で、この事業の利
用を図らなければ入
浴が困難な在宅の
身体障害者等

訪問により居宅において入浴サービスを
提供し、身体の清潔の保持、心身機能の
維持等を図り、もって福祉の増進に資す
ることを目的とする。

対象者の利用申請に基づき、可であれば
利用決定する。対象者は市が委託契約
をしている事業所と契約し、サービスの提
供を受ける。

A ② 拡充 現状維持

93 18
障害福祉施設
管理事業

・北杜市ながさかリ
ハビリセンター条例
・北杜市障害者総合
支援センター条例

・障害児者

当該施設において、機能回復訓練等の
実施、相談事業、地域活動支援事業を行
うことにより、地域において自立した日常
生活または社会生活ができるようにする
場所を適切に管理する。

・ながさかリハビリセンターは、障害者総
合支援センターの開設に伴い、機能回復
訓練等の事業を障害者総合支援セン
ターへ移行したことにより、当該センター
の活用はなくなった。このため、隣接する
NPO法人杜の風が発達障害児の支援事
業を実施するために、行政財産として一
部使用許可をしている。
・障害者総合支援センターは、障害者の
相談支援事業等を行う場所として、施設
の適正な維持管理を行う。

B ③ 現状維持 現状維持

94 19
タ ク シ ー 利 用
料金助成事業

・ 山 梨 県 福 祉 タ ク
シーシステム事業費
補助金交付要綱

・ 重 度 心 身 障 害 者
（児）
※普通・軽自動車税
の減免を受けていな
い方

行動範囲の拡大と社会参加の促進
対象者の申請に基づき、タクシー利用券
（650円×36枚以内）を交付する。

B ③ 現状維持 現状維持

① 1 ⑤ 2

② 2 ⑥ 0

③ 14 ⑦ 0

④ 0 合計 19

対象者においては、現状の制度を維持し
ていきます。

現在の管理方法を維持しつつ、有効的な
活用を行っていきます。

介護保険制度を利用できない障害者の
唯一のサービスです。今後、利用者が増
える可能性もあることから、サービスの周
知に努めます。

今後の方向性についての集計（福祉課）　　　　単位：件
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95 1

幼稚園就園奨
励費補助金
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市私立幼稚園
就園奨励費補助金
交付要綱

・市内に住所を有す
る園児が在園する
私立幼稚園の設置
者

私立幼稚園に在園する園児の保護者負
担の軽減を図り、幼稚園教育の振興に資
する。

本市に住所を有する園児が在園する私
立幼稚園に対して補助金を交付し、保育
料の減免により保護者負担の軽減を図
る。

A ② 拡充 現状維持

96 2

子ども・子育て
会議事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・子ども・子育て支援
法
・北杜市子ども・子
育て会議条例

・「北杜市子ども・子
育て支援事業計画」
の基本施策等

進捗状況の評価検証及び意見聴取

「北杜市子ども・子育て支援事業計画」の
基本施策等について、計画期間である平
成27～31年度の進捗状況について評価
検証を行う。また、子育て施策全般につ
いて必要に応じ意見を聴取し、施策に反
映させていく。

B ③ 現状維持 現状維持

97 3

放課後児童ク
ラブ事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・児童福祉法
・北杜市放課後児童
クラブ条例
・北杜市放課後児童
クラブ条例施行規則
・放課後児童クラブ
ガイドラインについ
て（平成19年10月19
日 付 雇 児 発 第
1019001号厚生労働
省雇用均等・児童家
庭局長通知）

・市に住所を有する
児童及び市内小学
校に在籍する児童
で、保護者が就労等
により保育に欠ける
小学生（平成27年度
から6年生まで対象）

保護者の就労を容易にするとともに、児
童に対し生活と遊びの場を与え、児童の
健全な育成を行う。

小学校の放課後や夏休み等の長期休暇
中に指導員の指導の下、児童が遊びや
生活を通して成長発達することを基本とし
て指導等を行う。

B ③ 現状維持 現状維持

98 4

児童館運営事
業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・児童福祉法
・北杜市児童館条例

・18歳未満の児童

児童に健全な遊びを与えて、その健康を
増進し、情緒を豊かにするとともに、子ど
もクラブ、母親クラブ等の地域組織活動
の育成助長を図る。

・健全な遊びを通じて、児童の集団及び
個別指導の実施並びに中学生、高校生
等の自主的な活動に対する支援を行う。
・母親クラブ、子どもクラブ等の地域組織
活動の育成助長及びその指導者の養成
を図る。
・子育てに対して不安や悩みを抱える母
親からの相談に応じるなど、子育て家庭
の支援を行う。

B ② 拡充 現状維持

次の点について、検討を行います。
・自家消費のみの農業の場合、その期間
のみの入所、もしくは入所要件対象外と
するか。
・求職活動を対象外とするか。

子ども達の興味に注視し、プログラムの
検討を行います。

子育て応援課

制度改正の時期に注意する中で、計画
的に会議を開催します。

当面は現状維持として、今後、支援の拡
大方法を検討していきます。
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99 5

放課後子ども
教室事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・山梨県放課後子ど
もプラン推進事業費
補助金交付要綱

・市内小学校の小学
生

放課後の子どもたちを対象として、安全・
安心な子どもの活動拠点（居場所）を設
け、地域の協力者を得る中で、勉強や遊
び、文化活動や交流活動などを行い、子
どもたちの健全育成を図る。

地域の方々にスタッフとして協力していた
だき、子どもたちを対象とした学習や様々
な体験・交流活動を行い、地域社会全体
の教育力の向上を図るとともに、子どもた
ちの健全な育成を推進する。

B ② 拡充 現状維持

100 6

子ども医療費
助成事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市子ども医療
費助成金支給条例
・北杜市子ども医療
費助成金支給条例
施行規則
・山梨県乳幼児医療
費助成事業費補助
金交付要綱

・市内に住所を有す
る中学3年生までの
子どもの保護者等

子どもに係る医療費の一部を助成し、子
育ての経済的負担を軽減するとともに、
子どもの健やかな成長に寄与する。

中学3年生までの子どもの入院・通院に
かかる医療費の一部負担金の額を、保
護者に対し医療費助成金として支給し、
医療費を無料にする。助成金の支給は、
窓口無料化または償還払いによって行
う。

B ③ 現状維持 現状維持

101 7

子育て応援企
業等支援事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市子育て応援
企業等認定制度実
施要綱

・市内に事業所のあ
る子育てに積極的
に取り組む企業及び
事業所

子育て支援に積極的な企業等を子育て
応援企業として認定し、取組内容等を紹
介して、市全体として子育てを応援する。

子育て支援に積極的な活動を行っている
企業等を子育て応援企業に認定し、認定
証を交付する。子育て応援企業は、広報
紙や市ホームページで取組内容等を紹
介し、企業等の活性化を図り、市全体とし
て子育てを応援する。

C ② 拡充 現状維持

102 8

保 育事業（保
育 園 バ ス 以
外）
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・児童福祉法
・北杜市立保育園条
例　等

・市に住所を有し、
保護者が労働等に
より児童の保育がで
きないと認められる
小学校就学前の児
童

保護者の労働、疾病、親族の介護等によ
り、家庭において児童の保育ができない
場合に児童を保育し、子育て支援の充実
と少子化対策を推進する。

安心して子どもを預けて仕事などが行え
ることは子育て支援として最良な事業で
あり、市の将来を担う子どもたちへの育ち
の場を整え、適切な保育環境を維持して
いくことは、自治体の責務としての根幹を
なす事業である。

A ① 拡充 拡大

103 9

保 育事業（保
育園バス）
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・児童福祉法
・北杜市立保育園バ
ス運行規則

・保育園児の送迎、
園外活動への使用

園児と保護者の利便性を確保するために
通園バスによる送迎を行うとともに、園外
での保育活動を充実させる。

長坂保育園・日野春分園・小泉分園・白
州保育園・武川保育園の保護者から利用
申し込みを受け、送迎を行うとともに、市
内の公立保育園で行う遠足、プールへの
送迎や園外活動に活用する。

A ③ 現状維持 現状維持

コンビニ受診を抑えるため、周知を行いま
す。
受診が必要な方が適正に受診できるよう
周知を行います。

制度開始時の企業を中心に改正後の制
度について説明等を行い、参加を呼びか
けていきます。

スタッフのつながり等により、新たなスタッ
フの確保に努めていきます。また、魅力
あるプログラムを取り入れるなど、より充
実した活動内容に努めます。

「北杜市総合戦略」において重点的に取
り組んでいる子育て世代の移住定住を図
るためには、「第2次保育園充実プラン」
に基づく魅力ある保育園の運営を行い、
その他の子育て支援策と総合的に検討
する必要があるため、当面の間は現状の
まま運行することとします。また、園外活
動におけるバスの活用等幅広い視点で
検討していきます。

「北杜市総合戦略」における積極的な保
育実習生の受け入れを行うことで、本市
の保育園の魅力を感じてもらい、就職に
つなげていきます。
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104 10

保育施設維持
管理事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・児童福祉法
・北杜市立保育園条
例

・市立保育園15カ所
の維持及び管理

保育を行うための園舎、園庭、プール、遊
具などを維持管理することはもとより、火
災予防や防犯なども含めて適切に管理
する。

平成29年度に策定する整備計画により、
保守、修繕、工事を実施する。また、通常
の維持管理を適正に行い、保育に支障
のない状況と安全を確保する。

A ① 拡充 拡大

105 11

母子家庭等自
立支援給付金
事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市母子家庭等
自立支援給付金支
給要綱
・北杜市自立支援教
育訓練給付金事業
実施要綱
・北杜市高等技能訓
練促進費等実施要
綱

・市内在住の母子家
庭の母または父子
家庭の父(母子及び
寡婦福祉法第17条
に定める配偶者の
ないもので現に児童
を扶養しているもの
をいう。以下「ひとり
親 家 庭 の 親 」 と い
う。)

ひとり親家庭の親の雇用の安定及び就
職の促進を図る。

ひとり親家庭の親の雇用の安定及び就
職の促進を図るため、母子及び寡婦福祉
法第31条に規定する母子家庭等自立支
援給付金(自立支援教育訓練給付金、高
等技能訓練促進費、入学支援修了一時
金)を予算の範囲内において支給する。

B ② 拡充 現状維持

106 12

ひ とり親 家庭
医療費助成事
業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・山梨県ひとり親家
庭医療費助成事業
費補助金交付要綱
・北杜市ひとり親家
庭医療費助成に関
する条例
・北杜市ひとり親家
庭医療費助成に関
する条例施行規則

・市に住所を有する
ひとり親家庭の父ま
たは母及び児童（満
18歳に達する日以
後最初の3月31日ま
でにある者）

ひとり親家庭の親と子に対し、医療費の
一部を助成することにより、ひとり親家庭
の精神的、経済的負担を軽減し、保健の
向上と福祉の増進を図る。

ひとり親家庭の親と子に対して、医療費
の一部負担金として負担すべき額を医療
費助成金として支給し、医療費を無料化
する。医療費助成金の支給は、窓口無料
化または償還払いによって行う。対象者
の所得税が非課税等の所得制限があ
る。

B ③ 現状維持 現状維持

107 13

母子及び寡婦
福祉資金利子
補給事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市母子福祉資
金等利子補給規則

・山梨県の母子及び
寡婦福祉資金の貸
付を受けた者

母子及び寡婦福祉資金の利子補給を行
い、母子寡婦世帯の負担を軽減し、福祉
の増進を図る。

母子及び父子及び寡婦福祉資金等の貸
付を受けている方に対し、その資金の利
子補給を行い、福祉の増進を図る。

B ③ 現状維持 現状維持

① 2 ⑤ 0

② 5 ⑥ 0

③ 6 ⑦ 0

④ 0 合計 13

ひとり親支援制度の申請時等に制度の
案内に努めます。

―

コンビニ受診を抑えるため、周知を行いま
す。
受診が必要な方が適正に受診できるよう
周知を行います。

平成29年度において、整備計画を策定す
ることにより、各保育園の計画的かつ経
済的な施設整備を行うことができます。

今後の方向性についての集計（子育て応援課）　　　　単位：件
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108 1

保 健センター
管理事業
(H28:健康増進
課)

・ 北 杜 市 保 健 セ ン
ター条例
・ 北 杜 市 保 健 セ ン
ター条例施行規則

・保健センター利用
者

市民の健康保持及び増進が図れるよう、
また、利用者に安全で利用しやすい施設
を提供する。

市で行う保健事業、予防事業等の実施場
所として積極的に活用している施設であ
る。また、団体、個人が自主的に調理実
習室、保健指導室を活用し、健康増進と
健康意識の向上を図る場として活用す
る。

A ② 拡充 現状維持

109 2
口腔衛生事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・保育園児（年中・年
長）
・小学5年生
・中学2年生

保育園児、小・中学生に口腔内、むし歯
予防に関心を持ってもらい、むし歯の予
防について学び、むし歯なし率を向上す
る。

各保育園・学校に歯科衛生士が出向き、
保育園児、児童、生徒に対して、正しいブ
ラッシングについて集団指導を行う。

A ⑥ 縮小 縮小

110 3

妊 婦・乳児一
般健康診査事
業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・母子保健法
・北杜市妊婦健康診
査及び乳児一般健
康診査費用助成実
施要綱

・母子健康手帳を交
付した妊婦
・生後1年未満の乳
児

定期的に妊婦健診を受診することで、妊
婦や胎児の健康状態を確認することがで
き、より健やかで安心な出産ができる。乳
児の発育状態や異常の早期発見ができ
る。

妊娠届出時、妊婦健康診査受診票（一般
検査14回、HTLV-1抗体検査1回、クラミ
ジア抗原検査1回）、乳児一般健康診査
受診票（1歳未満まで2回）を交付し、妊
婦、乳児の受診医療機関での健診費用
を助成する。里帰り分娩等で県外の医療
機関を受診した場合は、償還払いで助成
する。

A ③ 現状維持 現状維持

111 4

不妊治療（こう
のとり）支援事
業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・北杜市こうのとり支
援事業要綱

・市に1年以上在住
で、不妊症と診断さ
れた夫婦
※山梨県の特定治
療支援事業の助成
を受けていること
※治療初診日の妻
の年齢が43歳未満
で、夫婦の前年度の
所得の合計が730万
円未満

子どもを授かり、生命を育むことができ
る。少子化対策の一環となり、子育ての
重要性や楽しさを実感できる人が増え
る。

不妊治療に要した費用について、1回の
治療につき10万円までが限度。通算6回
の助成。(平成28年度から)
治療内容は、体外受精・顕微授精にかか
る費用（保険適用外）とする。

A ③ 現状維持 現状維持

事業が重なる際には、パーテーションを
使用するなどして動線を工夫し、それぞ
れの利用者が混乱しないようにします。

ほくとっこ元気課

保育園での歯科事業を継続します。ま
た、5歳児相談での指導を継続します。

調査結果を分析し、利用に効果的な内
容・方法を検討します。

・要綱に定められている助成の継続
・広報等で制度の周知
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112 5

子育て世代包
括 支 援 セ ン
ター運営事業
(旧出産支援)
(H28 ： 健 康 増
進課)

・母子保健法
・子ども・子育て支援
法

・妊産婦
・乳幼児とその保護
者

妊娠中の不安・産後の子育ての不安や
悩みの軽減を図り、楽しい育児ができる。

保健師・助産師が保健センターに常駐
し、母と子の相談、妊娠中やお産の悩
み、母乳ケア、赤ちゃんの発育等の相談
を行う。ベビーマッサージ、セルフケア体
操教室を実施し、教室を通じて育児につ
いての技術、赤ちゃんへの関わり方等の
学び、母親同士の交流の場とする。安心
安全に妊娠・出産・育児が行えるよう支援
する。

A ① 拡充 拡大

113 6

乳 幼 児 専 門
チー ムによる
健診事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・母子保健法
・乳幼児とその保護
者

・乳幼児の心と体の発育・発達の確認
・病気の早期発見・予防
・子育てする母親の育児支援
・虐待の早期発見
・生活習慣の見直し

乳児期健診（4・7・12カ月健診）、幼児健
診（1歳6カ月、2歳児、3歳児）は、身体計
測、問診、内科診察、歯科診察、栄養相
談、健康相談、歯磨き指導、心理相談、
各種講話等を専門のスタッフが行う。病
気の早期発見を行うとともに、育児不安
等の悩みの相談に応じたり、育児支援を
行う。乳幼児が健やかに成長・発達でき
るよう支援を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

114 7

ママパパ学級
事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・母子保健法
・本市に住む妊婦と
その夫

学級を通じ、母親自身が妊娠・出産・育児
についての知識を深めるとともに、参加
者同士の交流を図り、出産・育児に対す
る不安・悩みを共有する場とする。また、
子どもが生まれてくることの意味を夫も一
緒に考える機会とし、父性を育む。

保健師・助産師による妊娠・出産・育児、
母乳についての話や妊婦体操を実施、ま
た、参加者同士が声をかけやすい場や話
題提供を行う。また、助産師、歯科衛生
士、栄養士からのより専門的な健康教育
を行う。さらに、妊娠中や産後の生活を両
親が共に身近に感じられるよう、乳児とそ
の母に協力してもらい、育児体験談の紹
介や赤ちゃんだっこ体験、夫に対する妊
婦擬似体験も実施する。（1コース3回を年
3回開催）

A ③ 現状維持 現状維持

115 8

親子すくすく相
談事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・発達や育児に不安
があり、継続的に支
援を要する幼児及
び保護者

保護者への育児支援、幼児の健全育成
を図る。

子どもの特性を保護者が知ることで育児
不安や言葉の発達に関して対応方法が
理解でき、子育てがしやすいよう言語聴
覚士・臨床心理士・保健師により個別相
談を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

平成30年度に向けて、臨床心理士の常
勤雇用を目指します。
平成29年度は、包括支援センターに臨床
心理士が勤務している日は有効活用でき
るようにします。

平成29年度からほくとっこ元気課、子育
て世代包括支援センターが保健センター
に設置されました。利用者支援専門員、
助産師、臨床心理士、家庭児童相談員な
ど専門職と連携しやすくなったため、切れ
目のない支援が行えるよう努めていきま
す。また、健診未受診者への対応は、引
き続き、電話連絡・訪問等、現状を把握
し、親子にとってよりよい支援が行えるよ
う、スタッフの質の向上にも努めていきま
す。

臨床心理士の常勤配置を検討します。
子育て世代包括支援センターの周知を強
化し、利用しやすいように体制を整備しま
す。

子育て世代包括支援センターで専門職が
常勤するようになり、妊娠から切れ目なく
係わることをより強化していく中で、ママ
パパ学級への参加のメリットを周知してい
きます。
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116 9

養育支援訪問
事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・北杜市養育支援訪
問事業実施要綱

・日常生活を営む上
で支援や養育を必
要とする妊娠中及び
出産後の妊産婦

養育支援ヘルパーを派遣し、妊産婦及び
乳児の生活支援・養育支援を行うことで、
安心とゆとりのある子育てができる。

養育支援ヘルパーを派遣する。妊娠中は
5回、出産後2カ月までは15回、さらに体
調不良で日常生活に支障を来たす場合
は3カ月まで5回を追加できる。双子以上
の場合は、出産後1年以内に35回を限度
とする。

A ③ 現状維持 現状維持

117 10

乳児全戸訪問
事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・母子保健法
・児童福祉法
・北杜市乳児全戸訪
問事業実施要綱

・生後4カ月までの乳
児のいるすべての
家庭

訪問により、乳児の疾病の早期発見、早
期治療に結びつける。産婦等の心身の状
況や家庭環境を把握し、育児・日常生活
全般にわたる指導・助言を行うことで、母
子の健康の保持増進を図る。

保健師が家庭訪問し、次のことを実施す
る。
・乳児の身体計測
・育児に関する不安や悩みの相談
・母子保健事業や子育て支援に関する
サービスの説明
・支援の必要な家庭には、提供するサー
ビスの検討や関係機関との連絡調整

A ③ 現状維持 現状維持

118 11

親子のびのび
教室事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・幼児健診等におい
て、親子のかかわり
（生活習慣、遊び方
など）について気に
なる親子
・育児不安や子育て
に自信のなさを訴え
ている親子

保護者が子どもとの遊びや教室を通じ、
子どもとの接し方を知ることで育児不安
が軽減できる。

保健師、臨床心理士、保育士による身体
全体を使った遊びを通して、コミュニケー
ションの取り方、遊ばせ方、親子関係を実
際に学び、子どもの発育発達、保護者の
不安、ストレス解消となる。（月1回開催）

A ③ 現状維持 現状維持

119 12

5 歳児相談事
業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・5歳児（保育園年中
児）とその保護者

就学前に相談の機会を設け、軽度発達
の異状を早期に発見し、適切な対応をす
ることで不安なく就学に結びつける。ま
た、生活習慣を見直す機会とする。

・16カ所の保育園(私立保育園を含む)を
巡回する。また、市外の保育園・幼稚園
に通園している児については北杜市保健
センターで実施する。
・保健師、栄養士、臨床心理士、保育士、
教育委員会がスタッフとしてあたり、問
診、集団あそび、講話（食育・就学に向け
て）、相談（歯科診察結果、身体計測値に
ついては、保育園の記録を参考にする。
視力検査は事前に行う。）、心理相談を行
う。

A ③ 現状維持 現状維持

事業の周知も必要ですが、母子手帳交
付時から支援者の存在を把握し、出産後
に負担感を増やさないように担当保健師
が事業の説明を行い、必要な時には早期
に利用できるような体制をとっていきま
す。

5歳児相談実施後の心理相談を希望する
方が増えてきており、臨床心理士の相談
日を拡充していきます。
乳幼児期からの情報と保育園での集団
生活の様子をしっかり把握し、児を多面
的に評価していきます。さらに、保護者
(特に母親)との信頼関係の構築が大切で
す。スタッフの質の向上のため、事例検
討会や継続的な情報交換を行っていきま
す。

対象乳児には全戸訪問ができるよう、妊
娠届出時から保健師による面接を行い、
出産後にも継続支援をしていく旨をしっか
り説明していきます。

利用者支援専門員とも連携し、事業に取
り組めるよう、関わるスタッフの役割等の
検討を行っていきます。また、保護者の
関わり方などの振り返りや、親同士の交
流を深められるような場を提供できるよう
取り組みます。さらに、研修会や学習会を
通じてスタッフのスキルアップをしていき
ます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
事務事業名 根拠法令・要綱等 対象（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No.

120 13

小児慢性特定
疾患児日常生
活用具給付事
業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・北杜市小児慢性特
定疾患児日常生活
用具給付事業実施
要綱

・小児慢性特定疾患
児

小児慢性特定疾患児に対し、日常生活
用具を給付することにより、日常生活の
便宜を図る。

小児慢性特定疾患に罹っていることによ
り、長期にわたり療養を必要とする児童
等が在宅で生活していくための日常生活
用具を給付する。

A ③ 現状維持 現状維持

121 14

愛育班組織育
成事業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・5町（須玉・高根・長
坂・大泉・武川）9班
の愛育会員
・休会地区を含めた
市民

地域の母と子を見守り、主体的な組織と
して活動できるように支援する。

理事会、各班の分班長会議、研修会を通
して地域の母と子の健康問題について情
報提供し、それについて市民が問題解決
の方向性を見出していけるよう、組織の
育成支援をする。

A ③ 現状維持 現状維持

122 15

思春期教育事
業
(H28 ： 健 康 増
進課)

・小学6年生・中学3
年生の児童・生徒と
その保護者

講話・赤ちゃん抱っこ体験を通して、命の
大切さ、命の尊さを実感してもらう。また、
自分・他人を大切にすること、思いやりの
気持ちを持つことを学ぶ機会とする。

外部講師や保健師が小・中学校に出向
き、児童・生徒を対象に、命の誕生・子育
ての様子等を通して大切に見守られ育っ
てきたことを話す。また、赤ちゃんとお母
さんに協力してもらい、赤ちゃん抱っこ体
験等を行う。

B ⑥ 縮小 縮小

123 16

家庭児童相談
事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・児童福祉法
・北杜市家庭児童相
談室設置要綱

・18歳未満の児童に
関する相談

家庭における適正な児童養育その他家
庭児童福祉の向上に関する相談業務の
充実を図る。

主な相談内容：養育相談、心身障害相
談、非行相談、育成相談
相談方法：電話、面接、訪問等

A ① 拡充 拡大

124 17

フ ァ ミ リ ー サ
ポートセンター
運営事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市ファミリー・
サポート・センター事
業実施要綱

・市内に居住し、概
ね生後3カ月以上の
乳幼児から12歳まで
の小学生と、養育す
る保護者

育児を支援することにより、子育てと仕事
等の両立を図り、安心して子どもを産み
育てることのできる社会づくりを推進す
る。

地域において育児の援助を行いたい者
(協力会員)と育児の援助を受けたい者(依
頼会員)を組織化し、市がアドバイザーを
設置し、連絡調整を行う中で育児の援助
を行う。

C ① 拡充 拡大

臨床心理士等、心理職について他自治
体の状況を調査し、設置に向けて関係部
局と調整を行います。

会員同士の交流会や「子ども・子育て会
議」において意見を聴取し、制度の充実
について検討してまいります。

制度に基づき、対象児に対して支援を行
います。

教育委員会の思春期事業の内容も確認
しながら、中学校のみの実施とします。

3地区の情報収集(どんな情報の項目か
も含め)を行い、タイムスケジュールを作
成し、取り組みます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
事務事業名 根拠法令・要綱等 対象（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No.

125 18

つどいの広場
事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・児童福祉法
・北杜市地域子育て
支援拠点事業つど
いの広場事業実施
要綱

・乳幼児（概ね0～3
歳）とその保護者

子育て中の保護者の子育ての負担感の
緩和を図り、安心して子育てができる環
境を整備することにより、地域の子育て
支援機能の充実を図る。

市内4カ所のつどいの広場において、子
育てアドバイザーが子育て親子に、(1)子
育て親子の遊びの場等の提供と交流の
促進、(2)子育て等に関する相談、援助の
実施、(3)地域の子育て関連情報の提供、
(4)子育て及び子育て支援に関する講習
等の実施、などの事業を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

126 19

小淵沢共同福
祉施設維持管
理事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市共同福祉施
設条例

・小淵沢共同福祉施
設

維持管理する。

小淵沢共同福祉施設については、当課で
所管するつどいの広場事業である「ひま
わりルーム」、介護支援課、健康増進課
等が行う事業を実施している。複合的な
福祉施設として維持管理を行う。

B ⑤ 現状維持 縮小

127 20

出産祝金支給
事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市出産祝金支
給規則

・本市に在住して、
出産し、その後、新
生児と共に定住する
意思を有する養育
者

少子化対策のため、乳児の健やかな成
長に寄与し、定住促進と市の活性化を図
る。

出産前6カ月以上本市に住所があり、出
産後も本市に新生児とともに5年以上定
住する意思のある養育者に支給する。
（第2子50,000円、第3子300,000円、第4子
以降500,000円）第4子以降の養育者に
は、希望により市長が訪問し、記念品を
贈呈する。

C ⑤ 現状維持 縮小

128 21

チャイルドシー
ト購入補助事
業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市交通安全対
策乳幼児補助装置
購入補助金交付要
綱

・年齢6歳以下の乳
幼 児 の 保 護 者 で
あって、市内に住所
を有する者

自動車内の乳幼児の安全確保に資する
ため、チャイルドシート着用の普及推進を
図るとともに、子育ての経済的負担の軽
減を図る。

保護者からの申請により、チャイルドシー
ト等の購入費用の2分の1（限度額20,000
円）を助成する。

C ⑦ 休廃止 皆減

129 22

母子相談員事
業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市母子相談員
設置要綱

・ひとり親家庭等
ひとり親家庭について、心配事や生活面
の不安を解消し、生活意欲の向上を図
り、その福祉の増進に努める。

ひとり親家庭を対象に身上相談に応じ、
その自立に必要な指導を行い、生活意欲
の向上を図る。

A ② 拡充 現状維持
専門職、各相談員の連携を図る中で、母
子相談員の役割について再検討します。

「子ども・子育て会議」の意見を伺う中で
検討してまいります。

「子ども・子育て会議」の意見等を聴き、
検討してまいります。

利用者や「子ども・子育て会議」で意見を
伺いながら、施設数や事業内容を検討し
ます。

関係部署等と検討を始めます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
事務事業名 根拠法令・要綱等 対象（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

課
別
№

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No.

130 23

母子父子寡婦
福祉連合会助
成事業
(H28 ： 子 育 て
支援課)

・北杜市補助金等交
付規則

・北杜市母子父子寡
婦福祉連合会

北杜市母子父子寡婦福祉連合会の活動
に補助金を交付することにより、母子父
子寡婦家庭の支援を行う。

北杜市母子父子寡婦福祉連合会の活動
に対し、補助金を交付する。

A ② 拡充 現状維持

① 3 ⑤ 2

② 3 ⑥ 2

③ 12 ⑦ 1

④ 0 合計 23

① 6 ⑤ 4

② 10 ⑥ 2

③ 32 ⑦ 1

④ 0 合計 55

体制を整備するとともに、連合会事務局
等を通して、母子父子寡婦福祉連合会事
業等の周知を図るなどの指導を行ってい
きます。

今後の方向性についての集計（福祉部）　　　　単位：件

今後の方向性についての集計（ほくとっこ元気課）　　　　単位：件



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

131 1
河川等水質調
査事業

・環境基本法　等
・市内の河川、湧水
等

市内を流れる河川66カ所、須玉町内産業
廃棄物処理場、長坂町内工場排水の水
質調査を行うなど、公共水域の現状を把
握することにより、水質汚濁現象や水環
境改善対策立案のための基礎情報に活
用する。

専門機関に水質調査を依頼・実施。継続
調査を行うことで監視の強化を図り、水質
管理を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

132 2
オオムラサキ
セ ンター 管理
事業

・北杜市オオムラサ
キセンター条例

・オオムラサキセン
ター

オオムラサキが生息する自然環境を保全
する活動を通して、市民の知識及び教養
の向上を図り、もって市の有する文化、自
然資源を活用した地域づくりに寄与する。

オオムラサキセンターを環境教育施設と
して、各種イベントの実施やホームページ
を活用した情報発信を行う。平成23年度
から指定管理者による運営になってい
る。

A ③ 現状維持 現状維持

133 3
環境活動推進
事業

・環境基本法
・市民
・事業者

環境保全に関する施策を計画的に推進
するため、「北杜市環境基本計画」に掲げ
る基本理念（方針）の具体化を図る。

北杜市環境基本計画の実現に向けて、
市民・事業者・市それぞれの役割、責任、
環境への取組を確認しつつ、社会環境、
自然環境、生活環境、地球環境、環境行
政についての施策を確認しながら環境へ
の取組に寄与する。

A ③ 現状維持 現状維持

134 4
住宅用太陽光
発電システム
設置費補助金

・北杜市住宅用太陽
光発電システム設
置費補助金交付要
綱

・ 本 市 に 住 所 が あ
り、自ら所有し、居住
する住宅に太陽光
発電システムを設置
した市民

初期費用の大きな太陽光発電システム
に対し、補助金を交付し、自己負担の軽
減を図ることにより、市内の住宅用太陽
光発電システム導入を促進し、地球温暖
化の防止及び環境保全意識の高揚を図
る。

北杜市住宅用太陽光発電システム設置
費補助金交付要綱の規定に基づく。最大
出力1ｋWあたり25,000円の補助金（上限
200,000円）を予算の範囲内で交付する。

A ② 拡充 現状維持

135 5
六ヶ村堰水力
発 電所管理・
運営事業

・温対法
・省エネ法

・川俣川の利水であ
る村山六ヶ村堰農業
用水路を利用した流
込み式の水力発電

目標とする年間発電量224万kWhを達成
するため、適正な維持管理に努め、安定
した運転を継続する。

発電方法は、用水路の上流部で最大0.5
㎥/sの取水を行い、延長1.27km、総落差
85mの流水を利用して最大出力320kWの
発電を行っている。年間では、約224万
kWhの発電量が確保でき、大門浄水場の
年間電力として送電を行っている。また、
月次・年次点検、遠方監視システムによ
り24時間体制で管理を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

No. 事務事業名
目的

（どういう状態にしたいのか）

環境課

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

課
別
№

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

再生可能エネルギー設備設置費補助に
よる補助対象機器の拡充
・強制循環型太陽熱利用システム(家庭
用太陽熱温水器)
・二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器(エ
コキュート)
・定置用リチウムイオン蓄電池
・木質ペレットストーブ

気象情報や発電状況等的確に把握し、
関係者間の連携を強化することによっ
て、より迅速な対応を行い、ランニングコ
ストの削減を図りつつ、発電開始から10
年が経過している機器の更新を計画的に
進め、安定的な発電を目指していきま
す。

平成29年度に、第2次北杜市環境基本計
画の策定に向けて協議してまいります。
そのため、コンサルティング業務委託を
受けて、市民アンケート等の実施、担当
部局による進捗状況の確認などを行い、
見直しを図ります。

照明機器をLED化しましたが、標本の劣
化が進んでいます。予算との兼ね合いを
みながら、計画的に展示物の更新を行い
ます。
今まで以上に詳しい案内だけでなく、より
深く切り込んだ内容のイベントを開催する
など、集客に向けた環境創造都市の環境
基本拠点として創意工夫を進めていきま
す。

平成28年度において、市内の河川状況を
把握し、平成29年度から市内66カ所を45
カ所に変更します。

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

課
別
№

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

136 6
小水力発電普
及拡大事業

・温対法
・新エネ法

・ 小 水 力 発 電 は 、
CO2を排出しない極

めてクリーンな再生
可能エネルギーであ
る。また、他の再生
可能エネルギーと比
べて発電効率も高
く、安定した発電が
可能である。

本市には、小水力発電の適地が存在す
ることから、あらゆる主体による積極的な
導入を図り、地球温暖化・エネルギー問
題に寄与する。また、パートナーシップで
建設された3つの水力発電所から得られ
る年間推定発電量は約4,600MWhで、こ
れにより年間約1,932tのCO2削減効果が

期待できる。

官民パートナーシップによる小水力発電
共同導入事業により平成24年3月に新た
に3カ所の小水力発電が竣工、運転開始
したことから、事業概要・施設紹介等を含
む小水力発電の普及啓発を実施する。共
同事業は、全国でも珍しい先進的事例と
して注目を集めており、広くPRすることで
本市の環境分野でのブランドイメージアッ
プを図る。（施設定期見学会、展示パネ
ルによる普及啓発、パンフレットによる普
及啓発）

A ③ 現状維持 現状維持

137 7

北 杜サイ ト 施
設 管理・運営
事 業 【 新 エ ネ
ルギー事業特
会】

・北杜サイト太陽光
発電所

適正な維持管理に努め、安定した運営を
行う。また、大規模太陽光発電システム
の普及拡大に向け、視察等の受け入れ
を行うとともに、様々な実証研究の継続を
行う。

平成23年度から市営の発電所となった。
収入となる売電については、毎年公募に
より売電先を決定している。保守管理に
ついては、第2種電気主任技術者を選任
できる業者に委託し、維持・管理に努め、
必要に応じて設備の更新を図っていく。ま
た、実証研究施設であったことから、視察
者の受け入れを行うとともに、地球温暖
化対策・新エネルギーへの理解を深める
ために情報発信、また、必要な整備・研
究協力を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

138 8
ま る ご と メ ガ
ワットソーラー
事業

・市内公共施設等 公共施設への太陽光発電設備の導入

太陽光（発電）を公共施設等に設置する
ことにより、より効果的に個性を最大限に
発揮した活力ある太陽のようなふるさとづ
くりを目指す。具体的には、計4MWの太
陽光発電の導入を目標としている。

A ① 拡充 拡大

139 9
新エネルギー
推進等事業

・ 新 エ ネ ル ギ ー 政
策・事業

後世に持続可能となる社会の実現

・新エネルギー推進機構事業
・クリーンエナジー清里太陽光発電事業
（官民パートナーシップ）
・再生可能エネルギーの普及促進やク
リーンエネルギー利活用の検討など、新
エネルギーに関する検討・推進

A ③ 現状維持 現状維持

実証研究開始から10年が経過しているた
め、設備機器の更新(パワーコンディショ
ナー・監視装置)を平成29年度から平成
32年度まで計画的に実施します。

小水力発電事業に絡む関係法令につい
ては、手続きの簡素(緩和)が図られまし
た。市の負担軽減を図りながらも、市内
への小水力発電を開発する方法として、
民間活力を最大限活用した普及策を講
ずることが有効であり、官民及び地域連
携による小水力発電共同導入も検討して
いきます。
また、平成26年4月に設立した北杜市新
エネルギー推進機構とも連携し、事業を
推進していきます。

適切な時期に、有効な補助事業や新エネ
ルギー事業特別会計繰入金を活用して
まいります。再生可能エネルギー電源は
防災に役立つものであることから、公共
施設等設置箇所等を精査する中で、避難
所等の防災拠点に順次、ソーラーLED街
路灯を設置します。また、再生可能エネ
ルギーとして水道施設小水力発電地点
調査を実施します。

平成27年度において、北杜市総合戦略
に絡めた北杜市再生可能エネルギービ
ジョンの策定がされました。これに伴い、
今後の本市の新エネルギー施策を実施
してまいります。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名
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（どういう状態にしたいのか）
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（どのような方法で 何を行うのか)

課
別
№
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今後の方向性

改革案と実行計画
根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

140 10
環境教育普及
啓発事業

・環境保全活動・環
境教育推進法
・学校教育法

・学校
・子ども団体
・コミュニティ等

環境問題に関心を持ち、環境に対する人
間の責任と役割を理解し、環境保全に参
加する態度と環境問題解決のための能
力を身につけることにより、行動に結びつ
く人材の育成を目指す。

北杜市、グリーン北杜、キープ協会等が
連携し、教室内学習、屋外体験などの学
習会を実施する。メニューは、エネル
ギー、温暖化、廃棄物、自然保護、消費
生活等日常的な内容で構成し、体験型授
業を中心とした学習会となっている。（環
境学習プログラム、環境教育リーダー養
成講座、子ども環境フェスタ開催事業、幼
児教育プロデュース事業）

A ③ 現状維持 現状維持

141 11
地球温暖化防
止推進事業費
補助金

・北杜市地球温暖化
対策・クリーンエネ
ルギー推進協議会
活動補助金交付要
綱
・地球温暖化対策の
推進に関する法律

・地球温暖化対策の
推進に関する法律
第26条第1項の規定
に基づき設立された
地球温暖化対策地
域協議会である、北
杜市地球温暖化対
策・クリーンエネル
ギー推進協議会

地域に根ざした活動を展開している協議
会を支援することで、事業の発展的展開
を促し、地球温暖化問題等を地域から考
え、行動する力の育成を図る。

北杜市地球温暖化対策・クリーンエネル
ギー推進協議会活動補助金交付要綱に
基づき、提案された事業の事業費に対し
て、補助金を交付している。

A ③ 現状維持 現状維持

142 12

地球温暖化対
策地方公共団
体実行計画実
施推進事業

・地球温暖化対策の
推進に関する法律
・エネルギーの使用
の合理化に関する
法律

・市が設置している
事業所（公共施設）
・ 原 油 換 算 エ ネ ル
ギー使用量1,500キ
ロカロリーである特
定事業者となる市

平成21年度ベースに年1％以上のエネル
ギー消費単位の低減に努める。

各課等に推進員を配置し、市職員全員で
CO2排出量の削減目標に向けた率先行

動を行うことにより、事業者及び市民の地
球温暖化防止への自主的な取組の促進
を図る。

A ③ 現状維持 現状維持

143 13
緑のカー テン
推進事業

・市民等
身近で取り組みやすい地球温暖化対策
の一つとして、「緑のカーテン」の推進を
図る。

本庁舎に「緑のカーテン実証展示」を設置
し、市民や来庁者に対して「緑のカーテ
ン」の取組を見せる場の提供を行う。さら
に、「緑のカーテン」から収穫できる野菜
を使用した「緑のカーテンエコクッキング
講座」を開催し、より身近に「緑のカーテ
ン」の魅力を実感してもらう。

A ③ 現状維持 現状維持

引き続き、地球温暖化防止対策の一環と
して、実証展示を継続していきます。今ま
での資材を使用する中で、必要最低限の
予算で実施し、広報やホームページ等を
活用しながら、普及啓発を図っていきま
す。

二酸化炭素削減に向け、職員一人ひとり
が自覚を持って行動し、課単位での取組
も継続して行っていきます。また、施設の
設備についても全庁的に検討を行い、古
い電化製品や省エネ照明の入替を視野
に入れ、検討します。
削減率の取組状況結果などを検証し、対
策を検討します。

市民の自主的な活動により、これまで多く
の市民の環境意識向上を図っています。
今後もより多くの市民の地球温暖化防止
対策活動参加への動機づけにつながる
ように支援していきたいと考えます。さら
に、自主財源の確保に努めるなど、事業
開催経費面においても自主性を発揮でき
る組織にしていき、協議会が自立し、発
展的に活動展開していけるよう支援して
いきます。

参加者の増加を図るため、広報紙やホー
ムページを活用して広く情報発信し、事
業啓発を強化します。また、教育委員会
と連携した環境教育の在り方について検
討を行い、加えて、日々変化する環境問
題とその対策について最新の情報を提供
できるよう、プログラム内容の見直し・拡
充を図ります。さらには、地域に根ざした
環境学習指導者の育成・掘り起こしを行
い、地域資材を積極的に活用した学習会
を推進していきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名
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対象
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144 14
動物愛護対策
事業

・山梨県動物の愛護
及び管理に関する
条例

・動物の飼い主等

動物愛護の意識高揚や動物による人の
生命や財産に対する侵害を防止し、人と
動物が調和共生する社会づくりを目的と
する。

犬猫の飼養に関する情報を広報紙や
ホームページで紹介する。また、捨て犬
猫の増加及び被害を防止するため、不妊
去勢手術費補助金を交付する。

A ③ 現状維持 現状維持

145 15

地域環境美化
活 動（地域環
境 委員）推進
事業

・北杜市地域環境委
員設置規則

・市民
地域における環境行政を円滑に推進する
ことによる環境や自然の保全向上を図
る。

地域環境委員会を各町別に開催。環境
関連について、行政との連絡調整やごみ
減量化の推進、ごみ及び資源物収集所
の管理などの依頼、指導を行うことで、市
民への環境に対する理解を深めてもら
い、より一層自然環境を創造する活動を
推進する。

A ③ 現状維持 現状維持

146 16
適正処理困難
物等の収集事
業

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

・通常収集出来ない
一般廃棄物
（適正処理困難廃棄
物）

年1回、各町に回収場所を設定して、有料
収集を実施する。

一般廃棄物は市町村に処理義務がある
が、広域処理施設で処理出来ない廃棄
物（タイヤ、農機具、バッテリー、スプリン
グ入りマット、ボイラー、温水器等）及び1
辺が1.5ｍを超える大型粗大ごみについ
ては、年1回、町ごとに有料収集を実施
し、市で一括処理する。

A ③ 現状維持 現状維持

147 17
環 境パト ロー
ル実施事業

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

・市内で発生する不
法投棄について

不法投棄による環境汚染の拡大等を防
止するとともに、投棄物の撤去を行い、生
活環境の保全や美化を図る。

峡北シルバー人材センター及び中北廃棄
物対策連絡協議会監視パトロール員によ
る監視活動、不法投棄物の撤去処理を
併せて実施する。

A ③ 現状維持 現状維持

148 18
一般廃棄物収
集・運搬事業

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

・住民が排出する生
活系一般廃棄物

北杜市一般廃棄物処理基本計画に従っ
て、生活環境の保全上、支障が生じない
ように収集・運搬を行い、処分する。

生活系一般廃棄物について、リサイクル
推進事業との連携により減量化を推進す
るとともに、確実な収集運搬処理を実施
する。

A ③ 現状維持 現状維持

実際に巡回しているスタッフへの聞き込
みや各総合支所職員の意見を取り入れ、
より効果がある監視活動を行っていきま
す。

今後も引き続き年1回実施していきます
が、利用状況の把握や利用者へのアン
ケート調査などを実施します。

今後も地域環境委員会を開催し、委員に
正しいごみ及び資源物の排出について広
く周知することで、より正確に排出するこ
とができます。また、地域別の地域環境
委員の適正配置についても計画的に協
議、検討していきます。

広報紙やホームページなどで動物愛護に
関する情報を提供していきます。また、中
北保健所や動物愛護指導センターから協
力をいただき、活動の場を広げていきま
す。また、他市での動物愛護に関する保
護制度の在り方や補助金の金額などを
調査した上で、必要に応じて制度見直し
を検討します。

委託先共同組合と協議しながら、より安
全・効率を高め、経費削減を図れるような
収集運搬体制を検討していきます。



課別事務事業評価一覧
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149 19

生 ご み 処 理
機 、 ご み ス
テーション設置
費補助金

・北杜市生ごみ処理
機（容器）購入補助
金交付要綱
・北杜市ごみ及び資
源物収集所施設設
置補助金交付要綱

・家庭から排出され
る生ごみ
・各自治会等へ管理
をお願いしているご
み及び資源物収集
所

・ごみの発生抑制による減量化、資源化
の強化
・収集施設の整備による生活環境の保
全、環境衛生の向上

生ごみの発生源における発生抑制や資
源化を促進することで、ごみの減量化・資
源化につながることから、処理機や処理
容器の購入に補助金を交付する。また、
自治会等で管理することとなっているご
み及び資源物収集所の新設、補修等に
ついて、生活環境の保全という観点から
積極的に整備していただけるよう補助金
を交付する。

A ③ 現状維持 現状維持

150 20
リ サ イ ク ル 推
進事業（収集・
運搬・処理）

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

・一般廃棄物の総排
出量に対する資源
物 の 割 合 （ 資 源 化
率）

資源化率の向上
一般廃棄物の分別排出の徹底を推進し、
適正な資源分別収集・運搬・処理により
資源化率の向上を図る。

A ③ 現状維持 現状維持

151 21

分 別 収 集 マ
ニ ュ ア ル 、 収
集袋等作成事
業

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

・市民が生活系一般
廃棄物の排出に使
用するごみ収集袋
及び分別方法の詳
細を明記した分別マ
ニュアル

ごみ収集及び分別マニュアルにより、ご
み及び資源物の適正な分別を行い、資源
化を推進するとともにごみの減量化を図
る。

3種類のごみ収集袋（もえる・もえない・資
源物）を作成し、商工会を通じて市民へ販
売し、品目ごとに収集袋で排出していた
だく。品目ごとの分別方法については、分
別マニュアルを市内各戸へ配布し、ごみ
の適正な分別の徹底や減量化・資源化を
推進する。

A ③ 現状維持 現状維持

152 22
北 部 ふ る さ と
公苑管理事業

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
・北杜市北部ふるさ
と公苑条例

・北部ふるさと公苑
し尿汚泥の適正処理と効率的な施設運
営を図る。

し尿処理業務については指定管理業者
により行われており、協定に基づく施設の
一般管理部分（汚泥・焼却灰の排出、地
域対策補償料、火災保険料等）に関して
の業務を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

① 1 ⑤ 0

② 1 ⑥ 0

③ 20 ⑦ 0

④ 0 合計 22

中央監視装置は、平成28年度に設計を
行い、2月入札で業者が決定しました。平
成29年度中には完成する予定です。

地域環境委員において、資源物の分別
や排出方法を指導することで、各収集所
における分別化を図ることができるため、
今後も地域環境委員を中心に啓発活動
を行っていきます。

今後の方向性についての集計（環境課）　　　　単位：件

外部評価の結果を踏まえ、早期にPDCA
サイクルを確立し、実行性の高い事項か
ら実施します。今後も、子ども環境フェス
タにおいて処理機、処理容器の重要性を
PRしていきます。

住民アンケートや地域環境委員の意見を
集約しながら、住民のニーズに適応した
ごみ収集袋を検討します。また、必要に
応じて分別マニュアルを増刷して、新規
市内転入者あて周知を図ります。
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153 1

合併浄化槽設
置費補助金
(H28 ： 下 水 道
課)

・北杜市戸別浄化槽
設置費補助金交付
要綱

・集団的な下水道処
理計画区域を除く全
ての地域で、浄化槽
の設置・改築を行う
者

左記の区域において、下水道と同等の役
割を果たす合併浄化槽の設置を推進し、
生活環境の保全と公衆衛生の向上を図
る。

「北杜市戸別浄化槽設置費補助金交付
要綱」に基づき、補助金交付申請の内容
を審査の上、要綱で規定する額を予算の
範囲内で交付し、合併浄化槽の設置を推
進する。

A ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 1 ⑦ 0

④ 0 合計 1

今後の方向性についての集計（上下水道総務課）　　　　単位：件

上下水道総務課

浄化槽設置整備事業の推進に必要な予
算については、減額内示されることなく、
所要額を確保していただくとともに、助成
率を下水道補助と同様に1/3から1/2に引
き上げていただくよう国等へ要望していき
たいと考えています。
下水道整備見込みのない箇所について
は、上下水道施設課と連携を図りなが
ら、適切な補助金の活用を図りたいと考
えています。
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154 1

簡易水道施設
整 備事業【簡
易水道事業特
会】
(H28 ： 上 水 道
課)

・水道法 ・市内水道施設
水道施設の整備を計画的に実施し、水道
水の安定供給を図る。

水の確保による普及整備効果のため、簡
易水道統合整備事業を活用し、水道施設
（水源・浄水場・配水池）の新設、導水管・
配水管の布設及び水道施設遠隔監視シ
ステム整備を実施し、水道水の安定供給
を図る。

A ③ 現状維持 現状維持

155 2

施設維持管理
事 業【簡易水
道事業特会】
(H28 ： 上 水 道
課)

・水道法
・北杜市簡易水道事
業の設置等に関す
る条例
・北杜市簡易水道給
水条例

・北杜市簡易水道事
業に加入する水道
水受給者

安全で安定した水道水の確実な供給を
図る。

各上下水道センターを拠点として、以下
の業務を実施する。
・簡易水道施設の恒常的な運営及び維
持管理（一部委託）
・簡易水道施設の修繕
・末端における水質検査（委託）
・水道原水の水質検査（委託）
・水源の確保（使用料負担）
・水源の保全（協議会加盟）

A ③ 現状維持 現状維持

156 3

社会資本整備
総 合交付金・
汚水処理交付
金 事業【下水
道事業特会】
(H28 ： 下 水 道
課)

・下水道法
・公共下水道整備区
域の住民

住民の生活環境の向上及び公共用水域
の水質保全を図る。

し尿と生活雑排水を汚水処理場で処理す
るため、排水管渠を新設し、各戸に公共
桝を設置する。

A ④ 拡充 縮小

157 4

施設整備事業
【 農業集落排
水事業特会】
(H28 ： 下 水 道
課)

・北杜市農業集落排
水処理施設条例

・農業集落排水整備
区域の住民

住民の生活環境の向上及び公共用水域
の水質保全を図る。

し尿と生活雑排水を汚水処理場で処理す
るため、各戸に公共桝を設置する。

A ④ 拡充 縮小

安定した水道を供給するために、水道施
設の点検・維持管理を行うとともに、水
源・配水池の運転状況や水需要を把握
し、効率的かつ有効的に運転を行い、経
費縮減につなげます。

・処理場の更新工事及び統廃合による処
理施設の集約

平成28～30年度の3ヵ年の継続委託で、
北杜市水道事業中長期整備計画及びア
セットマネジメント策定業務を行っていま
す。今後、計画的な施設更新・統廃合・資
金確保の長期的な見直しを立て、安定し
持続可能な水道事業運営を進めます。

上下水道施設課

・処理場の更新工事及び統廃合による処
理施設の集約
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158 5

施設管理事業
【 下水道事業
特会】
(H28 ： 下 水 道
課)

・北杜市下水道条例
・特定環境保全公共
下水道施設の保守
及び維持管理

汚水を適切に処理するとともに、継続的
に効率的な稼動をさせるため、処理場の
統廃合も視野に入れ、日々の保守及び
維持管理に万全を期する。

処理場の稼働率に余裕があるため、最良
の状態で稼動させ、維持管理の軽減に取
り組む。

A ④ 拡充 縮小

159 6

施設管理事業
【 農業集落排
水事業特会】
(H28 ： 下 水 道
課)

・北杜市農業集落排
水処理施設条例

・農業集落排水施設
の保守及び維持管
理

汚水を適切に処理するとともに、継続的
に効率的な稼動をさせるため、日々の保
守及び維持管理に万全を期する。

農業集落排水施設を最良の状態で稼動
させるため、現在稼働率に余裕がある処
理場の統廃合を計画する。また、処理方
法等に熟知している民間専門業者と業務
委託契約を締結し、放流水質の向上及び
ランニングコストの軽減を図るため、日々
の保守及び維持管理を行う。

A ④ 拡充 縮小

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 2 ⑦ 0

④ 4 合計 6

① 1 ⑤ 0

② 1 ⑥ 0

③ 23 ⑦ 0

④ 4 合計 29

今後の方向性についての集計（生活環境部）　　　　単位：件

今後の方向性についての集計（上下水道施設課）　　　　単位：件

・処理場の更新工事及び統廃合による処
理施設の集約
・維持管理費の軽減

・処理場の更新工事及び統廃合による処
理施設の集約
・維持管理費の軽減



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

160 1

多面的機能支
払 交付金（旧
農 地・水保全
管理支払交付
金事業）

・多面的機能支払交
付金実施要綱

・農業者
・行政区
・土地改良区
・地域の関係団体か
ら構成される組織

農用地、水路等地域資源の適切な保全
及び管理に資する活動を継続させる。

地域が行う農用地・水路等、地域資源の
日常の保全活動に加え、老朽化が進む
農業用排水路等の長寿命化のための補
修等を行う活動を支援する。

Ａ ① 拡充 拡大

161 2
市単独土地改
良事業費補助
金

・北杜市土地改良事
業補助金交付規程

・行政区または農業
者団体
・農業用施設

農業用施設の整備を行うことにより、安
定した農業経営を図り、農村地域の活力
を向上させる。

農業者団体等が事業主体となり、小規模
な農業生産基盤の整備に要する経費に
対して補助金を交付する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

162 3

農業振興推進
事 業（北杜市
農 業 振 興 公
社）

・（公財）北杜市農業
振興公社

農地の流動化を促進し、担い手農業者へ
の農地集積を図る。

北杜市農業振興公社は、地域の実情に
あった農地の流動化や集団化を円滑に
行い、農地の有効利用を推進している。
優良農地確保のため、農地中間管理機
構の事業を活用しながら、耕作放棄地の
解消事業や面的集積を行い、市や県と連
携し、圃場整備事業の推進、大規模野菜
生産企業の参入推進を図っている。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

163 4
農業振興推進
事 業（鳥獣害
対策）

・農業振興推進事業
補助金交付要綱

・農業者
・農業関係組織

農業の近代化と経営の合理化を推進し、
生産性の高い農業経営の確保と中核的
担い手農業者の育成を図るため、農業施
設の基盤整備を行う。

電気柵等の農業施設を整備することによ
り、農業経営基盤の強化を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

164 5
中山間地域等
直接支払交付
金事業

・中山間地域等直接
支払交付金実施要
領

・北杜市内の集落協
定

農業生産の維持を図りながら、農地の多
面的機能を確保する。

交付金を活用し、農業施設等の維持管理
を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名

農政課

予算増額の検討、調整を進めます。

中間管理機構事業を活用し、農地の貸し
手、借り手の双方が有効的に事業を推進
するため、県費100％の機構借入事業を
活用した農地の整備を進めます。

農業従事者の高齢化が進む中、新規就
農者の確保や集落営農の法人化など、
方法改善を指導し、体制の維持を図りま
す。

交付金が減少傾向であることから、実施
期間の延長、市単土地改良事業への転
換などの検討を進めます。
地域の農業施設を維持するため、周知等
を行い、活動組織を増やしていきます。

課
別
№

遊休農地の解消には、中間管理機構を
通じた借り手の確保、補助事業の一層の
活用を検討し、電気柵設置については、
農業者の営農意欲維持を図るためにも、
補助金等の予算確保を図ります。

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名

課
別
№

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

165 6
産 地 づ く り 対
策市単事業

・北杜市農業振興事
業費補助金交付要
綱

・市内農家
（戦略作物生産者）

水稲作付面積を達成し、併せて農産物の
自給率の増加を図る。

産地化を目指す戦略作物の生産出荷を
行うため、品質検査等を受けた戦略作物
に助成金を交付することにより、農業経
営の基盤強化を図っていく。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

166 7
制度資金等利
子補給事業

・経営体育成総合融
資 制 度 基 本 要 綱
等

・農業制度資金借入
者
・認定農業者

制度資金活用者が農業経営を継続して
安定的に行えるよう支援する。

農業者及び法人農業者が、その農業経
営に必要な農地・機械・設備等の取得
や、経営改善計画の達成に必要な運転
資金の融資を受けるにあたり農業制度資
金を借り入れた場合、または指定災害に
おける被害の復旧にあたり災害復旧資金
を利用した場合、農家の負担軽減のた
め、その利子の補給を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

167 8
営農指導事業
費補助金

・農業振興推進事業
補助金交付要綱

・市内農家
農協・行政が連携し、地域の特性を活か
した営農指導を行い、効率的な農産物の
栽培を行う。

本市の農業振興を図るため、梨北農業協
同組合の営農指導員と連携し、農業経営
指導を行う。また、高品質の農産物の生
産と販路拡大に向けて開拓を行い、市の
特産品としての位置づけと生産振興を併
せて行うため、梨北農業協同組合の営農
指導活動に対して助成する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

168 9
優良家畜育成
事業

・農業振興推進事業
補助金交付要綱

・牛飼育農家
優良品種の導入等を行うことにより、畜
産農家の経営基盤の安定を図る。

優良品種（人工受精用精液）の導入や伝
染病予防注射は、生産量の増加及び品
質の向上を図るとともに、家畜伝染病の
発生予防と蔓延防止を図る点においても
必要なものであることから、優良品種導
入等への助成を行う。

Ｂ ③ 現状維持 現状維持

169 10
担い手農業者
育成事業

・北杜市担い手農業
者育成条例

・市の農業を担う意
欲ある担い手農業
者

新規就農者等の担い手農家の育成と定
着率向上を図る。

育成支援金（農業教育研修助成金、農地
集積助成金）を交付する。

Ｂ ② 拡充 現状維持

米作りは本市の主要作物であることか
ら、今後の制度改正に注視し、主食米の
価格補償について、関係機関と連携し、
調整を進めます。
関係機関と連携し、売れる米作りを進め
るとともに、少子高齢化による担い手不
足を解消できるよう、農業後継者の確保
と効率的な水田農業構造改革を目指して
いきます。

市ホームページ等も活用し、制度資金融
資制度の周知拡大を図ります。

生産者の農業所得の維持を図るために
は、質の安定と優良品種の生産が必要
であることから、JA梨北を通じ、周知を強
化していきます。

市ホームページを活用し、周知を強化す
るとともに、研修受け入れ農家との連携
を目指します。

有機農業、減農薬農業の取組や少量多
品目栽培に対応するため、専門的な知識
の向上を図ります。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名

課
別
№

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

170 11
担い手農業者
農作業機械修
繕費支援事業

・北杜市担い手農業
者農作業機械修繕
費補助金交付要綱

・農業従事者団体及
び組織

大型農業機械を長寿命化することによ
り、営農組織の経営基盤の安定を図る。

中核的担い手農業者の経営基盤強化を
図るため、農作業機械の修繕を行う営農
組織に対して補助金交付を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

171 12
地 域おこ し協
力隊支援事業

・地域おこし協力隊
支援事業実施要綱

・政令指定都市等に
生活拠点を置く住民

地域おこし協力隊員が委嘱終了後に地
域に定住し、地域の新たな担い手として
活性化を図る。

3大都市圏をはじめとする政令指定都市
等に生活の拠点を置く住民を概ね1～3年
間農村に居住させ、農業技術の習得と地
域活動等の行事に参加することを通じ
て、本市農業の新たな担い手として育成
するとともに、地域に定着させる。

Ｂ ① 拡充 拡大

172 13
農業生産基盤
施設管理事業

・北杜市公の施設に
係る指定管理者の
指定手続等に関す
る条例

・農業者
・農政課所管26施設

整備された農業関係施設を有効活用し、
地域の活性化を図る。

農業施設の利用状況を高め、地域の活
性化を促すことで農業振興を図る。

Ｂ ③ 現状維持 現状維持

173 14
環境保全型農
業直接支払交
付金

・環境保全型農業直
接支援対策交付金
交付要綱
・環境保全型農業直
接支援対策実施要
綱

・農業者
・共同経理、販売活
動を行っている集落
営農組織

地球温暖化防止や生物多様性保全に効
果の高い営農活動に対する取組を支援
することにより、農業の多面的機能を維
持していく。

農業者が地球温暖化防止を目的とした、
農地土壌への炭素貯蔵に効果の高い営
農活動や生物多様性保全に効果の高い
営農活動に取り組む場合に支援を行う事
業である。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

174 15
環境循環型農
業推進事業補
助金

・北杜市環境循環型
農業推進助成金交
付要綱

・市内で耕作をして
いる農家

市内農業の循環型システムを維持してい
く。

市内畜産農家で排出された家畜糞尿を
主原料とした堆肥購入助成金（1㎥2,000
円・1袋あたり（16kg）70円予算の範囲内
で交付）

Ａ ② 拡充 現状維持
食の安全・安心に即した減農薬農産物の
推進を図ります。

譲渡に必要な修繕箇所を整理し、予算の
確保を図ります。
民間への譲渡及び財産処分を視野に入
れ、事業を進めていきます。

農業法人に対しヒアリングを行うととも
に、市ホームページなどを活用する中で
周知を強化し、有効な制度の活用を図り
ます。

環境の保全・向上を図るため、取組団体
及び取組面積の拡大を図るとともに、県
へ依頼し、専門的見地から、年間を通じ
て販売が行える品目等の検討により、販
路拡大に取り組みます。

地域に定着させるため、地域おこし協力
隊員の起業を促進します。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名

課
別
№

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

175 16
農村地域新エ
ネルギー利活
用推進事業

・誘致企業のランニ
ングコスト削減と農
地法面の有効活用

太陽光発電システムにより発電した電気
を使用し、配水ポンプ等を稼動させ、誘致
企業のランニングコストを抑制するため、
配水料金を低く抑える。

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金
事業により設置した太陽光発電設備を、
誘致企業がなかなか利用しづらい農地法
面に設置することにより土地の有効活用
を行い、商用電源利用に比べ、低炭素社
会実現のために活用が望まれる新エネ
ルギー（太陽光発電）を使用し、地球温暖
化防止に貢献を行う。

Ｂ ② 拡充 現状維持

176 17
農業施設維持
管理事業

・行政区または農業
者団体
・農業用施設

維持管理を行うことにより、安定した市民
生活及び農業経営を図り、農村地域の活
力を向上させる。

市が事業主体となり、農道等の管理を適
切に行う。特に冬期については、市民の
ライフラインの役割を果たしている主要農
道の除雪を作業委託で行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 2 ⑤ 0

② 3 ⑥ 0

③ 12 ⑦ 0

④ 0 合計 17

今後の方向性についての集計（農政課）　　　　単位：件

委託業者への指導を行い、故障個所を最
小限に抑え、修繕に対し迅速に対応を行
います。

冬期間については、降雪及び凍結等には
予め行政区等と調整を行い、除雪業者と
連携して除雪や凍結防止等の維持管理
を迅速に行ってまいります。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名

課
別
№

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

177 1
鳥獣害対策事
業

・鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適
正化に関する法律
・鳥獣被害防止特措
法
・北杜市鳥獣被害対
策実施隊設置要綱
・北杜市有害鳥獣捕
獲報償金及び有害
鳥獣活動等支援交
付金
・北杜市鳥獣害に強
い地域づくり支援事
業補助金交付要綱

・地域住民
野生鳥獣による農林産物及び人畜等へ
の被害防止の普及と活動の支援並びに
有害鳥獣による被害の減少。

鳥獣害対策を推進するため、活動する地
域活動への支援、自主防除への取組の
ための意識啓発と知識の普及のため講
習会の受講、追い払い活動やパトロー
ル、駆除従事者への助成を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

178 2
市有林整備事
業

・「明野森林環境教
育の森」「音事協の
森」「電機山梨の森」
「北杜モデル林」の4
つの森のうち、明野
町 小 笠 原 地 内 の
1.5ha の 「 音 事 協の
森」と称する市有林
並びに同地内2.37ha
の「絆の森」と称する
市有林

荒廃した市有林を針広混交林の森林とし
て、森林環境教育・保健休養の場及び林
業技術等を広く市民に周知するための森
林を整備するとともに、(社)日本音楽事業
者協会の協働により日本第1号の「音事
協の森」として森づくりを実施する。

荒廃した市有林へ環境保全協力金や造
林補助事業等を活用し、植栽、下刈り、
補植等の施業により森林整備・保全を図
り、森林環境教育の場、保健休養の場と
しての価値を高め、広く市民に周知する。
また、企業や市民からの協力金を用い、
「音事協の森」「絆の森」など憩いの場とし
て活用し、地球温暖化防止の啓発を図
る。

Ｂ ③ 現状維持 現状維持

179 3 林業推進事業
・北杜市杜づくり・木
づかい事業実施要
綱

・市民

健全な森林を育成するため、森林整備を
推進し、森林づくりに欠かすことのできな
い森林・林業に関する知識・技術などを
分かりやすく伝える。

各イベント時に間伐材や身近な木材等で
つくられた木工品に触れる機会を設け
る。また、体験型の講座を開き、森林整
備の重要性を認識し、同時に森林・林業
についての知識や技術を学ぶ。

C ③ 現状維持 現状維持

県や木材関係団体等と連携した取組を拡
充し、木材利用の意義について理解を深
め、利用促進を図り、学校行事へも積極
的に参加して、森林整備に興味を持って
もらうよう、内容を充実していく予定です。
また、広報紙やホームページ及び地区へ
の回覧等で広く募集し、沢山の方々に参
加していただけるような機会をつくるとと
もに、参加者数の状況に応じて開催回数
も増やしていきます。

継続的な活動を推進するため、交付期間
の延長を検討するとともに、電気柵の設
置や捕獲檻の増設を検討します。
地域での活動を行うため、猟友会の新規
会員確保に努めるとともに、効率的かつ
効果的な有害鳥獣対策を県及び各自治
体(定住自立圏域自治体)と連携して推進
します。

下刈りや補植等の施業による森林整備・
保全を図るとともに、市民との協働による
施業等も行い、有効利用を図ります。ま
た、広報紙やホームページを活用した啓
発を行うとともに、学校や保育園などにも
働きかけを行います。

林政課



課別事務事業評価一覧
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事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)
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目的
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180 4 森林整備事業

・北杜市里山整備事
業費補助金交付要
綱
・森林整備活動支援
交付金交付要綱

・森林所有者（森林
施業を行う者）

森林所有者の高齢化等により市内の森
林が荒廃している状況にあるため、水源
かん養、国土保全、生物多様性保全など
の森林の有する様々な機能を発揮する
森林整備の促進を図る。

環境保全基金を活用し、「植林、下刈り、
枝打ち、間伐等」一連の森林整備の施業
に対し、北杜市里山整備事業費補助金
交付要綱に基づき補助を行う。森林整備
には多額の費用がかかるため、森林施
業者による作業効率の向上のための計
画作成の補助を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

181 5
松くい虫防除
対策事業

・森林病害虫等防除
法

・地区保全林
・地区被害拡大防止
森林

森林病害虫を早期に駆除し、蔓延を防止
することにより、森林の保全を図りなが
ら、未被害地への拡大を防ぐ。

伐倒くん蒸処理及び伐倒薬剤処理等によ
り、森林病害虫の予防及び駆除を実施す
る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

182 6
林道維持管理
事業

・北杜市営林道管理
運営条例

・市営林道
(66 路 線 、 136.736 ｋ
ｍ)

林道を安全に通行できるように維持管理
に努め、林道振興の発展に寄与する。

定期的に林道パトロールを実施し、安全
に通行できるよう維持管理に努める。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

183 7 緑化推進事業

・緑の募金による森
林整備等の推進に
関する法律
・緑の募金による森
林整備等の推進に
関する法律施行規
則

・市民
森林・みどりを守り育てていく取組を強化
し、地域の森林整備や緑化推進を推進す
る。

地域で取り組む森林整備や緑化推進に
対して補助金を交付し、緑化の推進を図
る。(緑の少年・少女隊が行う緑化活動)

Ｂ ③ 現状維持 現状維持

184 8
みずがき山自
然公園管理事
業

・北杜市須玉全国植
樹祭会場跡地公園
条例

・みずがき山自然公
園

自然とふれあう場の提供により、来園者
にみずがき山の自然を満喫していただく
とともに、地元農産物・食材を提供するこ
とを促進する。

みずがき自然公園の管理、地元農産物
の直売・食材の提供

Ｂ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 8 ⑦ 0

④ 0 合計 8

今後の方向性についての集計（林政課）　　　　単位：件

活動の趣旨で理解していただくよう、ホー
ムページ等を活用する中で、今後も広く
周知します。

樹種転換事業を積極的に活用していただ
くよう、啓発活動に努めます。

広報紙や市ホームページ及び地区への
回覧等で森林整備計画の重要性を啓発
していく予定です。また、森林組合、民間
業者など森林施業する業者に対しても事
業のPRを引き続き行っていく予定です。

大規模改修や排水対策等国県補助事業
の採択基準に合致するものについては導
入し、対応に努めます。

施設管理に対し、大規模修繕の必要な場
所や交換部品など、計画的な更新を検討
します。
ホームページ等を活用する中で、市で行
うPRや情報発信に努めます。
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185 1

南アルプス世
界自然遺産登
録事業
(H28：観光・商
工課)

・北杜市観光振興事
業費補助金交付要
綱

・南アルプス（動植
物）
・市民（県民、国民）

南アルプスユネスコエコパークにおいて、
自然環境と社会経済とが共生できる地域
づくりを推進する。

南アルプスは、平成26年6月にユネスコエ
コパークに登録され、「北杜市南アルプス
ユネスコエコパーク地域連絡会」を設立
し、環境、文化・教育、ブランド、ツーリズ
ムの4部会で組織している。地域連絡会
が主体となって事業を実施し、自然環境
を保全、利活用し、自然との共生を図り、
「魅力あるまちづくり」を目指す。南アルプ
スユネスコエコパークの周知・PRと普及
啓発を併せて行うとともに、エリアを訪れ
る方の安心と快適性を提供するため、公
衆トイレや案内看板等の整備を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

186 2

観光施設管理
事業
(H28：観光・商
工課)

・観光施設

観光客及び利用者が安全安心かつ好感
を持てるよう日々の管理を行う中で、問題
箇所については修繕を実施し、維持管理
及び施設の長寿命化に努める。

危険箇所、苦情が発生しそうな事項が即
把握出来るよう地元の方々に清掃または
管理を委託し、事故等が発生しないよう
努めるとともに、利用者の満足度向上に
努める。また、利用者から要望があった
際は、早急に現地を確認し、出来る限り
低コストで長寿命となるよう工法・方法を
検討し、慎重に修繕等を実施する。

Ａ ① 拡充 拡大

187 3
観光PR事業
(H28：観光・商
工課)

・観光客
観光事業等の振興を図り、市内への誘客
の推進等を行い、市内の観光業の発展を
図る。

観光パンフレットの作成、観光誘客キャン
ペーン・観光イベントの実施、観光案内等
を通して、本市の魅力を発信し、観光客
の誘客を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

市で保有する写真、印刷製本業者の保
有する写真は、肖像権等の関係もあり、
風景の写真が主であり、「北杜市で何が
できるのか」を伝えるのは難しい状況で
す。そのため、本市の魅力を適切に伝え
ることができる写真の収集を図っていきま
す。そして、収集した写真等を使用し、新
たに本市の観光パンフレットを制作しま
す。

地域住民へ理解を深めるため、情報発信
が重要と考えています。南アルプスユネ
スコエコパークを紹介するパンフレットを
作成しましたが、イベント等で地域を紹介
する際の資料として活用しており、増刷が
必要な場合は予算計上となります。また、
学校教育の中でもユネスコエコパークを
学ぶ授業を実施しており、講師の派遣や
校外学習を実施する場合も必要に応じて
予算計上を検討します。
啓発活動、勉強会等を実施する中で、貴
重な自然環境を保全しながら、地域の活
性化、魅力あるまちづくりを進めていきま
す。関係10市町村と連携して、住民相互
の交流を行い、ユネスコエコパークの理
念に基づく活動を推進していきます。ま
た、受入体制や観光施設の整備を計画
的に図ります。なお、環境省や文部科学
省、山梨県などの関係機関からの支援、
協力体制の強化を働きかけていきます。

観光課

従前においては、登山道や渓谷道におけ
る危険箇所の整備は、職員が応急的な
対応を行ってきましたが、根本的な危険
箇所の解消には至っていません。今後
は、有識者や専門家等の意見を取り入
れ、利用者の安全が確実に確保できる施
設整備を行っていきます。しかし、構造・
規格が良いものであったり、高度な技術
を採用しなければならないケースもあるこ
とから、コスト増となってしまう可能性があ
ります。
また、登山道等においては、未然の事故
防止や登山道の設備の長寿命化を図る
ためにも、年間を通じた点検パトロールや
修繕等の保守を行う業務を専門業者へ
委託します。
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188 4

観 光 イ ベ ン ト
事業
(H28：観光・商
工課)

・北杜市観光振興事
業費補助金交付要
綱

・市民
・観光客

観光客の誘客を図り、地域の活性化につ
なげる。

各実行委員会等に負担金等を支出して、
事業の支援を行う。

Ａ ⑤ 現状維持 縮小

189 5

観光地域ブラ
ンド確立支援
事業
(H28：観光・商
工課)

・観光圏の整備によ
る観光旅客の来訪
及び滞在の促進に
関する法律
・観光圏の整備によ
る観光旅客の来訪
及び滞在の促進に
関する法律施行規
則
・観光地域ブランド
確立支援事業交付
要綱

・観光客（来訪者） 観光客の来訪及び滞在の促進を図る。
観光誘客のために実施している八ヶ岳観
光圏の各種事業を支援する。

Ａ ① 拡充 拡大

190 6

指定管理施設
事 業（温泉施
設）
(H28：観光・商
工課)

・温泉施設（10施設）
観光客及び利用者が安全安心かつ好感
を持てるよう、適切な施設の維持管理と
運営に努める。

指定管理者制度により、適切な団体、法
人等と協定を結び、管理運営を委託す
る。また、観光客及び利用者が安全安心
して利用できるよう指定管理者と協議し、
出来る限り低コストで長寿命となるよう工
法・方法を検討し、必要な修繕等を実施
する。

C ⑥ 縮小 縮小

191 7

指定管理施設
事 業（温泉施
設以外）
(H28：観光・商
工課)

・観光施設
観光客及び利用者が安全安心かつ好感
を持てるよう、適切な施設の維持管理と
運営に努める。

指定管理者制度により、適切な団体、法
人等と協定を結び、管理運営を委託す
る。また、観光客及び利用者が安全安心
して利用できるよう指定管理者と協議し、
出来る限り低コストで長寿命となるよう工
法・方法を検討し、必要な修繕等を実施
する。

Ａ ⑤ 現状維持 縮小

施設の老朽化に伴い、より一層のサービ
ス向上が必要となることで、利用者の幅
広いニーズに応えられるよう指定管理者
と協議を頻繁に行い、改善を図ります。

補助金交付額の圧縮は引き続き行って
いきますが、併せて、自主財源の確保と
補助金に頼らない運営を検討いただくよ
う促していきます。

施設の老朽化に伴い、より一層のサービ
ス向上が必要となります。利用者の幅広
いニーズに応えられるよう指定管理者と
協議を頻繁に行い、改善を図ります。

八ヶ岳観光圏を構成する北杜市、長野県
富士見町、原村は、関東観光広域連携事
業推進協議会に属し、広域観光周遊
ルート「東京圏大回廊」のワインリゾート
に含まれていることから、平成30年度は
広域観光周遊ルート形成促進事業を利
用していくことも検討します。
(一社)八ヶ岳ツーリズムマネジメントが、
全国観光圏推進協議会長並びに日本版
DMO(観光地域づくりプラットフォーム)推
進研究会の会長であるので、国(観光庁)
からの情報収集に努め、できるだけ早期
に方向性を検討し、対応します。
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192 8

観光地域おこ
し協力隊事業
(H28：観光・商
工課)

・地域おこし協力隊
推進要綱
・北杜市観光地域お
こし協力隊設置要綱

・隊員
・北杜市

隊員本人が市に定住、定着し、隊員には
市の観光振興の推進と地域の魅力発信
につながるための企画提案をしてもらう。

本市の観光関連団体（北杜市観光協会・
八ヶ岳観光圏・南アルプスユネスコエコ
パーク地域連絡会・清里観光振興）への
事務や事業を支援しながら、地域住民と
の交流を深め、地域の活性化や情報発
信などに企画提案を行ってもらう。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 2 ⑤ 2

② 0 ⑥ 1

③ 3 ⑦ 0

④ 0 合計 8

観光地域おこし協力隊員に対して、研修
の機会を設けるようにします。また、地域
おこし協力隊が気軽に相談できる機会及
び相互に情報共有できる機会を作ってい
きます。

今後の方向性についての集計（観光課）　　　　単位：件
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193 1

経営改善普及
指導事業費補
助金
(H28：観光・商
工課)

・北杜市中小企業振
興基本条例
・北杜市商工業振興
補助金交付要綱

・市内商工業者（小
規模事業者）

商工業の経営、技術の改善を図り、もっ
て小規模事業者の振興と安定に寄与す
る。

市内商工業者（小規模事業者）に経営改
善普及指導事業を実施する北杜市商工
会に対して、県とともに協調して助成を行
う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

194 2

商工業振興支
援事業費補助
金
(H28：観光・商
工課)

・北杜市中小企業振
興基本条例
・北杜市商工業振興
補助金交付要綱

・市内商工業者（小
規模事業者）

商工業の経営、技術の安定を図り、もっ
て小規模事業者の振興と安定に寄与す
る。

市内商工業者向けの商工振興事業を実
施している北杜市商工会及び商工団体
等に助成を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

195 3

小規模企業者
経営改善利子
補給事業費補
助金
(H28：観光・商
工課)

・北杜市小規模企業
者経営改善資金利
子補給規程

・市内小規模企業者 市内小規模企業者の経営安定を図る。
小規模企業者の経営安定のために特定
の融資を受けた場合に、市の利子補給制
度により利子の一部を補助する。

Ａ ② 拡充 現状維持

196 4

企 業誘致・立
地活動推進事
業
(H28：観光・商
工課)

・北杜市産業立地事
業費助成金交付要
綱
・北杜市企業等振興
支援条例

・市内で新たな企業
投資を行う企業
・製造業等の立地事
業を行う者

企業立地を促進し、雇用機会の拡大を図
ることにより、地域産業の振興及び市民
生活の安定を図る。

・市内で新たに設備投資を行う企業に対
し、助成金等の支援措置を講ずる。
・企業立地、企業投資を実施する際の手
続き等について企業負担の軽減を図るた
めに支援する。
・企業動向や事業用地などについて、情
報の取得や発信に努める。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

197 5

定住促進就職
祝金支給事業
費補助金
(H28：観光・商
工課)

・北杜市定住促進就
職祝金支給規則

・北杜市に居住する
市内就職者

・市内への若者の定住を促す。
・市内商工業の雇用の安定と活性化を図
る。

市内に定住することを前提に、市内企業
に就職した若者に祝金を支給する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

定住促進対策として充実した制度に改め
るには、財政的な負担を伴います。
市ではマイホーム補助金制度や賃貸住
宅建設補助金制度などを創設し、移住・
定住人口の増加を推進しているため、本
事業は他の制度と併せて、総合的な検討
が必要です。

企業ニーズに適合する立地予定地の情
報を早く提供できるよう、用地情報の収集
を積極的に行っていきます。また、企業動
向に関する情報をいち早く取得するた
め、企業誘致イベント等へ積極的に参加
します。

商工会会員の多様化する支援ニーズを
的確に把握し、より専門的な課題に直面
している事業者には、支援ニーズに応じ
た専門家(経営コンサルタント、弁護士な
ど)を派遣し、経営指導を行います。

商工・食農課

地域産業を支えているのは小規模企業
者だけではないため、経営規模の拡大に
より従業員数が増えた事業者についても
支援する必要があることから、支援対象
の拡大を図ります。

小規模事業者が競争力向上と経営基盤
の強化を目的に取り組む人材育成事業
などの中には、雇用創造協議会が行う各
種セミナーなどで支援できる事業もあるこ
とから、小規模事業者のニーズを踏ま
え、雇用創造協議会と連携し、支援して
いきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名

課
別
№

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

198 6

雇 用・人材育
成事業
(H28：観光・商
工課)

・求職者
・求人を行う市内事
業者等

・新規学卒者等求職者の市内事業所へ
の就業を促進する。
・市内事業所等において優秀な人材を採
用する場を提供する。

就業機会の創出及び雇用のマッチングを
図るため、「北杜市就職ガイダンス」を開
催する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

199 7

高齢者雇用対
策事業
(H28：観光・商
工課)

・高年齢者等の雇用
の安定等に関する
法律

・地域高年齢者
地域高年齢者の雇用機会の拡大と安定
を図る。

地域高年齢者の就労を斡旋する公益社
団法人峡北広域シルバー人材センター
の運営を支援する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

200 8

教 育ファーム
事業
(H28：食と農の
杜づくり課)

・食育基本法
・六次産業化法
・北杜市食と農の杜
づくり条例

・保育園児
・小学生

作物を育てるところから食べるところまで
の一貫した農業体験によって、自然への
恩恵や食に係る人々への感謝の念を深
めること、また、農作物の「旬」や季節の
移り変わりなどを感じることなどにより、食
や農への関心度を高め、健康な子ども、
心豊かな子どもの成長につなげる。

生産者の指導を受けながら、水稲・野菜・
大豆の栽培から収穫までの作業及び調
理を行う。
・小学生教育ファーム：日本一おいしいお
米づくり事業、すがたをかえる大豆づくり
（希望校との原っぱ教育連携事業）
・保育園教育ファーム：市立保育園内の
畑等で地元農家の指導により野菜づくり
などを行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

201 9

地産地消関連
施設管理事業
(H28：食と農の
杜づくり課)

・地方自治法
・六次産業化法
・北杜市公の施設に
係る指定管理者の
指定手続等に関す
る条例

・道の駅
・直売所

北杜市産の農産物等の直売を通して、消
費者と地域農業者との交流を深めるとと
もに、地域に密着した農業振興、農家活
性化及び地産地消の推進を図る。

・北杜市産農産物等の提供
・施設利用者からの苦情対応と改善指
導、施設修繕等の計画と実施
・普通財産化への移行施設の見極めと今
後の対応
・老朽化施設の方向性の検討

Ａ ③ 現状維持 現状維持

就職ガイダンスを実施するにあたり、これ
までに開催した就職ガイダンスのアン
ケートにより、ニーズを把握するとともに、
雇用機会が促進されるよう、より効果的
な開催時期と開催場所を検討します。
また、女性の活躍を支援するため、女性
学生や求職者に対して、女性目線でのア
ドバイスや働き方を伝える「就活女子会」
を開催します。

保育園教育ファームの実施について、保
育園主体の事業実施が可能となるよう、
指導農家並びに保育園との協議を進め
てまいります。

施設や設備等の老朽化により、更新が必
要であるものについては、計画的に入れ
替えを行います。
地域の活性化を目的とした施設につい
て、当初の目的を達成したものについて
は、民間への譲渡が可能であるか、検討
を行ってまいります。

高齢者の働く場を安定的に提供できるよ
うな体制づくりをシルバー人材センターに
求めていきます。多様化するニーズに対
応し、かつ高齢者のノウハウを活用して
いけるような機会の創出に努めていきま
す。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画
No. 事務事業名

課
別
№

根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

202 10

地産地消推進
事業
(H28：食と農の
杜づくり課)

・食育基本法
・六次産業化法
・北杜市食と農の杜
づくり条例
・北杜市エコひいき
地産地消協力店登
録要綱

・北杜市内に住所を
有する店舗等
・学校給食

北杜市産品の生産振興・消費拡大を図る
とともに、学校給食等における地産地消
の促進に向けて関係者等との連携した取
組を推進する。

・エコひいき地産地消協力店登録事業：
北杜市産品を積極的に取り扱い、環境に
配慮した店舗等を登録し市内外にPRする
ことで、市産品の生産振興・消費拡大を
図る。
・地域に根ざした学校給食：学校給食課と
連携し、積極的に北杜市産食材を使用す
る。また、生産者等の関係者と交流を図
り、郷土愛の醸成を図る。
・地産地消商品棚設置事業：エコひいき
登録店（棚の借用希望店）に地産地消
コーナー設置のための棚を貸し出し、北
杜市産品の消費拡大を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

203 11
キッチン事業
(H28：食と農の
杜づくり課)

・食育基本法
・六次産業化法
・健康増進法
・北杜市食と農の杜
づくり条例

・公立14保育園、私
立2保育園の年長児
親子
・市内中学生

五感を使った食事作りを体験し、食への
関心を培う。心身の発達には食事が必要
不可欠であることを知ってもらう。保護者
には普段何気なく食べている食事の大切
さを改めて感じてもらい、家族の健康を振
り返るきっかけにしてもらう。

・保育園親子食育
食生活改善推進員の協力により、寸劇

で栄養の基本を学ぶ。地産地消をベース
にした食材を利用し、達成感(自分への自
信を持つこと)を味わうために、子どもが
主となり調理実習を行う。出来上がった
料理を親子や友達と会食し、食事の楽し
さを知る。
・おはよう朝ごはんコンテスト

中学生を対象に健康な暮らしの第一歩
である朝ごはんを毎日欠かさず食べるこ
との啓発活動の一環として料理コンテスト
を実施する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 1 ⑥ 0

③ 10 ⑦ 0

④ 0 合計 11

① 4 ⑤ 2

② 4 ⑥ 1

③ 33 ⑦ 0

④ 0 合計 44

今後の方向性についての集計（商工・食農課）　　　　単位：件

今後の方向性についての集計（産業観光部）　　　　単位：件

事業がスムーズに実施できるよう引き続
き備品等の事前チェックを行い、所定の
時間内で余裕を持って親子で楽しく調
理、試食、片付けまで出来るよう配慮しま
す。

制度や事業の認知度を上げるため、ホー
ムページ、CATVならびに広報紙等を用
いた積極的なPR活動を展開します。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

204 1

土地利用審議
会 開 催 事 業
（ 土地利用対
策事業）

・北杜市まちづくり条
例
・都市計画法
・国土利用計画法
・建築基準法
・山梨県宅地開発事
業の基準に関する
条例
・案件ごとに関わる
法令等

・市内で、主に建築
物を建設する目的で
行う土地の区画形
質の変更を行おうと
している行為

法令等により、適正な工事を施工させ、
周辺地域における災害等の抑止と安心
安全な生活環境を保全する。

根拠法令に基づき、適切な指導・助言を
行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

205 2

宅地分譲事業
（ み ず き タ ウ
ン）【土地開発
事業特会】

・北杜市宅地分譲要
綱

・市内に生活拠点を
求めている方

宅地分譲を実施する中で、安心安全の生
活環境を提供することにより、定住人口
の増加と地域の活性化を図る。

募集区画の管理と継続的な周知によっ
て、販売を促進する。また、地価の動向を
鑑み、必要に応じて不動産鑑定を実施
し、販売価格の適正化を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

206 3
まちづくり計画
推進事業

・都市計画法
・建築基準法　他

・北杜市全域

北杜市が安全で、美しく、心豊かに暮らせ
る場となることを確保するため、市民、事
業者、行政の協働によるまちづくりを推進
する。

市民、事業者及び行政の相互の信頼、理
解及び協力の下、公正で透明な手続きの
中で情報を共有し、良識に基づいてそれ
ぞれの責任を担いながら土地利用の形
成を図るため、北杜市まちづくり条例に基
づき、建築行為等の規制・誘導を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

207 4
景観計画推進
事業

・景観法 ・北杜市全域
行政と市民の協働によるまちづくりを推進
し、本市のかけがえのない美しい風景に
誇りと愛着をもち、次代に引き継ぐ。

山岳・眺望景観の形成、自然景観の形
成、里山・農村景観の形成、歴史・文化的
景観の形成、観光リゾート地域の景観形
成、暮らしの景観の形成等の良好な景観
形成を推進するため、一定のルールを定
め、建築物及び工作物等の新築等の行
為を規制・誘導する。

Ａ ② 拡充 現状維持

208 5
屋外広告物対
策事業

・屋外広告物法
・山梨県屋外広告物
条例

・民間事業者等が設
置又は表示する屋
外広告物

屋外広告物の設置又は表示について規
制を行い、良好な景観を形成し、若しくは
風致を維持し、又は公衆に対する危害を
防止する。

山梨県から事務移譲を受けた山梨県屋
外広告物条例に基づく屋外広告物対策
事業の実施及び巡回監視業務(シルバー
人材センターに委託)により違反広告物の
監視、指導及び簡易な物件の除去等を
行う。

C ③ 現状維持 現状維持

No.

北杜市発展のため、土地の有効利用は
大いに促進する一方で、周辺住民から不
安や心配などの意見が寄せられる施設
については慎重に審査をしていきます。

まちづくり推進課

課
別
№

事務事業名 根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）
事業内容

（どのような方法で 何を行うのか)
評価

今後の方向性

改革案と実行計画

山梨県屋外広告物条例の認知率を向上
させるため、引き続き、あらゆる機会を通
じた周知活動を進めます。
また、これまで実施してきた口頭指導、文
書指導を継続的に進め、県と連携を図り
ながら違反シールの貼付を検討するな
ど、指導を強化します。

まちづくり計画及びまちづくり条例の周知
徹底と適切な指導を行っていきます。

引き続き、届出書類と施工結果に相違が
ないか確認を行うとともに、太陽光発電
設備の新設時には景観形成基準を遵守
するよう周知活動に努めます。

ホームページ、広報紙、民間情報誌へ広
告を掲載するとともに、現在建築中の子
育て支援住宅への入居者及び市内企業
従業員への案内、さらに、観光パンフレッ
トへ掲載を行っていきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No.

課
別
№

事務事業名 根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）
事業内容

（どのような方法で 何を行うのか)
評価

今後の方向性

改革案と実行計画

209 6
地下水観測第
三者評価事業

・白州地内で地下水
を採取する企業
・北杜市で組織する
北杜市白州町地下
水保全・利用対策協
議会

同協議会が共同管理する地下水観測井
戸の継続的なモニタリング事業の信頼性
を高める。

地質学の専門的な知識がある方にモニタ
リング事業で得られた結果を詳細に調べ
ていただき、内容の妥当性について評価
いただく。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 1 ⑥ 0

③ 5 ⑦ 0

④ 0 合計 6

今後の方向性についての集計（まちづくり推進課）　　　　単位：件

北杜市白州町地下水保全・利用対策協
議会で実施しているモニタリングデータを
基にしているため、周知できる情報に限り
があり、かつ、専門的であるため、より市
民にわかりやすい形に加工し、南アルプ
スユネスコエコパーク地域連絡会が実施
するエコパーク推進事業と連携し、講演
会等の周知活動を進めていきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No.

課
別
№

事務事業名 根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）
事業内容

（どのような方法で 何を行うのか)
評価

今後の方向性

改革案と実行計画

210 1
市営住宅維持
管理事業

・公営住宅法

・低額所得者、高齢
者及び障害者等の
住宅に困窮している
者
・共稼ぎ世帯などの
中堅所得者や子育
て世帯及び市内事
業所に勤務し、住宅
に困窮している者

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅
を整備し、これを真に住宅に困窮している
者に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の
安定と社会福祉の増進に寄与する。

市営住宅の維持管理を適正かつ合理的
に実施するため、以下の事務を行う。
・計画的に修繕、環境整備を実施して居
住の安定を図る。
・空室の状況をホームページに掲載する
など、入居率の向上に努める。
・住宅使用料の管理を適切に行い、滞納
者への取組を更に強化することで収納率
の向上に努める。
・収入申告を適切に実施し、家賃を適正
に設定する。また、収入超過者、高額所
得者への対応を適切に行う。併せて、現
況報告書の提出を求め、入居者の実態
把握に努め、不正入居者等を排除する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

211 2
市営住宅等改
修事業

・公営住宅法
・北杜市営住宅の整
備の基準に関する
要綱

・市営住宅等
建物の耐震化などの改修工事を行い、施
設の長寿命化を図る。

「市営住宅総合活用計画・長寿命化計
画」に基づき、市営住宅の改修を実施し
ている。定期的な点検を実施して適切な
時期に予防保全的な改修及び耐久性の
向上を実施することで、施設・建物の長寿
命化が図られ、入居者の安全性確保及
びコストの削減が可能となる。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

212 3
市営住宅解体
事業

・「北杜市営住宅総
合活用計画・長寿命
化計画」で用途廃止
と位置づけ、その後
に入居者が移転もし
くは退去した市営住
宅

「北杜市営住宅総合活用計画・長寿命化
計画」に基づき、用途廃止後に解体撤去
した市営住宅跡地について、建て替えも
しくは土地の有効利用を検討する。

対象となる木造戸建住宅において、入居
者の退去後直ちに解体工事を行う。

Ａ ① 拡充 拡大

住宅課

国の補助制度や起債などを勘案する中
で、計画に沿った事業を行います。また、
現地調査を行い、施設の劣化状況に応じ
た改修方法や施工範囲の検討を行い、
各住宅に適した改修内容を具体的に決
定していきます。
常日頃から市営住宅建物・施設を目視で
確認していくことで、入居者の安全性の
確保に努めます。

計画的な修繕・環境整備の実施を行いま
す。また、収納率向上のため口座振替の
再引落とし、コンビニ収納等を検討しま
す。
昨年、一昨年と同様に小規模修繕などは
入居者からの通報後速やかに対応し良
質な住宅の供給に努め、財源となる住宅
使用料(家賃)の収納率向上のための業
務をきめ細かく行い、また、これまで以上
に収納課等との庁内の情報連携を高め、
収納率の向上に努めます。

築年数40年を超える木造戸建て市営住
宅を平成31年3月を期限に用途廃止し、
取り壊すこととしています。これにより、期
限としている当該年度前後の解体戸数が
増加する見込みです。
市有地の有効活用を図ることからもこの
事業を推進する必要があり、昨年、対象
世帯への個別訪問を行い、動向の調査を
行ったところですが、今年度改めて個別
に訪問し、可能な限り意向に沿った入居
替えにつなげていきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
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別
№
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今後の方向性

改革案と実行計画

213 4
木造住宅耐震
化支援事業

・北杜市木造住宅耐
震診断事業実施要
綱　等

・建築基準法（耐震
関係）が改正された
昭和56年5月31日以
前に着工され、市内
に住所を有する個人
が所有する木造在
来軸組工法の住宅

震度6程度の地震に耐えられるよう改修
する。

市が実施する耐震診断を受診し、震度6
程度の地震に自分の家が耐えられるか
確認してもらう。また、耐震診断の結果
で、総合評点0.7未満と診断された住宅に
ついて、耐震改修への誘導を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

214 5
ア ス ベ ス ト 飛
散防止対策事
業費補助金

・北杜市アスベスト
飛散防止対策事業
費補助金交付要綱

・市内に存在する建
築物で、アスベスト
が含有するもの

アスベストの含有調査及び除去を実施す
ることで、アスベストによる健康被害を未
然に防止する。

市内に存在する建築物の所有者が、吹
付け建材に対するアスベストの含有調
査、もしくはアスベスト除去等を行う場合
に、予算の範囲内で費用の全部もしくは
一部を補助する。

C ⑥ 縮小 縮小

① 1 ⑤ 0

② 0 ⑥ 1

③ 3 ⑦ 0

④ 0 合計 5

今後の方向性についての集計（住宅課）　　　　単位：件

調査事業に関しては、平成29年度末で国
の補助金は終了予定であるため、今後事
業終了について県も含める中で検討して
いきます。

県の要綱改正を受け、本市の要綱の一
部改正を行い、補助金交付額の引き上げ
を行いました。具体的には、交付対象世
帯に「未就学児子育て世帯」を追加し、補
助金額を高齢者等世帯と同額にしまし
た。補助金額については、耐震改修に係
る対象経費2/3以内で120万円以内としま
した。(平成29年4月1日から適用)
今後も継続的に広報などを活用し周知を
行い、耐震改修への誘導を図ります。同
時に、過去の耐震診断の受診者に対して
通知の発送を行うなど、引き続いて耐震
化に向けた取組に関して促していきま
す。



課別事務事業評価一覧
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別
№
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今後の方向性
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215 1
河 川維持・改
修事業

・河川法 ・準用河川
河川の氾濫等の可能性がある危険箇所
の補修と河川美化を実施し、住民の生命
や財産を守る。

土砂災害の原因となる河川への土砂や
樹木等の撤去など、河川の管理事業を行
うことにより、甚大な災害を未然に防止す
る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

216 2
市道除雪事業
（ 凍結防止事
業）

・道路法
・市道(指定路線)及
び集落内道路

降雪時及び路面凍結時に、通行の安全
確保のための除雪や融雪剤の散布を行
う。また、地域に融雪剤を配布し、集落内
道路の除雪業務に協力を得る。

道路の積雪が10cmに達した場合、市が
委託する業者が除雪作業を開始する。路
面が凍結する恐れのある時や除雪後の
路面凍結防止のために、各総合支所の
職員が専用機械を使用し、融雪剤の散布
を行う。また、地域に融雪剤を配布し、指
定路線以外の集落内道路について、除
雪業務への協力を得る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

217 3
中部横断自動
車道推進事業

・中部横断自動車道
建設事業
・中部横断自動車道
の整備を見据えたま
ちづくり

基本計画路線から整備計画路線に格上
げし、早期着工を目指す。また、地域住
民が主体となって、整備を見据えたまち
づくりを行う。

中部横断自動車道の早期着工を目指し
て、国等関係機関への陳情、女性みちの
会による女性の観点から「みちづくり」に
ついての情報交換や意識啓発を行う。ま
た、中部横断自動車道の整備を見据え、
北杜市の恵まれた地域特性を踏まえな
がら、地域の活性化に結びつける取組等
を主体的かつ計画的に推進するための
まちづくりの構想を検討する。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

218 4
市道維持管理
事業

・道路法 ・市道
良好な道路機能の維持を図り、交通の安
全を確保する。

道路パトロールにより道路照明等の点検
及び修繕を行い、主要市道の除草及び
側溝清掃等をシルバー人材センターに委
託することにより、施設の機能を回復させ
る。また、豪雨等で砕石が流れて通行が
困難になった箇所を復旧させるための砕
石を支給するなど、市道の良好な機能を
維持することにより、道路施設の瑕疵に
よる交通事故の防止を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

女性みちの会による長野県と山梨県との
交流を通じて、継続した情報交換と意識
啓発を図るとともに、「まちづくりビジョン」
及び「道路プラン」を基本に、「市民の取
組みプラン」を作成し、国に市の意向を提
示しながら、最善の道路建設が行われる
よう要望してまいります。

除雪業務については、公共事業の減少
や機械の老朽化及び作業員の高齢化等
により、委託できる業者が減少しておりま
す。特に、機械経費が高額となるため、必
要に応じて、維持管理費を考慮した固定
費の設定や委託料の検討を行います。

気象状況の変化に伴うゲリラ豪雨や台風
等により、全国的に河川の氾濫が多く
なっております。特に台風シーズンにおい
ては、市民からの情報提供もお願いしな
がら連絡体制を強化し、対応を行ってま
いります。

シルバー人材センターに委託している道
路維持業務において、側溝清掃や草刈
に加え、道路パトロール及び緊急補修業
務を追加して、舗装の穴埋め等、迅速な
対応に努めてまいります。また、市内全
域の日常的なパトロールと舗装欠損部の
応急保守等を行えるよう、道路監視員の
配置について、関係部署と協議・検討し
てまいります。

道路河川課
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219 5 市道補修事業 ・道路法
・市道
・橋梁

交通の安全と良好な道路機能の確保
支所単位で維持管理を行うことにより、小
規模な補修について迅速な対応ができ
る。

Ａ ② 拡充 現状維持

220 6
市単道路新設
改良事業

・道路法 ・市道 利便性及び安全性の向上を図る。
砂利道や幅員の狭い道路を拡幅改良・舗
装・側溝整備等を実施することにより、安
全な車両等の通行を確保する。

Ａ ② 拡充 現状維持

221 7

防 災・安全社
会資本整備交
付 金事業（交
安）

・道路法 ・市道

通学路の合同点検を受け、危険と位置づ
けられた箇所を中心に、歩道並びに交通
安全施設を整備し、児童が安心して通学
できる環境づくりを目標とする。

国の社会資本整備総合交付金（国庫補
助率60％）を活用し、通学路等の整備を
行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

222 8

防 災・安全社
会資本整備交
付 金事業（修
繕）

・道路法 ・市道

今後、老朽化が予想される道路ストック
（橋梁・舗装等）を計画的に修繕し、信頼
性の高い道路ネットワークを確保する。ま
た、従来の対処療法的な管理から予防保
全的な管理を行うことで将来の維持管理
コストの縮減を図り、次世代へ道路ネット
ワークを引き継ぐ。

橋梁長寿命化修繕計画に位置づけた橋
梁のうち、緊急的に修繕が必要な橋梁の
安全性を確保するとともに、長寿命化を
考慮した修繕の実施と安心な道路ネット
ワークを確保するため、道路ストック点検
に基づき、計画的かつ予防的修繕を実施
する。

Ａ ② 拡充 現状維持

223 9
社会資本整備
総合交付金事
業（改築）

・道路法 ・市道

インターチェンジへのアクセス並びに地域
間を結ぶ道路の連絡強化を図り、利便性
の高い居住空間の整備による人口流出
の抑制、アクセス性が高く渋滞のない観
光地までの道路整備による観光客数の
増加や商工業施設の誘致を促進し、活力
のあるまちづくりを図る。

中央自動車道にかかる須玉IC、長坂IC並
びに小淵沢ICへのアクセス道路及び関連
道路の整備と、無電柱化及び修景整備を
行う。

Ａ ② 拡充 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 4 ⑥ 0

③ 5 ⑦ 0

④ 0 合計 9

通常の維持補修では対応ができない大
きな改修・補修事業については、平成27
～28年に実施した「地域の活性化事業」
や平成29年度に各支所で実施している
「地域課題早期対応事業」での取組が必
要であります。今後も、一定の予算を確
保した中で、課題解消を図っていきます。

補助金充当の要望額満額確保のため、
必要性及び早期完了に伴う低コスト化を
県道路整備課に進言し、予算の確保に努
めます。

設計委託段階での低コスト化を図り、安
定した予算の確保に努め、事業を遂行し
ます。

補助金充当の満額確保に努め、実施期
間内での完了を目指します。

今後の方向性についての集計（道路河川課）　　　　単位：件

道路構造物の老朽化に伴い、修繕コスト
への対応が迫られているため、県道路整
備課と協議し、新規事業への移行及び補
助金の確保に努めます。
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224 1
国土調査修正
事業

・国土調査法
・不動産登記法
・地方税法

・国土調査時の錯誤
に対する地籍調査
成果図の修正

土地所有者の申出の上、修正を行うこと
により、地権者の財産・権利を確保する。

地図訂正、地籍更正等について、地方税
法第381条第7項の規定に準じた修正の
申し出や地籍調査関係通達等による地
籍調査の成果の処理規定により修正を
行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

225 2
未登記用地解
消事業

・不動産登記法

・道路改良事業等に
より整備した道路用
地等において、不動
産登記法第14条地
図と現状の形状の
整合が図られていな
い土地

分筆・所有権移転登記をすることで、登記
台帳面積と市土地課税台帳面積の整合
性を図り、公租公課等国民負担の公平
化、土地に関する紛争の防止、地権者の
財産・権利を確保する。

地権者等の現状を把握し、関係者から事
業実施の理解と協力を得た上で用地測
量の業務委託を行う。これにより、確定し
た潰れ地について、市への所有権移転の
承諾を得て、分筆、所有権移転登記を管
轄法務局に嘱託する。また、これらに関
わる相続、抵当権抹消等についても併せ
て嘱託登記を行う。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

226 3
土地情報シス
テム保守管理
事業

・国土調査法
・不動産登記法

・北杜市内の地籍図
地籍図の電子化により、多目的な活用を
図る。

土地情報システムの万全を期すため、保
守管理を委託している。法務局での所有
権移転や分筆登記について、定期的なシ
ステムの更新を図り、法務局図面との相
互性を図る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

227 4
法定外公共物
維持事業

・北杜市道路整備事
業補助金交付要綱

・住生活に密着した
公共性のある法定
外公共物

法定外公共物の整備に対し補助等を行
い、利用者の安全確保を図る。

法定外公共物の管理は、利用者、地域に
よる共同作業等を基本としており、市で
は、区長または利用者を代表する者から
の申請に基づき、原材料の支給や原材
料相当額の補助金交付などを行ってい
る。

Ａ ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 4 ⑦ 0

④ 0 合計 4

① 1 ⑤ 0

② 5 ⑥ 1

③ 17 ⑦ 0

④ 0 合計 24

今後の方向性についての集計（用地課）　　　　単位：件

今後の方向性についての集計（建設部）　　　　単位：件

引き続き、適切な事務処理に努め、でき
るだけ多くの地域を整備できるよう努めま
す。また、総合支所と連携する中で、現地
確認を行うと同時に総合支所間でも情報
共有しながら効果的な支給を行います。

用地課

法務局の情報との相互性を図り、情報を
更新するとともに、地図上の不整合等に
ついては必要に応じて地図訂正を行うな
ど、より的確な対応を行います。

未登記台帳や土地所有者からの情報を
基に、毎年用地測量を行うとともに、北杜
市地理情報システムにより土地の確認を
行います。

業務単価については、年度当初に単価
契約を締結しているため、単価変更など
の調整は困難ですが、個々の業務契約
時に委託内容を精査し、削減に努めま
す。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入

228 1
原っぱ教育創
生事業

・教育基本法
・学校教育法

・市立小・中学校の
児童・生徒

夢を持ち、未来を切り拓く心身ともにたく
ましい北杜の子どもづくりを目的とする。

既存の特別活動や総合的な学習時間を
利用して、指導目標に沿ってそれぞれの
学校が工夫を凝らしながら、体力づくり、
自然、文化や歴史を学習する。また、「た
くましい北杜っ子育成事業」として、豊か
な発想と指導項目及び実践内容を基に、
各小・中学校の自由な実践活動に対し補
助金を交付する。

A ③ 現状維持 現状維持

229 2
小中学校単独
補助教員等配
置事業

・学校教育法
・北杜市立小・中学
校管理規則

・市立小・中学校の
児童・生徒

単独補助教員等を配置することにより、
学習環境を整える。

通常学級に在籍する障害を持った児童・
生徒に対し、特性に応じたきめ細かな指
導を実施する。また、図書館司書及び業
務員を配置することにより、学習環境を整
備する。

A ③ 現状維持 現状維持

230 3
英語指導助手
招致事業

・市内小・中学校に
在籍する児童・生徒

生きた外国語や外国文化・生活に触れる
機会を提供し、外国語等によるコミュニ
ケーション能力の向上と国際感覚の養成
を図る。また、英語への関心を高め、学
力の向上を図る。

外国語指導助手による中学校での英語
授業の補助。小学校の新学習指導要領
に基づく外国語活動の補助。

A ① 拡充 拡大

231 4
小中学校就学
援助事業

・教育基本法
・学校教育法
・北杜市要保護及び
準要保護児童等援
助費支給要綱

・市内に住所を有す
る要保護・準要保護
児童・生徒の保護者

児童・生徒の義務教育の円滑な実施
経済的理由によって就学困難と認められ
る児童・生徒の保護者に対して、必要な
援助を行う。

A ② 拡充 現状維持

No. 事務事業名 根拠法令・要綱等
対象

（誰を 何を）
目的

（どういう状態にしたいのか）

教育総務課

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

各学校の原っぱ教育事業の実施計画
が、原っぱ教育の基本目標の達成につな
がるような実践活動であるか検討しま
す。

JETプログラムから民間ALTに変えること
で、ALTが怪我などによる長期休暇を余
儀なくされた時にも迅速に対応できます。
指導面においても優秀な人材確保や職
員の事務負担減が実現できます。しか
し、民間ALTを採用した場合には、財政
支援がないため費用は増大します。
また、新学習指導要領において、小学校
の外国語活動が教科化されることに伴
い、ALTの人数も増やす必要があること
から、外国語教育における学校間の調整
やALTの活用に係るコーディネーター役
を務める担当者の増員を検討します。

児童・生徒数は減少傾向にありますが、
昨今の経済状況により雇用環境は厳し
く、また、ひとり親世帯の増加も予想され
ます。市では、この制度の趣旨及び申請
手続きの徹底を図り、認定にあたっては
申請書の経済状況を適切に判断しなが
ら、生活困窮世帯、低所得世帯の支援を
行い、児童・生徒が適切に義務教育を受
けることができるよう支援します。
また、就学援助費のうち、入学準備に係
る費用を前倒しして交付できるよう要綱
改正を行うなど、事業の拡充を図ります。

学習支援を行う補助教員と生活支援を行
う支援員の区分けをして配置し、有効な
人材活用を図ります。
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（どのような方法で 何を行うのか)
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今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

232 5
小中学校教育
振興事業

・教育基本法
・学校教育法

・市立小・中学校の
児童・生徒

地域に根ざした、心身ともにたくましい教
育の実践をはじめ、基礎学力の向上や心
身の健康づくりなど教育内容の充実を図
るため、教材等を整備する。

各小・中学校の教材備品、消耗品、図書
等を購入する。

A ③ 現状維持 現状維持

233 6
小中学校統合
整備事業

・北杜市小中学校適
正配置実施計画
・高根地区小学校統
合計画

・高根東小学校
・高根北小学校
・高根清里小学校

3校を1校に統合する。

3校を1校に統合し、現在の高根東小学校
校舎を使用するため、その改修及び統合
に必要な整備を行い、平成31年4月に新
しい学校として開校する。

A ② 拡充 現状維持

234 7
小中学校管理
事業

・学校教育法
・学校保健安全法
・北杜市立小・中学
校管理規則

・市立小・中学校
小・中学校の管理運営を行い、安全で衛
生的な充実した教育環境を確保する。

施設の適切な維持管理を行う。 A ③ 現状維持 現状維持

235 8
小中学校施設
等整備事業

・義務教育諸学校等
の施設費の国庫負
担等に関する法律

・市内小・中学校の
施設

安全、安心な小・中学校施設の整備を行
うことにより、児童・生徒の安全を図る。

小・中学校施設において必要な修繕、改
造を施し、安全で衛生的な学びやすい環
境整備を行う。

A ① 拡充 拡大

236 9
安全体制整備
事業

・山梨県地域ぐるみ
の学校安全体制整
備推進事業費補助
金交付要綱

・市内小・中学校の
児童・生徒

学校の安全管理を充実させ、児童・生徒
が安心して教育が受けられるようにする。

スクールガードリーダーによる学校の巡
回指導やスクールガード養成講習会等を
開催する。また、市内小・中学校にAEDを
設置し、安全管理に努める。

A ③ 現状維持 現状維持

237 10
小 中 学 校 ス
クールバス運
行事業

・北杜市小中学校ス
クールバス運行規
則

・市内小・中学校に
遠距離通学する児
童・生徒

児童・生徒の遠距離通学の緩和や登下
校の安全を確保するためにスクールバス
を運行する。

遠距離通学の対象となる地区にスクール
バスを運行し、児童・生徒の登下校の送
迎を行う。

A ① 拡充 拡大

今後も引き続き一括入札を行い、支出を
抑えることで緊急の修繕等に対応できる
ようにします。

各学校の教育振興費の内容を精査した
上で予算措置し、児童・生徒の学習環境
を整備します。

高根地区小学校統合計画に基づき、平
成31年4月の開校に向け、進めていきま
す。

小・中学校スクールバス車両整備計画に
基づき、バス車両の更新を行います。ま
た、運行について安全で確実な送迎がで
きる方法を継続して検討します。

市内小学校9校(統合の高根北小、高根
清里小は除く)の学校施設を中長期保全
化計画に基づき、平成31年度までに集中
的に改修したいと考えます。また、中学校
においては、本年度策定の中長期保全
化計画により、改修計画を作成したいと
考えます。

登下校に際し、大きな事故や事件は発生
しておらず、現状維持としますが、引き続
きスクールガードリーダーの確保に努め
ます。
また、AEDについては、定期的に動作確
認を行うよう指導していきます。
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238 11
小中学校情報
化推進事業

・市立小・中学校

情報教育、教科指導における ICTの活
用、校務の情報化等を図り、教育の質を
向上させる。また、学校間格差の是正を
図る。

学習指導要領を踏まえた情報教育やICT
活用の推進、校務の情報化等を図るた
め、教育用パソコンや校務用パソコン、電
子黒板等を整備する。

A ① 拡充 拡大

239 12
中学生海外交
流事業

・北杜市中学生海外
交流事業実施要綱

・本市に住所を有す
る市立中学校の生
徒

市立中学校に通学する中学生を海外に
派遣し、英語力の向上を通じて、自らが
国際社会との係わり合いを学ぶことで、
広い視野と柔軟な思考力を養い、本市の
地域社会や郷土に愛着や誇りを持って、
自立的に行動ができる国際感覚豊かな
人材の育成を目指し、本市・学校・地域の
国際理解教育推進の一員として異文化
交流意識の高揚を図る。

本市の次代を担う中学生が異なる文化・
言語・人々の中で日常生活を体験し、相
互の文化と社会の理解を深めるととも
に、協調して形成していく社会のあり方を
考える機会を与えるため、市内中学校に
通学する中学生を隔年でカナダに派遣す
る。

A ③ 現状維持 現状維持

① 4 ⑤ 0

② 2 ⑥ 0

③ 6 ⑦ 0

④ 0 合計 12

今後の方向性についての集計（教育総務課）　　　　単位：件

北杜市立小中学校教育情報化整備計画
に基づき、毎年度計画的に整備を進めて
いきます。また、国の動向に注視しなが
ら、補助金など活用できるものがあれば
積極的に活用していきます。
予算の有効活用、費用対効果を鑑み、学
校現場の教職員の声を聞きながら、現場
に即した情報機器等の整備を進めるとと
もに、整備した機器を教職員が積極的に
活用するよう、スキルアップ研修なども実
施していき、教職員のスキルアップを図り
ます。

課題を改善し、また、中学生海外交流事
業の経費削減や費用対効果の向上を図
る方法を検討した結果、中学生を毎年英
語圏の国に派遣する機会を確保しなが
ら、経費を削減する方法として、中学生海
外交流事業を平成28年度から隔年で実
施するよう実施方法を改善しています。
今後は、米国ケンタッキー州マディソン郡
への中学生ホームステイ派遣事業の動
向に注目しながら、必要に応じて方法等
を協議します。
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240 1
生涯学習推進
事業

・社会教育法 ・市民

いつでも、どこでも、だれでも学ぶことが
できる生涯学習社会の構築を目的に、市
民のニーズに沿った各種講座の開催案
内、学習活動の状況と成果の発表、PR等
をするため情報誌を作成し、市民へ情報
提供する。

各種講座等の開催案内や活動状況を報
告するための情報誌を年2回発行する。

C ⑤ 現状維持 縮小

241 2
生涯学習講座
開催事業

・教育基本法
・社会教育法

・市民
学習の場や機会を提供し、市民の学習意
欲を高める。

・様々な学習講座を開催して市民の学習
環境を作る、また、グループやサークル
等が行う主体的な学習講座の立案と運
営を支援する。
・タレントバンクに登録する講師を活用
し、市民ニーズに即した学習講座を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

242 3
北杜ふれあい
塾開催事業

・社会教育法 ・市民
人との出会いと学ぶ楽しさを提供し、生涯
学習社会の構築のため、学習活動の更
なる充実を図る。

東京藝術大学との連携などによる著名な
講師を招いた講演会、コンサート、ワーク
ショップなど、市民ニーズを把握して、学
習講座を年間5～8回程度開催する。

A ③ 現状維持 現状維持

243 4
公民館事業推
進費

・教育基本法
・社会教育法
・北杜市公民館条例

・公民館
公民館が住民の参画と協働により適正に
運営されている状態を維持できるよう、公
民館運営審議会で検討する。

住民の意見を公民館事業に反映させる
ため、北杜市公民館運営審議会委員を
委嘱し、審議会を運営する。公民館事業
の企画や内容について、調査・審議、意
見具申を受ける。

A ③ 現状維持 現状維持

244 5
公民館分館管
理事業

・地方自治法
・社会教育法
・北杜市公民館条例
・北杜市公民館分館
条例

・自治公民館（須玉
地区中央分館及び
地域の分館）
・館長並びに主事

地域における公民館活動の推進を図る。

地域における生涯学習活動（公民館活
動）の拠点たる、地域の自治公民館（中
央分館及び分館）について、地域におけ
る市民の自主的・主体的な生涯学習活動
を牽引している館長・主事を設置する。

A ③ 現状維持 現状維持

地区説明会等で、活動補助金、整備費補
助金の交付についての意見が出されて
いることから、その意見についての検討
を行います。

新たな公民館組織体制での公民館事業
が円滑に行えるよう、調査・審議、各会議
や大会への参加を継続していきます。

生涯学習課

無作為抽出アンケートや講座ごとのアン
ケートを踏まえ、曜日や時間帯等、市民
のニーズに即した生涯学習講座を実施し
ます。

今後、年々予算が減少する中、情報内容
をより分かりやすく、親しみやすくなるよう
に、ページ数及び配布部数を検討しま
す。

社会教育委員、連携協定を結んでいる大
学との協働について検討し、バラエティに
富んだ講座を提供していきます。
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245 6
公民館分館活
動補助金

・地方自治法
・社会教育法
・北杜市公民館分館
活動補助金交付要
綱

・北杜市公民館条例
第3条に掲げる分館
並びに中央分館

分館活動（公民館的活動）に対して活動
費を助成することにより、地域の社会教
育を振興する。

社会教育法上、公民館事業は本来行政
が直接実施するものであるが、集落が点
在する本市においては、各地域のコミュ
ニティ単位で事業を行うのがはるかに効
果的であるため、北杜市公民館条例第3
条において分館並びに中央分館として位
置づけている活動団体が行う公民館的学
習事業に対し、事業費の一部を補助す
る。

A ⑤ 現状維持 縮小

246 7
公民館分館整
備費補助金

・地方自治法
・社会教育法
・北杜市公民館分館
施設整備費補助金
交付要綱

・北杜市公民館条例
第3条に掲げる分館
並びに中央分館

分館活動（公民館的活動）の実施場所と
なっている公民館類似施設の修繕に対し
て費用の一部を助成することにより、地
域の社会教育を振興する。

本市においては、各地域のコミュニティ単
位で公民館的な事業を実施する活動場
所を確保するため、北杜市公民館条例第
3条の規定により、分館並びに中央分館
として位置付けている公民館類似施設の
修繕等に対して、事業費の一部を補助す
る。

A ② 拡充 現状維持

247 8
社会教育推進
事業

・北杜市社会教育委
員条例
・北杜市社会教育委
員会議事運営規則

・社会教育委員（16
名）

社会教育に関し教育委員会へ助言する
ため、または諮問に答申するため、会議
を開催するとともに必要な研修を行い、資
質の向上を図る。

・年4回の定例会議のほか、必要に応じて
臨時会議を開催し、北杜市生涯学習計画
の立案、諮問に対する調査研究と答申な
どを行う。
・全国、関東、県社会教育研究大会また
は研修会に参加し、社会教育についての
必要な知識を習得する。

B ③ 現状維持 現状維持

248 9
成人式開催事
業

・社会教育法 ・市民（成人者）
次代を担う新成人を祝福し、成人に達し
た誇りと自覚を高める機会として開催す
る。

・式典、記念写真撮影と成人者が一堂に
会せる場の提供
・平成28年度成人式：平成29年1月8日
(日) 八ヶ岳やまびこホール（高根ふれあ
い交流ホール）
・対象者：男237名、女241名　計478名

A ③ 現状維持 現状維持

249 10
家庭教育推進
事業

・子を持つ親及び子
親が子どもの健全育成を目指して日々行
う教育的働きかけである家庭教育が十分
に行われるよう支援する。

授業参観日及びPTA研修、または学校教
育の授業カリキュラムの道徳の時間を利
用した、小・中学生の保護者及び親子学
習講座。

A ③ 現状維持 現状維持

社会教育委員会議開催時に、助言と指
導を行う機会を社会教育委員と検討しま
す。

施設の老朽化などにより、地区からの修
繕要望が毎年多いことから、施設の状況
把握を図る中で、要綱に基づいて公民館
の修繕に対する補助に努めます。

講師・学校との調整の中で、保護者が参
加しやすい時間を検討します。

県内市町村の状況(式典、アトラクション)
を確認し、より多くの新成人に参加しても
らうよう、PR活動等の検討を行います。

引き続き、事務手続きや公民館活動の指
導、助言に努めます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

250 11
社会教育施設
管理事業

・地方自治法
・社会教育法

・市民
・施設利用者

施設の維持管理、整備を行い、適正な環
境を保持することにより、市民及び利用
者に最適な学習環境を提供する。また、
市民の自主的・主体的な生涯学習のため
に、必要な機会と場を提供する。

生涯学習のための社会教育施設として、
利用者の声を施設運営に反映しながら、
安全かつ快適に使用してもらえるよう維
持管理に努める。

B ③ 現状維持 現状維持

251 12
スポーツ団体
等補助事業

・北杜市生涯学習振
興補助金交付要綱

・北杜市体育協会、
市民
・全国大会等に出場
する市民、団体

体育協会の自主的な事業の企画運営と、
市民の各種大会への積極的な参加を通
じスポーツの振興と健康づくりの促進を
図る。また、県外で行われるスポーツ大
会等に出場する団体、個人に対しその経
費の一部を補助することにより、その活
動を助長し、競技レベルの向上とスポー
ツ振興を図る。

・市民誰もが気軽に楽しく参加できる事業
等を企画、実施する。
・体育協会の自立促進を図る。
・県内予選を勝ち抜いて県代表として出
場する市民、団体に補助対象経費の3分
の1以内を補助する。

A ③ 現状維持 現状維持

252 13
スポーツ推進
委員活動事業

・スポーツ基本法
・北杜市スポーツ推
進委員条例

・市民

地域住民が継続的に様々なスポーツ活
動が行える生涯スポーツ社会を構築する
とともに、自発的な健康づくりの意識高揚
と実施を推進する。また、スポーツ基本法
に基づき、学校、地域（スポ推）、行政が
連携して子どもの体力向上に努める。

・スポーツ基本法に基づき、スポーツ推進
委員がスポーツの技術指導、各種大会
の運営の担い手、地域組織とのコーディ
ネート役として活動し、スポーツ振興を図
る。
・スポーツ推進委員が、ウォーキング、老
人健康祭りなどの自主事業としてのス
ポーツイベントを開催し、市民の健康づく
りを推進する。
・スポーツ推進委員が、小学校の要請に
基づき、子どもの体力検定において、測
定、体力向上のためのスポーツ指導を行
う。

A ③ 現状維持 現状維持

253 14
生涯スポーツ
推進事業

・スポーツ基本法
・社会教育法

・市民
市民の健康を保持・増進するために、誰
もが気軽に参加できる生涯スポーツの推
進を図る。

・スポーツ関係団体等との連携により、各
種スポーツイベント及びスポーツ教室を
実施する。
・教育センターにあっては、地域の特性を
活かした事業を展開する。

A ③ 現状維持 現状維持

芸術文化スポーツ振興基金活用事業、
環境保全基金活用事業を活用して、小・
中学生だけでなく、幅広く市民が一流ス
ポーツ選手と触れ合える機会を創出して
いきます。
事業参加者からのアンケート結果を基
に、今後の計画に対する指針としていき
ます。また、実施してほしい教室などの市
民の声を聞く中で、よりニーズに合った事
業を行えるよう計画していきます。
スポーツ関係団体等の連携が円滑に行
えるよう、連絡調整会議を定期的に開催
します。

各種事業において、スポーツ推進委員の
人数や役割が偏らないよう、バランス良く
人員を配置できるよう進めていきます。ま
た、事業を行う上で必要な資格の取得に
取り組みます。

公共施設等総合管理計画の方針に基づ
き、施設の複合化や集約化を検討する中
で、計画的な補修・整備を実施します。今
後5年ごとまたは大規模改修時に使用料
の改定を実施します。(前回平成26年4月
1日改定)

体育協会が指定管理業務と自主的な事
業の企画運営がスムーズに行えるよう、
業務内容の整理を行っていきます。
県外スポーツ大会等参加補助金の申請
数が増加傾向にあるため、補助金交付の
対象及び補助対象経費の条件の見直し
を検討していきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

254 15
社会体育施設
整 備・管理事
業

・北杜市体育施設条
例
・北杜市体育施設条
例施行規則

・施設利用者
・社会体育施設

・社会体育施設の整備を促進し、スポー
ツの円滑な実施及び振興に資する。
・利用者の安全面を確保し、安心して利
用できる環境を維持する。
・老朽化した社会体育施設の統廃合を検
討する。

・社会体育施設は地域住民が日常的に
スポーツに親しむための場となり、施設
利用者の安全確保及び災害時における
避難所として施設整備していく。
・施設利用者が安心安全に利用できるよ
う維持管理に努める。
・市全体の施設のバランスを考慮して、地
域住民の意見を踏まえながら、老朽した
施設の廃止を検討していく。

A ③ 現状維持 現状維持

255 16
青少年カウン
セラー設置事
業

・北杜市青少年カウ
ンセラー規則

・ 青 少 年 カ ウ ン セ
ラー

地域と連携し、青少年の健全育成及び非
行防止を推進する。併せて、青少年問題
に関する相談及び指導を行い、青少年の
安全・見守り活動に寄与する。

青少年を取り巻く現在の環境や問題を認
識し、青少年育成事業を展開する。また、
相談業務や巡回指導等を実施することに
より、青少年の健全育成や非行化の未然
防止を図る。

A ③ 現状維持 現状維持

256 17
青少年育成推
進員事業

・北杜市青少年育成
推進員規則

・市内に居住する青
少年
・青少年育成団体
・青少年育成推進員

青少年育成推進員が地域の中心となっ
て、青少年の健全育成の推進を図る。

各地域から推薦された推進員を教育委
員会が委嘱し、国・県・市の青少年健全
育成施策を地域の中心となって実施す
る。

A ③ 現状維持 現状維持

257 18
青少年育成市
民会議補助金

・社会教育法
・北杜市生涯学習振
興補助金交付要綱

・市民（青少年）
・青少年育成北杜市
民会議

次代を担う青少年の健全な育成を市民総
ぐるみで推進する。

青少年育成北杜市民会議の運営費助成
及び事業の推進。

A ③ 現状維持 現状維持

258 19
芸 術 文 化 ス
ポーツ振興基
金活用事業

・芸術文化スポーツ
振興基金条例　他

・市民
優れた芸術文化スポーツ事業を行う団体
を支援することにより、市民の芸術等の
鑑賞機会の充実を図る。

市民のための芸術文化スポーツ振興事
業を公募し、活用検討委員会により認定
された有益な振興事業に対し、芸術文化
スポーツ振興基金やふるさと納税制度を
活用して、補助金を交付することにより、
優れた芸術文化スポーツの鑑賞機会等
を市民へ提供する。

A ① 拡充 拡大

少子化が進む中で、地区民会議の連携
も検討していきます。

多くの企業や個人への理解・協力を求
め、安定した基金の運用を図り、充実した
活用事業を実施します。

青少年を対象とした活動が主体であり、
参加料など事業収入の増加は見込めな
いため、市民会議で検討を始め、事業統
合や連携などについて議論していきま
す。

近隣市で4月からコーディネーターを導入
していることから、視察を行う中で検討を
行います。

北杜市公共施設等総合管理計画により、
スポーツ施設の機能やサービスに重複
が見られることから、地域のニーズ、利用
者の動向を見極めながら、再編・再配置
や複合化・多機能化など重点的に管理運
営形態を検討していきます。
老朽化して危険性のある施設について
は、日頃から指定管理者と連携して、施
設を日常的に注視することにより、危険
個所の早期発見及び未然防止対策に取
り組みます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

259 20
文化協会補助
金

・北杜市生涯学習振
興補助金交付要綱

・北杜市文化協会
・市民

文化振興の促進を図るため、北杜市文化
協会を支援する。

文化協会の自立を図るため、体制整備や
仕組みづくりの支援を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

260 21
外郭団体自立
促 進事業（文
化協会）

・北杜市生涯学習振
興補助金交付要綱

・北杜市文化協会
・市民

文化振興を促進させるため、北杜市文化
協会を支援するとともに、北杜市文化協
会が主体的な活動や運営をしていけるよ
う支援する。

平成26年度から文化協会が自主運営を
行っているが、文化協会が自主財源を確
保するまでの当面の間、文化協会の事務
員の賃金を支援する。（雇用は平成25年
度から）

A ③ 現状維持 現状維持

261 22
県外文化大会
等参加補助金

・北杜市県外文化大
会等出場・参加補助
金交付規則

・全国大会等に出場
する市民

市民が県外で行われる文化大会等に出
場し参加する場合に、その経費の一部を
市が補助することにより、その活動を助
長し、文化レベルの向上と振興を図る。

県内大会において予選会を通過し、県代
表として県外の大会に出場する北杜市文
化協会加盟の団体及び市民で組織され
た文化的団体に対して、交通費、宿泊
費、参加料等の補助対象経費の3分の1
以内の額を交付する。

A ③ 現状維持 現状維持

262 23
芸 術 文 化 自
主・共催事業

・芸術文化振興基本
法

・市民

芸術文化事業に親しめる機会や発表の
場を提供することで市民の芸術文化活動
を活発にし、文化を担う市民の育成を図
る。

・ホール運営検討委員会の意見等を反映
させる中で、一流の文化芸術事業を展開
する。
・芸術鑑賞機会の充実を図るため、民間
や関係団体・機関等と連携し共催事業等
を展開する。
・地域のアーティストや文化団体の発表
の場を提供する。

A ② 拡充 現状維持

263 24
囲碁美術館管
理事業

・北杜市囲碁美術館
条例
・北杜市囲碁美術館
条例施行規則

・施設利用者
・施設

日本の伝統文化である囲碁の普及、継
承及び市民の文化、余暇活動の向上を
図るとともに、施設の適正管理を行う。

・囲碁美術館等の展示並びに良好な維持
管理
・子どもや女性も対象とした囲碁講座、囲
碁交流会及びプロ棋士を招いたスキル
アップ講座の実施
・囲碁普及のため、囲碁サミットの参加及
びサミット加盟自治体との連携

A ③ 現状維持 現状維持

市文化協会の適正な運営確保に向け
て、市の事業の一部委託などについて検
討していきます。

予算額の範囲内で調整し、補助金の交
付を実施する中で、市内の文化的団体の
活動を支援します。

チラシやポスターをはじめ、あらゆるツー
ルを活用して事業周知に努めます。さら
に、観光関係団体や宿泊施設などと連携
しながら観光客等を対象とした情報提供
にも取り組み、更なる集客に努めます。
また、八ヶ岳定住自立圏を形成している
長野県富士見町・原村と一層の連携を図
り、目的達成のための協同事業を推進し
ていきます。

市文化協会が活発に活動できる体制づく
りを図るため、会員の新規加入など、組
織の強化に向けて支援していきます。

囲碁文化の普及を図るため、子どもや女
性などが囲碁を体験できる機会・時間を
創出できるか検討します。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

264 25
ホール施設管
理事業

・芸術文化振興基本
法

・ホール利用者
利用者の安全を確保し、安心して利用で
きる環境を維持することにより、ホールの
利用促進及び芸術文化の振興を図る。

・専門業者による保守点検等を実施し、
施設が安全に利用できるよう維持管理に
努める。
・配置スタッフによる日常の清掃、点検業
務を行い、利用者の安全確保に努める。
・利用者への設備等の操作方法を指導す
る。

A ③ 現状維持 現状維持

① 1 ⑤ 2

② 2 ⑥ 0

③ 20 ⑦ 0

④ 0 合計 25

今後の方向性についての集計（生涯学習課）　　　　単位：件

修繕箇所は、定期点検などの指摘箇所を
精査し、緊急性のあるものから優先的に
対応していきます。
指定管理者制度導入への検討は、施設
の利用形態や利用状況等を調査し、ホー
ル検討委員会で検討していきます。
3ホールのPRなど情報発信に努めるとと
もに、観光関係機関等と連携し、芸術文
化団体等を対象とした宿泊とホール利用
との計画を検討していきます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

265 1
小中学校給食
事業

・学校給食法
・市内小・中学校の
児童・生徒及び教職
員

児童・生徒の心身の健全な発達に資する
ため、安全で安心、栄養を考えた給食を
提供する。

給食を提供する上で必要な賄い材料費
の確保、食材費である学校給食費の徴
収を行う。また、子育て支援に資するため
に、賄い材料費の助成を行う。

A ③ 現状維持 現状維持

266 2
地産地消給食
事業

・食料・農業・農村基
本法
・食育推進法

・地場農産物を取り
入れ、地域に根ざし
た学校給食

「地域に根ざした学校給食」を目指し、地
場産学校給食を推進する。

地元農家や商店との連携を図るため、関
係機関と打ち合わせを行い、旬の野菜等
の仕入れ体制を構築する。

C ③ 現状維持 現状維持

267 3
学校給食管理
事業

・学校給食法
・市内小・中学校の
児童・生徒及び教職
員

児童・生徒の心身の健全な発達に資する
ため、安全で安心、栄養を考えた給食を
提供する。

単独調理場1施設、給食センター4施設の
管理・運営を行う。また、給食を提供する
のに必要な事務員及び調理員の確保を
行う。

A ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 3 ⑦ 0

④ 0 合計 3

今後の方向性についての集計（学校給食課）　　　　単位：件

給食費におけるコンビニ納付の導入の可
否について検討します。
納付相談や臨戸訪問等を行う中で、更な
る収納率の向上に努めるとともに、北杜
市私債権管理条例に基づいた事務処理
を進めます。

学校給食課

地元農家等との安定した食材の確保を図
るためには、給食の献立を工夫したり、
米・パンの割合を調整する等、年間を通
して余裕を持って仕入れます。また、冬季
の食材確保については、献立を調整する
中で、トマトやレタスなどのハウス栽培さ
れた食材の活用を検討します。

安全・安心な学校給食を提供するため、
適切な施設の維持管理に努めるととも
に、学校給食施設の運営方針に基づい
て、学校給食センターの統合へ向けた取
組を進めます。



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

268 1
文化財調査事
業

・文化財保護法
・市内の周知の埋蔵
文 化 財 包 蔵 地 （ 遺
跡）

開発行為に際して、適切な調査を行い、
現状保存及び記録保存をする。

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木
工事等の開発行為に際し、試掘調査、発
掘調査等を実施し、埋蔵文化財を記録保
存するほか、可能な場合には現状保存す
る。本事業は法律に基づく保護制度であ
り、選択的に業務を展開する性格のもの
ではない。法令に即して適切な調査を実
施する。

A ③ 現状維持 現状維持

269 2
文 化財保護・
管理事業

・文化財保護法
・北杜市文化財保護
条例

・市内指定文化財
・根古屋ケヤキ
・神田サクラ

指定文化財の適切な保護保存を図る。

天然記念物の樹勢回復事業等の指定文
化財の保護・管理を行う。天然記念物個
別に検討委員会を構成し、住民参加の
下、合意形成を図り、効果的に調査、環
境整備計画を策定する。また、その環境
整備工事を実施する。

A ③ 現状維持 現状維持

270 3
ふ る さ と 歴 史
公園事業

・文化財保護法
・北杜市文化財保護
条例

・ふるさと歴史公園
（史跡谷戸城跡、史
跡金生遺跡など）

適切に維持管理し、活用を図る。

史跡の除草等は地域住民団体に委託す
る等、適切に管理する。また、学校等の
団体見学を積極的に受け入れ、活用を図
る。

A ③ 現状維持 現状維持

271 4
資料館施設運
営事業

・博物館法
・北杜市郷土資料館
条例

・ 市 内 資 料 館 施 設
（郷土資料館、考古
資料館、浅川伯教・
巧兄弟資料館、平
田家住宅）の運営・
教育普及活動

施設の運営方針を明確にし、より効果的
に資料収集・保管、調査・研究、教育普
及・広報に努める。

常設展示や企画展示などの資料館運営
について、北杜市郷土資料館運営協議
会に諮り、適切かつ効果的な事業運営に
努める。

A ③ 現状維持 現状維持

272 5
資料館施設維
持管理事業

・博物館法
・北杜市郷土資料館
条例

・施設観覧者
・施設利用者

利用者等が適切、効果的に学習活動を
行えるように施設を適切に管理する。

資料館施設の維持管理について、北杜
市郷土資料館運営協議会に諮り、適切
かつ効果的な施設の維持管理に努める。

A ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 5 ⑦ 0

④ 0 合計 5

今後の方向性についての集計（学術課）　　　　単位：件

学術課

史跡公園としての維持・管理に努めるとと
もに、アカマツによる見学者の事故を防ぐ
ため、随時、公園内のパトロールを実施し
ます。

急速な感染が疑われる緊急時には、松く
い虫等の検査を民間機関に委託します。

・文化財専門職員の新規採用（一時的な
調査担当者不足だけでなく、職員の高齢
化、世代交代に対応するためにも必要で
す）
・学術課内の担当の枠を超えた協力体制
の構築

・企画展や各種教室・講座の充実
・ポスター、チラシ、パンフレット等による
広報
・学芸員による展示解説数の増加

・考古資料館のIP電話及びグループウエ
アの設置
・定期的な各施設の巡回
・事件、事故への緊急対応マニュアルの
作成及び各施設への周知



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

273 1
図書館運営事
業

・図書館法 ・図書館
市民ニーズを的確に把握し、資料提供や
イベントを行う。

市民のニーズに幅広く対応できる資料選
定やイベントを行い、市内各図書館が互
いに連携を図りながら、サービス向上に
努め、利用者が必要とするサービスを提
供する。

A ③ 現状維持 現状維持

274 2
図書館管理事
業

・図書館法 ・図書館
図書館の効率的な運営を行うため、施設
管理やシステム管理等を行う。

効率的な図書館運営を行うため、施設状
況を把握しながら、よりよい図書館管理を
行う。

A ③ 現状維持 現状維持

275 3
図書館ボラン
テ ィ ア 研 修 事
業

・図書館法 ・図書館ボランティア
図書館ボランティア研修等を実施し、図
書館とボランティアが協力して図書館運
営を進めていく。

読み聞かせ、朗読等のボランティア研修
を実施する。

A ① 拡充 拡大

276 4

ブックスタート・
セカンドブック・
サードブック事
業

・図書館法
・子どもの読書活動
に関する基本的な
計画

・7カ月児、2歳児、
就学児とその保護
者

すべての子どもたちが、あらゆる機会、あ
らゆる場所において読書に親しむことが
できる環境を整備する。

ブックスタート（7カ月健診）、セカンドブッ
ク（2歳児健診）では、読み聞かせの大切
さを伝え、図書館職員やボランティアによ
る読み聞かせを行い、ブックスタートでは
絵本のプレゼントを行う。サードブックで
は、4月23日（「こども読書の日」）におす
すめ本リストなどを配布する。

A ③ 現状維持 現状維持

① 1 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 3 ⑦ 0

④ 0 合計 4

今後の方向性についての集計（中央図書館）　　　単位：件

利用者サービスの向上、安全性確保のた
め、平成29年度中に職員の専門研修へ
の参加、防犯研修の実施を行い、更なる
職員の意識の向上、スキルアップを図っ
ていきます。

平成29年度中に、図書館職員運営会議
において、「公平性を維持しながらこの事
業に関わる職員の負担を減らす方法」を
図り、模索していきたいと思います。

平成29年度において、ボランティアの研
修として、高いスキルを持ったプロの指導
者による研修会を開催します。
平成29年度はボランティア募集の掲示を
他の部署にも依頼し、より多くの方に周知
します。

金田一春彦記念図書館は数年前から雨
漏りしていることから、図書資料等の汚
損、施設や児童館利用児童への被害を
避け、安全に利用してもらうため、平成29
年度に屋根防水工事を実施します。

中央図書館



課別事務事業評価一覧

事業 コスト投入
No. 事務事業名 根拠法令・要綱等

対象
（誰を 何を）

目的
（どういう状態にしたいのか）

事業内容
（どのような方法で 何を行うのか)

評価
今後の方向性

改革案と実行計画

課
別
№

277 1
中高一貫等先
進校視察事業

・北杜市立甲陵中学
校・高等学校設置条
例
・北杜市立甲陵中学
校管理規則　等

・甲陵中・高等学校
・教職員
・生徒

中・高一貫の特色ある学校として、志を高
く持ち、一貫教育の中で将来を見据えた
高い知識と学力を取得できる教育環境を
整備する。

中学校・高等学校の一層の教育推進を
図るため、先進校等の視察を行う。

D ⑦ 休廃止 皆減

278 2
甲陵高等学校
管理事業

・学校教育法
・北杜市立甲陵中学
校・高等学校設置条
例
・北杜市立甲陵高等
学校学則　等

・甲陵高等学校

中・高一貫の特色ある学校として、志を高
く持ち、一貫教育の中で将来を見据えた
高い知識と学力を習得できる教育環境を
整備する。

施設の適正な維持・管理を行う。 A ③ 現状維持 現状維持

279 3
甲陵高等学校
教育振興事業

・学校教育法　等
・甲陵高等学校
・生徒

中・高一貫の特色ある学校として、志を高
く持ち、一貫教育の中で将来を見据えた
高い知識と学力を習得できる教育環境を
整備する。

甲陵高等学校の教材備品、消耗品、図書
等を購入する。

A ③ 現状維持 現状維持

① 0 ⑤ 0

② 0 ⑥ 0

③ 2 ⑦ 1

④ 0 合計 3

① 6 ⑤ 2

② 4 ⑥ 0

③ 39 ⑦ 1

④ 0 合計 52

今後の方向性についての集計（甲陵中・高等学校）　　　　単位：件

教育振興費の内容を精査した上で予算を
措置し、生徒の学習環境を整備します。

今後も一括入札を行うなど支出額を抑え
る取組を行い、緊急修繕等に対応できる
ようにします。また、職員が対応可能な日
常の管理等を行うことにより、施設・設備
などの機能を保持します。

今後の方向性についての集計（教育委員会）　　　　単位：件

（29年度予算計上なし）
必要に応じ、他の中・高一貫校の公開授
業等への参加や、ホームページの閲覧及
び資料提供を受け情報収集を行うととも
に、SSH事業2期目の採択を契機とした特
色ある生徒の育成を図ります。

甲陵中・高等学校


